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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １２名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告           

○議長（西村昭教君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１２名でございます。 

 これより、平成２２年第２回上富良野町議会定例

会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告           

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（野﨑孝信君） 御報告申し上げます。 

 今期定例会は６月１１日に告示され、同日、議案

等の配付をいたしました。その内容は、お手元に配

付の議事日程のとおりであります。 

 今期定例会の運営については、５月２８日及び６

月９日、議会運営委員会を開き、会期日程等を審議

しました。 

 今期定例会に提出の案件は、町長からの提出議案

１６件及び報告案件４件、並びに議員からの発議案

１件であります。 

 町長から、今期定例会までの主要な事項につい

て、行政報告の発言の申し出がありました。その資

料として、行政報告とともに平成２２年度建設工事

発注状況を配付しましたので、参考に願います。 

 ５月２８日までに受理しました陳情・要望の件数

は５件であり、その内容は、さきに配付したところ

であります。 

 町の一般行政について、村上和子議員外４名の議

員から一般質問の通告がありました。その要旨は本

日配付したとおりであり、質問の順序は通告を受理

した順となっております。 

 今期定例会までの議会の主要な行事は、お手元に

配付の議会の動向に掲載したところであります。 

 今期定例会の議案説明のため、町長以下関係者の

出席を求め、別紙配付のとおり出席しております。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ２番 村 上 和 子 君 

     ３番 岩 田 浩 志 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 会期決定の件を

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から６月１６日までの２

日間といたしたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から６月１６日までの２日間

と決しました。 

────────────────── 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 行政報告を行い

ます。 

 今期定例会までの主な行政執行経過について、町

長から報告の申し出がありましたので、発言を許し

ます。 

 町長向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。 

 議員各位におかれましては、公私ともに何かと御

多用のところ、第２回定例町議会に御出席いただき

まして、まことにありがとうございます。 

 この機会に、去る３月定例町議会以降におけます

町政執行の概要について御報告させていただきま

す。 

 初めに、本年度４月からの執行体制であります

が、職員数については、昨年度中の定年退職者など

１０名の欠員に対して、看護師２名、管理栄養士１

名、保健師１名、一般事務職２名の計６名を採用

し、昨年度当初から４名減の１９４名による体制と

したところであります。 

 なお、職員定数条例の規定に基づく暫定定数の期

間が本年度末をもって終了することから、本年度は

次年度以降の組織機構のあり方や職員の適正数につ

いて検討を進めなければならないと考えておりま

す。 

 今後とも、町民の皆様と協働のまちづくりの実現

のため、加えて地域主権型社会に対応し得る組織の

見直しや仕組みの検証を行いながら、町民との信頼

関係の構築に努めてまいります。 
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 次に、国の栄典関係でありますが、本年度の春の

叙勲において、地方自治功労として、我が町２世紀

の礎を築いていただいた前町長、尾岸孝雄氏が旭日

双光章を、また、危険業務従事者叙勲においては、

防衛功労として佐藤良逸氏が瑞宝双光章を、今井茂

雄、高橋英世両氏が瑞宝単光章を受章されました。 

 さらに、春の褒章において、統計調査功労とし

て、田中實氏が藍綬褒章を受章されました。 

 改めて、受章されました皆様のこれまでの御功績

に心から敬意をあらわすものであります。 

 次に、例年、新宿御苑で開催されている内閣総理

大臣主催の「桜を見る会」に鳩山前首相からの御招

待をいただき、去る４月１７日、各界からの約１万

人の招待者とともに参加してまいりました。 

 次に、行財政改革の取り組みについてであります

が、平成１６年度よりスタートした「行財政改革実

施計画」は、平成１８年度に「集中改革プラン」に

衣がえし、計画期間を１年延長して、平成２１年度

をもってその期間を終了したところであります。計

画に掲げた３２の実施項目に基づき、その実践に努

めてきたところであり、６年間における全体の実績

効果累計額については、３９億３,０００万円と

なったところであります。これは、町民の皆様と職

員が一体となり取り組んできた結果であり、新しい

まちづくりに大きな力となったところであります。 

 三位一体の改革など地方財政を取り巻く環境は極

めて厳しい状況の中で、改革に伴う痛みについても

町民の皆様と共有しながら、この計画で目指した

「持続可能な財政構造への転換」「協働のシステム

づくり」「行政資産の戦略的・重点的な活用」を基

本として、財源調整のための基金に頼ることのない

予算編成や自治基本条例の制定、政策調整枠予算の

創設など効果を上げることができたところでありま

す。 

 今後においては、「協働」を計画の柱とする「町

政運営改善プラン」がスタートしましたので、引き

続き、その実践に努めてまいります。 

 次に、強風等による被害の発生状況についてであ

りますが、３月２１日から２２日未明にかけて発生

した風雪により、ビニールハウス３８棟を初め、倉

庫シャッターの破損等４カ所で、被害総額が２１２

万円となっております。 

 さらに、４月１３日の突風では、ビニールハウス

１棟のほか、白銀荘の屋根の一部が破損、公園内の

立木の一部が倒れ、被害総額は約１５万円となって

おります。 

 被災された方々に対し、心よりお見舞い申し上げ

ます。 

 次に、自衛隊関係でありますが、５月１３日に町

内の協力関係団体の方々及び議員の皆様とともに、

防衛省内局を初め関係国会議員に上富良野駐屯地の

現状規模堅持に関する要望を行い、翌５月１４日に

は「北海道の自衛隊体制維持を求める中央総決起大

会」が関係者４５０名の参加のもと開かれ、協力い

ただきました町内関係者に改めてお礼申し上げま

す。 

 また、昨日は、旭川市長を初め関係者とともに、

第２師団管轄の体制維持を求める要望も関係国会議

員や防衛省へ行ってきたところであります。 

 記念式典関係では、第７師団創立５５周年、東千

歳駐屯地創立５６周年、第２師団創立６０周年、第

３地対艦ミサイル連隊創立１６周年の各記念行事に

参加してまいりました。 

 なお、今週末には上富良野駐屯地創立５５周年記

念行事が予定されておりますので、町民の皆様とと

もにお祝いしたいと思っております。 

 次に、基地対策関係では、５月１８日に駐屯地及

び第２師団へ、５月２７日には北海道防衛局及び北

部方面総監部へ、さらに、６月３日には防衛省へ、

平成２３年度の防衛施設周辺整備事業要望を行って

まいりました。 

 次に、障がい者通所型多機能事業所「なないろニ

カラ」の開設についてでありますが、本町の空き店

舗を活用して、去る４月１２日に開所式が行われ、

既に日中一時支援、就労や移動支援などの事業を開

始しており、現在、日中一時支援の利用者１１名を

含めて、１３名の方が利用されております。 

 次に、富良野沿線で唯一の地域周産期母子医療セ

ンターに指定されている富良野協会病院の産婦人科

診療体制についてでありますが、常勤医師が３月末

の退職に伴い不在となり、以後、派遣医師による診

療が継続されてはいるものの、常勤医師確保の見通

しが立っていない状況で推移しておりましたが、昨

日、１名の常勤医師が確保できた旨の一報を受けた

ところであります。 

 現在、診療体制等の詳細がわからない状況の中

で、本町も多くの妊婦の方が同病院を利用している

ところであり、これら妊婦の方々の出産に向けた不

安感や転院に伴う負担感を出来る限り解消するよ

う、緊急助成措置として「上富良野町いきいき妊婦

応援事業」を計画し、関係経費を含めて本定例会に

補正予算案を提案させていただいておりますので、

よろしく御審議をお願いいたします。 

 次に、カムローズ市との交流事業についてであり

ますが、ことしはカムローズ市友好提携２５周年の

節目の年に当たることから、私が団長となりまして

総勢１４名の公式訪問団を結成し、８月２日から７

日までの６日間の日程でカムローズ市を訪問し、友
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好都市提携延長に関する盟約書への調印を初め、文

化交流などを通してさらにきずなを深め、国際交流

の推進を図ってまいります。 

 また、今年度は青少年国際交流事業でカムローズ

市を訪問する年でもありますことから、合同での訪

問とするよう取り進めているところであります。 

 次に、平成２１年度の町税等の徴収状況でありま

すが、管理職全員による滞納プロジェクト２回の臨

戸訪問徴収により、町税６１９万１,０００円、上

下水道料３２万７,０００円の徴収をいたしまし

た。 

 また、昨年１０月に上川支庁管内市町村合同窓口

が開設され、旭川市内及び旭川市近郊の滞納者４１

名に対し催告書及び呼び出し状を発送するととも

に、上川支庁との合同呼び出しに参加し、３６万

８,０００円を収納いたしました。 

 また、昨年１２月に夜間・休日納税相談窓口を開

設し、催告書にあわせ呼び出し状を発送し、８１９

万６,０００円を収納いたしました。 

 さらに、滞納者に対する差し押さえを２２件執行

し、４４万２,０００円の換価収納をいたしまし

た。 

 また、コンビニ収納については、７,５８９件、

１億１,７４２万円の収納があり、開始から３年目

を迎え、年々利用件数が増加しており、納税者に浸

透してきている状況にあり、必要に応じＰＲ等も

行ってまいります。 

 あわせて、行政サービス制限措置条例により町民

の方々の納期内納税の意識も高まってきており、さ

まざまな収納対策を講じて、税収確保に努力してい

るところであります。 

 ５月末現在の現年度の収納率は、町税で０.１

％、国保税で０.９％向上したものの、滞納繰越税

額では、町税で２,５３９万３,０００円、国保税で

３,８４３万７,０００円となっており、前年対比で

は、町税で３１６万６,０００円、国保税で４１万

１,０００円の増加となったところであります。景

気の低迷が続き、回復の兆しが見えないことから未

納となる傾向にありますが、納税意識の高揚や負担

の公平性との観点から、引き続き収納率向上に向け

て努力してまいります。 

 次に、クリーンセンターのダイオキシン類測定結

果についてでありますが、４月に１回目の測定を

行った結果、Ａ系が０.０００００４７ナノグラ

ム、Ｂ系は０.０００００２２ナノグラムであり、

町独自の基準値である５ナノグラムを大きく下回っ

ております。 

 今後とも、適切な施設の管理運営に万全を期して

まいりたいと考えております。 

 次に、子ども手当についてでありますが、６月を

最初に、１０月、２月と、年３回の支給を行いま

す。 

 今春より新規支給対象者となる中学生等に申請案

内受け付けを行い、本町では対象者４８１世帯、７

８２人分、２,０１７万６,０００円を６月１０日に

口座振り込みによって支給したところであります。 

 なお、公務員の方につきましては、勤務先からの

支給になっているところであります。 

 次に、４月２０日に宮崎県で発生が確認された口

蹄疫についてでありますが、いまだ沈静化が図られ

ていない状況にあり、大きな社会問題となっており

ます。 

 当町におきましては、宮崎県で発生が確認された

翌日より、全畜産経営者を対象に、口蹄疫被害の状

況や防疫対策の徹底に関する情報提供を初め、「家

畜自衛防疫組合」と連携して、消毒薬の配布、消石

灰の配布を終えたところであります。 

 さらに、町内主要施設へのポスター掲示やチラシ

の全戸配布により、町民の皆様にも口蹄疫の侵入防

止に向けた御理解と御協力を御願いしているところ

であります。 

 また、富良野沿線の行政、農業関係機関、観光関

係機関等で構成する「富良野地域口蹄疫侵入防止対

策連絡会議」が６月２日に発足したことから、対策

に関する情報共有、情報交換を綿密に図り、口蹄疫

の侵入防止に向けた広域的な取り組みも進めてまい

ります。 

 これから観光シーズンを迎えるに当たり、その対

応が難しい局面ではありますが、現時点において

は、過剰な対策は自重しつつも慎重に対処してまい

りたいと考えております。 

 次に、農作物の生育状況等についてであります

が、融雪のおくれとともに４月中・下旬の低温が影

響し、畑作関係では平年に比べ５日から６日のおく

れ、野菜についても全般的に１週間程度おくれてい

る状況にあります。 

 稲作については、播種後における温度変化が大き

かったことなどにより育苗管理に苦労が多く、ま

た、移植期間中にも低温や断続的な強風と降雨によ

る作業の停滞も見られましたが、５月下旬の好天で

作業が進み、移植終期は４日おくれとなっておりま

す。 

 今後においては、順調な天候に期待するととも

に、農業者の皆様の頑張りによって、よりよい出来

秋を迎えることができるよう願っているところであ

ります。 

 次に、本年度から一部実施となりました「戸別所

得補償制度」でありますが、特に混乱もなく、受け
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付け作業が進捗している状況にあります。制度の大

幅な変更により減額が懸念されていた転作作物への

交付金も、今年度に限っては激変緩和措置により、

昨年度と同程度の額が交付される見込みとなってい

ます。 

 本制度の来年度からの本格実施を控え、今後も国

の動向を注意深く見守りながら、農業者の皆様に対

して情報提供など必要な対応に心がけてまいりま

す。 

 次に、建設産業安全大会についてでありますが、

５月１１日に保健福祉総合センターにおいて、上富

良野建設業協会と上富良野町商工会工業部会の主催

により、関係者１５０名の参加のもと開催され、地

域・職場からの交通事故と労働災害の撲滅を、決意

宣言により参加者一同で誓い合ったところでありま

す。 

 次に、道路環境緊急整備に伴う住民会との協働作

業についてでありますが、４月下旬から６月上旬に

かけ、６地区の住民会と実施し、道路沿いのごみ約

２トンを回収処理しました。協力いただきました住

民会の皆様に深くお礼申し上げます。 

 今後も９月ころまで、残る主要路線について随

時、沿道の緊急清掃を継続してまいりますので、御

理解と御協力をお願いいたします。 

 次に、公園緑地広場の地元管理移行についてであ

りますが、本年度は、協定の整った六つの住民会に

おいて、先行的に地域の皆様方の手による広場等の

管理作業が開始されました。協働のまちづくりを推

進する実践事業と位置づけ、今後、実践結果を検証

しながら、全町的に広がるよう取り組んでまいりま

す。 

 次に、町立病院の運営関係についてであります

が、病院事業を取り巻く環境は依然として厳しい状

況にあるものの、平成２１年度の決算では、患者

数、利用者数は前年度比で総じて増加となり、収益

面でも入院、外来ともに堅調に推移しました。ま

た、老人保健施設においても、一年間を通じて９５

％を超える病床稼働率となり、安定した運営によ

り、収益も予想を上回る結果を得ることができたと

ころであります。 

 次に、上富良野高校の入学状況についてでありま

すが、今春の入学者数は、地元の中学卒業者２８名

を含む４２名となったところであります。例年を上

回る入学者があり、関係者の１人として大変喜んで

いるところですが、存続については依然として厳し

い状況にあります。 

 今後においても、上富良野高校が地域に根差した

特色ある高校として存続できるよう、町民の理解と

協力をいただきながら努力してまいります。 

 次に、第６回青少年国際交流事業についてであり

ますが、参加者募集を行ったところ、町内在住の中

学１年生から高校２年生までの１１名の申し込みが

あり、決定したところであります。 

 今後につきましては、事前学習会、結団式を実施

後、教育長が団長となり、３名の引率者とともに、

８月２日から８月１０日までの９日間でカナダ国カ

ムローズ市等を訪問し、両市町の友好を深めるとと

もに、見聞を広め、国際意識の高揚に資するよう努

めてまいります。 

 最後に、建設工事の発注状況についてですが、本

年度、入札執行した建設工事は、６月１１日現在、

件数で７件、事業費総額で１億８,５３９万８,５０

０円となっております。また、本年度、発注予定の

建設工事は２７件で、その情報については４月１日

付で公表したところであります。 

 なお、お手元に配付いたしました「平成２２年度

建設工事発注状況」については、平成２１年度の国

の第２次補正予算に基づく地域活性化・きめ細かな

臨時交付金を財源として、平成２１年度末に入札執

行した事案も含めて記載しておりますので、後ほど

御高覧いただきたく存じます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第４ 報告第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 報告第１号監

査・例月現金出納検査結果報告の件について、監査

委員より報告を求めます。 

 代表監査委員米田末範君。 

○代表監査委員（米田末範君） 監査及び例月現金

出納検査結果について御報告いたします。概要のみ

申し上げますので、御了承を賜りたいと思います。 

 初めに、定期監査の結果について御報告を申し上

げます。 

 １ページをお開きいただきたいと思います。 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により、定期

監査を執行しましたので、同条第９項の規定によ

り、その結果を御報告いたします。 

 監査の概要ですが、町立病院貯蔵品検査につい

て、平成２２年４月１３日に、病院の棚卸しを監査

の対象として、平成２１年度末に係る貯蔵品調査等

関係諸帳簿を検閲するとともに、貯蔵品の実地検査

を行いました。 

 検査の結果、棚卸しはおおむね適正に執行されて

いると認められました。 

 次に、２ページをお開きください。 

 車両検査について。 
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 平成２２年６月１日に、公用車両の整備及び管理

状況を監査の対象として、公用車両７４台、全車両

の実地検査を行いました。 

 監査の結果、公用車両の整備及び管理の状況は、

おおむね良好であると認められました。 

 次に、３ページから１５ページの例月現金出納検

査の結果について御報告申し上げます。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により執

行いたしましたので、同条第３項の規定により、そ

の結果を御報告いたします。 

 平成２１年度２月分から４月分、及び平成２２年

度４月分について、概要並びに検査結果を一括して

御報告いたします。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

いずれも各会計の出納の収支状況は別紙資料に示す

とおりであり、現金は適正に保管されていることを

認めました。 

 なお、資料につきましては御高覧いただいたもの

と存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては、平成２１年

度分を１６ページに、平成２２年度分を１７ページ

に付してございますので、参考としていただきたい

と思います。 

 以上で報告といたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御質疑がなければ、これを

もって監査・例月現金出納検査結果の報告を終わり

ます。 

────────────────── 

◎日程第５ 報告第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 報告第２号平成

２１年度上富良野町一般会計繰越明許費繰越計算書

報告の件について報告を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ただいま上程されまし

た報告第２号平成２１年度上富良野町一般会計繰越

明許費繰越計算書報告の件につきましては、概要を

申し上げまして説明にかえさせていただきます。 

 それでは、裏面の一般会計繰越明許費繰越計算書

をごらんいただきたいと思います。 

 本計算書に記載の事業は、国の第２次補正予算で

創設された地域活性化・きめ細かな臨時交付金を財

源とした、役場車庫屋根補修事業外１４事業、その

他の事業として、全国瞬時警報システム整備事業外

５事業の合わせて２１事業であります。 

 これらの事業は、発注時期等の理由により事業完

了期が平成２２年度に入ることになっております

が、このたび平成２１年度会計決算期を迎えた際

に、予算で設定しておりました２１事業の合計予算

額２億６,４９５万３,０００円が、事業執行等によ

り２０事業、合計額２億６,２６７万３,０００円を

平成２２年度会計へ繰り越しましたので、地方自治

法施行令第１４６条第２項の規定に基づき、その内

容を報告するものでございます。 

 なお、新型インフルエンザワクチン接種費負担事

業につきましては、繰越明許費の設定を行いました

が、当該対象者がいなかったことから、翌年度の繰

越額がゼロ円となったところであります。 

 また、この事業ごとの財源内訳で未収入となって

おります国費などの特定財源につきましては、当該

事業ごとの完成時期に応じて歳入の受け入れ手続を

とってまいります。 

 以上、報告第２号の説明といたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって本

件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第６ 報告第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第６ 報告第３号平成

２１年度上富良野町水道事業会計予算繰越計算書報

告の件について報告を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ただいま上程されまし

た報告第３号平成２１年度上富良野町水道事業会計

予算繰越計算書報告の件につきまして、概要を申し

上げて説明にかえさせていただきます。 

 それでは、裏面の水道事業会計予算繰越計算書を

ごらんいただきたいと思います。 

 本計算書に記載の事業は、国の第２次補正予算関

係事業として、一般会計より地域活性化・きめ細か

な臨時交付金を財源に、水道事業会計に１,７００

万円の工事負担金を受け、過年度損益勘定留保資金

１４８万８,０００円と合わせ、１,８４８万８,０

００円の予算措置を行い、その後、入札により支払

い義務発生額が１,８１６万５,０００円に確定いた

しました。 

 工事の発注時期の関係から工事完了がしないこと

から、１,８１６万５,０００円を平成２２年度会計

に予算を繰り越しましたので、公営企業法第２６条

第３項の規定に基づき、その内容を報告するもので

ございます。 

 以上、報告第３号の説明といたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、御
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質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第７ 報告第４号 

○議長（西村昭教君） 日程第７ 報告第４号法人

の経営状況報告の件について報告を求めます。 

 初めに、上富良野町土地開発公社の報告を求めま

す。 

 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ただいま上程されまし

た報告第４号法人の経営状況報告の件につきまして

御報告申し上げます。 

 初めに、上富良野町土地開発公社の経営状況につ

きまして御報告申し上げます。 

 上富良野町土地開発公社は、平成２１年８月５日

開催の第３回理事会におきまして、公社解散につい

て決定をいたしました。また、平成２１年９月１６

日の第３回定例会におきまして、公社解散の議決を

得まして、平成２１年１０月１４日、北海道知事の

認可を受けて解散となりました。 

 その後、公社解散及び清算人就任登記を行った

後、公有地の拡大の推進に関する法律第２２条の８

の規定に基づき、債務債権の申し出を平成２１年１

２月５日から平成２２年２月４日までの２カ月間、

官報及び役場前掲示板において告示を行いました

が、その期間におきまして債務債権の申し出がな

かったことを受けて、清算事務を取り進め、平成２

２年２月１９日に清算事務を完了いたしました。 

 このような経緯を踏まえまして、決算等の報告の

説明をさせていただきます。 

 当公社におきましては、平成２１年度町の公有用

地先行取得等の要請を受けておりませんことから、

人件費等の経常経費及び解散に伴う事務経費以外の

特別具体的な事業活動はございませんでした。 

 このようなことから、平成２１年度の決算に関す

る書類といたしましては、１ページから４ページに

は、事業報告書とあわせまして、１２３万円余りの

経費縮減をした内容の貸借対照表など所定の書類を

つけてございます。 

 次に、５ページをお開きください。 

 残余財産の処分につきまして御説明申し上げま

す。 

 公社定款第２５条第２項に、解散した場合におい

て、債務を弁済してなお残余財産があるときは上富

良野町に帰属するとあります。これに基づきまし

て、預金を解約の上、財産のうち出資者である上富

良野町への出資金３００万円を返還し、さらに、そ

の残余である４,７４６万６,２４４円を上富良野町

に帰属いたしました。 

 なお、この残余金につきましては、既に第１回定

例会で補正予算の議決を賜り、収入済みとなってい

るところであります。 

 以上をもちまして、上富良野町土地開発公社の経

営状況の報告といたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御質疑がなければ、これを

もって上富良野町土地開発公社の報告を終わりま

す。 

 次に、株式会社上富良野振興公社の報告を求めま

す。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（前田 満君） ただいま上程いた

だきました株式会社上富良野振興公社の経営状況に

つきまして御報告申し上げます。 

 経営状況に関する書類の１ページをお開き願いま

す。 

 最初に、平成２１年度の事業報告として、会議等

の開催、審議の状況であります。 

 総会関係では、平成２１年５月２８日に定時株主

総会を開催し、平成２０年度の事業報告、決算の承

認等、及び平成２１年度事業計画、予算について議

決をいただいたところであります。 

 取締役会関係では、平成２１年１０月２１日開催

の第１回取締役会において、平成２１年度上半期の

事業報告を行っており、平成２２年３月３０日開催

の第２回取締役会においては、平成２１年度の事業

報告、決算方針、及び平成２２年度経営基本方針及

び予算編成方針について審議を行っております。 

 監査役会関係では、平成２２年４月２２日に監査

役会を開催し、平成２１年度の決算について監査を

行っております。 

 次に、２ページの平成２１年度部門別の報告をい

たします。 

 上富良野振興公社は、平成２１年度から新たに指

定管理者制度による公の施設の管理によりまして、

保養センター白銀荘、日の出公園オートキャンプ

場、上富良野町営スキー場、日の出公園の管理を

行っております。 

 保養センター白銀荘につきましては、総入場者数

は８万６,８８７名で、前年度対比９８％で、その

内容は、宿泊客で８,７６３名、前年度対比９７.３

％、日帰り客７万８,１２４名、前年度対比９８.１

％の入館者実績となっております。 

 例年、福祉向上を目的として、十勝岳温泉郷の４
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施設で実施しております町内在住の７０歳以上の方

と障がいのある方に対する優遇措置につきまして

は、毎年、１２月１日から３月３１日までの平日に

限り、１人２００円の負担をいただいているところ

でありますが、白銀荘の本年度入館者数は１,９７

０名となっております。 

 また、この間に実施されました町営バスの復路無

料についても大変好評でありました。 

 次に、日の出公園オートキャンプ場であります

が、前年度から続く不景気の中で大変厳しい状況で

ありましたが、総入場者数は１万４,８４１名で、

前年度１万３,２３７名に対して１１２.１％とな

り、利用収益についても１,４６９万３,０００円

で、前年度１,３６４万８,０００円に対して１０

７.７％の実績となったところであります。 

 次に、上富良野町営スキー場につきましては、こ

こ数年続いている積雪不足でありましたが、１月６

日に運行を開始し、２月２６日に終了しており、リ

フト券の売り上げ枚数につきましては、前年度１,

４９４枚に対し１,７９４枚で、前年度対比１２０

％で、利用収益につきましても、前年度７４万６,

０００円に対し９８万６,０００円と、前年度対比

１３２.２％の実績となっております。 

 次に、日の出公園についてでありますが、不況の

影響や新型インフルエンザの影響と冷湿害等による

花々の生育への影響から、観光客の入り込み数も減

少傾向にありました。 

 次に、５ページの貸借対照表について御説明いた

します。 

 資産の部として、流動資産は、総額で２,２３４

万５,７２１円となっており、その内訳は、現金・

預金が２,０６２万９,１３３円、期末商品が１７１

万６,５８８円であります。 

 固定資産としまして、旭川信用金庫などに対する

出資金３万円で、資産の部の合計は、２,２３７万

５,７２１円となっております。 

 次に、負債の部として、流動負債が４３３万１,

８２９円となっており、その内訳は、未払金、預り

金、入湯税等であります。 

 次に、純資産の部の株式資本としまして、上富良

野町、ふらの農協、上富良野町商工会、旭川信用金

庫の出資による資本金が１,０００万円、利益余剰

金として８０４万３,８９２円を加え、総額は１,８

０４万３,８９２円となっております。 

 負債及び純資産の合計は、２,２３７万５,７２１

円となっております。 

 次に、６ページの損益計算書について説明いたし

ます。 

 なお、以下の説明金額は、税抜きのものでありま

す。 

 最初に、営業収益であります売上高についてであ

りますが、利用収益と売店収益を合わせた売上合計

額は８,９３１万８,８６５円となっております。 

 その内訳としまして、保養センター白銀荘が７,

３４７万８,１８３円、日の出公園オートキャンプ

場が１,４６９万３,２９０円、上富良野町営スキー

場が９３万８,８５２円、日の出公園が２０万８,５

４０円でございます。 

 次に、営業費用であります売上原価につきまして

は、期首商品棚卸高と商品仕入高を合わせて１,３

６０万９,９０４円であり、この額から期末商品棚

卸高１７１万６,５８８円を差し引いた１,１８９万

３,３１６円となります。 

 このことから、売上総利益金額は、売上高８,９

３１万８,８６５円から売上原価１,１８９万３,３

１６円を差し引いて、７,７４２万５,５４９円と

なっております。 

 さらに、販売費及び一般管理費９,５６９万３,８

４６円を差し引いた営業利益は、１,８２６万８,２

９７円のマイナスとなっているところであります。 

 営業外収益につきましては、受取利息５万３,７

６１円、受取配当金８００円、雑収入１９万６１１

円、受託収入３,１９２万２,１４９円を合わせて、

３,２１６万７,３２１円となっております。 

 指定管理業務等に伴う受託収入の内訳は、保養セ

ンター白銀荘維持管理運営５２５万９,０４９円、

十勝岳温泉地区施設維持管理１１６万５,００１

円、日の出公園オートキャンプ場２２１万１,４３

０円、上富良野町営スキー場７９４万１,９０６

円、日の出公園１,５３４万４,７６３円でありま

す。 

 営業外費用につきましては、町へ１,３００万円

の寄附を行っております。 

 以上のことから、営業利益マイナス１,８２６万

８,２９７円に営業外収益３,２１６万７,３２１円

を加え、営業外費用１,３００万円を差し引いて、

営業利益金額は８９万９,０２４円となっておりま

す。 

 さらに、経常利益金額８９万９,０２４円から法

人税等２８万９,０００円を差し引いて、平成２１

年度期の純利益金額は、６１万２４円となっており

ます。 

 次に、１２ページの平成２２年度事業計画及び予

算についての御説明をさせていただきます。 

 保養センター白銀荘につきましては、ここ数年続

いている厳しい経済情勢の中で、依然として金融、

観光業、雇用対策など、先行きが不透明な状況が続

いており、さらに、４月の悪天候により雪解けがお
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くれ、入館者の減少が危惧されます。 

 こうした中において、札幌方面の各旅行会社、各

エージェントへのＰＲ活動を実施するなど、入館者

の増加に向けて努力してまいります。 

 本年度の計画につきましては、公募時の計画に基

づき、宿泊７,６８０人、日帰り客７万５,３２０人

の計８万３,０００人の入館客数を設定し、売上高

につきましては６,９３４万３,０００円を見込み、

目標達成に向けて努めてまいります。 

 日の出公園オートキャンプ場につきましては、こ

れまで技術支援、キャンプ場と地域の連携による

オートリゾートの形成、情報の提供や交換など、各

キャンプ場の充実強化に向けて指導等をいただいた

北海道オートリゾートネットワーク協会が本年３月

末で解散するなど、本年度においても日の出公園

オートキャンプ場にとって厳しい状況ではあります

が、来場者に対して、地場産業、地域振興を基本と

した接客、情報の提供、環境整備に努めて管理運営

を行ってまいります。 

 本年度の計画については、総入場者数１万３,５

００人、売上高１,２５２万円を見込んでおりま

す。 

 上富良野町営スキー場につきましては、町民の身

近なスキー場であり、町内のすべての学校のスキー

授業、自衛隊の訓練、休日における家族スキーなど

に御利用いただいております。 

 近年は、暖冬による降雪時期のおくれ、融雪期の

早まりにより営業期間を短縮せざるを得ない状況か

ら、リフトの輸送人員、利用収益が減少傾向にあり

ますが、管理運営に当たっては、安全・安心を基本

に、快適な輸送サービスの提供に努めてまいりま

す。 

 本年度の計画については、リフト利用券の売上高

で１３１万２,０００円を見込んでおります。 

 日の出公園につきましては、訪れる人々を花いっ

ぱいでお迎えするため、環境整備及びサービスの向

上に努めてまいります。 

 １４ページから２１ページまでの各施設の平成２

２年度経営状況につきましては、御高覧いただいた

ものと思いますので、説明を省略させていただきま

す。 

 以上をもちまして、株式会社上富良野振興公社の

経営状況につきましての御報告とさせていただきま

す。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 平成２２年度の事業計画の

ところの日の出公園オートキャンプ場ですが、この

オートリゾートネットワーク協会が解散したという

ことで、今度はオートキャンプ協会に加盟するかど

うか、行政の担当者と検討中だということでござい

ますけれども、ここに入るとなりますと、協会に納

めるというのでしょうか、負担金がどれぐらいかか

るのか、また、主な事業としては情報交換とかで

しょうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ２番村上議員の御

質問にお答えいたします。 

 実は、ちょっと負担金が幾らになるかというとこ

ろは、まだちょっと明確になっておりません。とい

うのは、このオートリゾートネットワークが解散す

るということで、それらの数がどれほど移行する

か。完全に脱退してしまう場合と、総体数がありま

して、割り勘方式で会費が恐らく設定されるのでは

ないかということで、恐らくことしの予算時期前

に、９月か１０月ごろには明確な数字が示されると

思っております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ほかには。 

 ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） 日の出公園の観光客の入り

込みが減少しているという件についての質問なので

すけれども、スキーのリフトだとか、オートキャン

プ場だとか、白銀荘等は、入館者とかしっかり人数

が出ると思うのですよね。日の出公園は減少傾向で

あると、観光客、これはどのようにして調べている

のか、その実態について、ちょっとお聞きしたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） ６番今村議員の御

質問にお答えさせていただきますが、入り込み客数

等につきましては、日の出公園の観光客については

実数がなかなかつかみづらい部分がございますの

で、来場する観光バスの台数ですとか、あるいは駐

車場にとめる乗用車の台数等も含めて、おおむねの

推計でそれぞれ、前年と比較しながら進めていると

ころであります。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 平成２０年度の一般管理費

の予定額の関係ということで、若干、数字等を含め

て質問をさせていただきたいと思います。 

 特に振興公社はいろいろな面で御努力をされて、

毎年、町に寄附ということで、今年度は１,３００

万円を町に寄附をしたというようなことで報告を受

けております。 

 それで、まず１点目は、白銀荘の関係でございま
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す。 

 それで、一般管理費予定額の２２年度予算額と２

１年度の決算ということでございますけれども、一

応、給料の関係では１,２００万円が、２０年度６,

３５０万円、それから賃金の関係は、決算では１,

２８６万円ですけれども、賃金は、２２年度は１,

７８６万円ということでございます。したがって、

本採用の職員を補充をしないで、その分、賃金で

やっているのかなというような気がいたします。総

体的には６７６万７４５円減ということで理解をし

たいのですが、そいうことなのかということで１

点。 

 それから、２点目は交際費なのですけれども、２

１年度決算は５,０００円なのです。これが、約２

６倍の１３万円ということなので、２１年度の交際

費の使い方がどうなのか、それとも新たな物が２２

年度出てきたので、２６倍の、５,０００円が１３

万円ということなのかということでお聞きをしたい

と思います。 

 それから、あと、光熱水の関係なのですが、今

回、その１の白銀荘、それから、その２のオート

キャンプ場、その３のスキー場と見ていくと、非常

に全部大幅にアップしているのですね。例えば白銀

荘の関係は、２１年度決算は１,１４７万７,７６５

円なのだけれども、今回１,５００万円ということ

で、３５２万２,２３５円が増になっております。

一般的に、このような形でというのはどういうもの

なのかなということで、その点、ちょっと確認をい

たしたいと思います。 

 それから、もう１点は印刷製本費です。前年度１

７万３,４７７円で今回は５０万円ということで、

３２万６,５２３円あれです。恐らくパンフレット

等を新たにつくるのかなという気がいたします。と

いうのは、１９年度の決算を見ますと、６４万５,

０００円、印刷製本費にかけていますから、年度が

わりのこれで新たにつくるのかなという気がいたし

ます。まずその点と、それから、議長、その２、そ

の３、その４の関係も継続して質問していっていい

でしょうか。 

○議長（西村昭教君） 何ですか。 

○９番（中村有秀君） いや、今の管理予定額の関

係、その他の関係も関連してくるのですけれども、

あわせて、その２、その３の、オートキャンプ場、

それからスキー場の関係ということで質問を続けて

いいかどうか。 

○議長（西村昭教君） これに関連するのであれ

ば、よろしいと思います。 

○９番（中村有秀君） わかりました。 

 恐らく取締役会、それから株主総会等を経てやっ

てきていると思うのですけれども、これらの報告

を、ある面で町民の皆さん方に今はこういう状況な

のだと。えらい違いがあるなというような感覚でお

話を受けています。 

 それでは、次に、その２の関係ということで、給

料手当の関係です。１８２万２,０００円が２４５

万円ということで、６２万８,０００円なので、こ

れは恐らく、職員をふやすということでないかと。

したがって、関連して法定福利費も９万３,７５２

円ふえているのかなというような気がいたします。

したがって、賃金等も逆に４１万円減っておりま

す。 

 そういうことで、これらの関係も、先ほどの白銀

荘との関連ということで、こういう形でしたのかと

いうことの理由等をお聞きをしたいと思います。 

 それから、オートキャンプ場の次は厚生費です。

前年度８万６３４円なのですけれども、本年度は３

０万円なのですね。２１万９,３６６円ということ

で、非常に大きな金額がアップをされております。

２１万９,３１６円ということでございますので、

その点もちょっと確認をいたしたいと思います。 

 それから、光熱水費も前年度２１７万円ですが今

回２５０万円ということで、これらも総体的に、今

度の施設の関係の管理費を見ますと、光熱水費が全

部上がっております。上がっていないのは日の出公

園の管理の関係だけでございます。その上がり方も

非常に大幅ということでございますので、その点も

確認をいたしたいと思います。 

 それから、スキー場の関係で、１９ページの関

係。給料手当ということで、前年度９１万円が今回

１４０万円２,０００円ということで、４９万２,０

００円。恐らくこれは、職員をふやすということで

なかろうかなと。それに関連して法定福利費も上

がったのかなという気がいたします。 

 ただ、厚生費の関係が、前年度ゼロが今年度はも

う７万２,０００円ということで計上しておりま

す。それらの関係の理由等もあわせてお聞きをいた

したいと思います。 

 それから、光熱水費の関係なのですが、前年度３

５万９,８９８円なのですが今回は５５万円という

ことで、１９万１０２円アップしております。特に

光熱水費は、その１、その２、その３の関係は非常

に大きく上がっております。そういうことで、ただ

いまの関係、取締役会、株主総会でそれぞれ決めて

あろうと思いますけれども、今回の経営状況に関す

る書類の関係で見た分の非常に疑問がありますの

で、その点、よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 
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○副町長（田浦孝道君） ９番中村議員の御質問に

私のほうからお答えさせていただきます。 

 たくさんの御質問をちょうだいしました。また詳

細については、ちょっと私も今、現時点で全部承知

できていない点がありますので、その辺はひとつ御

容赦いただきたいと思います。 

 まず、賃金関係であります。 

 白銀荘については、少数精鋭で営業をしていると

いうことでありまして、しかし、限られた人員のそ

れぞれの方が、もう、開設以来１０年を超えていま

すので、それぞれ、年を重ねるという状況にありま

す。しかしながら、経験を持った方を引き続き雇用

して、最少の経費で経営を維持したいという、そう

いう観点から、以前、６０歳を迎えますと御苦労さ

んということでありましたけれども、今はこういう

御時世でございますので、年次的に年齢を上げると

いうようなこともしているわけであります。 

 ただ、社員という身分で継続するのか、それか、

６０を迎えて、臨時職員に切りかえて雇用を継続す

るか、これはケースごとに判断をさせていただいて

いますが、いずれにしましても、従前の社員から臨

時職員に移行するという傾向がございますので、そ

ういう点で給料から賃金へ移行するという動きがご

ざいますので、その点ひとつ承知をいただきたいと

いうふうに思います。 

 それと、交際費の関係なのでございますけれど

も、以前は町と連携しながら、白銀荘などもＰＲに

努めていたところでございますが、施設をお預かり

している振興公社としても独自に営業戦略を持たな

ければならないというような状況もございますの

で、そういう観点で、ＰＲの費用は、かけることで

ないと営業が維持できない、もしくは業績を上げる

ことはできないという、そういう点もございますの

で、ここ近年、できるだけそういうＰＲの費用はか

けましょうということで、少し方向を変えてござい

ますので、それに伴って営業上の交際費等が伴うと

いう点もございますので、そういう要素を見込みま

して、年々費用が増加しているということを御報告

させていただきたいと思います。 

 それと、光熱水費の関係でありますけれども、こ

れは施設ごとに、それぞれ、今、議員がおっしゃら

れるように、ふえる傾向がございます。これらにつ

いては、特に白銀荘については、油脂燃料の燃料単

価の高騰等が背景にもございます。また、他の施設

におきましては、それぞれ、日の出公園は特にでご

ざいますけれども、今、別の機会にも申し上げてご

ざいますように、植生を変えていくというような取

り組みもしてございますので、そういう計画に基づ

いて、それぞれ関連の費用の動きがあるということ

はひとつ、承知していただいているものと思います

けれども、そういう傾向がそれぞれ施設にあるとい

うことはひとつ御理解いただきたいと思います。 

 それと、施設ごとに申し上げられましたキャンプ

場の給料等の関係もございました。ここにおいて

は、少し人の出入りがございましたので、これらに

伴って、また、人的な体制の今、季節的な補強もし

てございますので、そういう意味で、去年と同程度

というより、去年から比較すると、そういう関連経

費が変動があるということでございますので、この

辺は時々で、それぞれ臨時的な対応をスタッフ体制

の中で行ってございますので、御理解いただきたい

と思います。 

 あと、それぞれ施設ごとに光熱水費等の増減のお

話がございましたが、今、議員のほうに詳細に申し

上げる、そういう内容を承知できてございませんの

で、ひとつ御理解をいただきたいというふうに思う

ところであります。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 詳細はできないということ

でございますけれども、ある程度、各施設ごとの、

その１、その２、その３、その４ということで、こ

ういう状況だということで私も今、この報告の、経

営状況に関する書類を見て驚いたなり、それから、

それはそれなりに努力をしているなというようなこ

とは感じてまいりました。 

 ただ、現実に、今、どこの観光施設を預かる施設

等も、やはり営業戦略のＰＲということで、例えば

平成２１年度、５,０００円の交際費でよくやって

いたのか、もしくは、今、副町長の言う、町の関連

で一緒にやっていたということですけれども、これ

が２６倍の１３万円というのは、一般的になかなか

理解できないなと。それであれば、これだけ使うの

であれば、相当の営業努力をしてもらう、それから

営業成績が上がるのかなということで、私は大いに

期待をしております。 

 ただ、現実に、平成２０年度の予算では、交際費

は１０万円、それから１９年度の決算では１２万

５,７１５円なのですね。なぜ５,０００円なのかと

いうことが、言うなれば落ち込んでいるところの原

因にも一つは営業努力をできないような状況になっ

ているのかなという感じは受けます。しかし、今

回、２６倍の１３万円ということなので、なおそれ

に期待をいたしたいと思います。 

 それから、総じて、その１、その２、その３で、

光熱水費の大幅な予算化があります。今、副町長の

言う燃料の高騰ということであれば、例えばその４

の日の出公園管理、光熱費、前年度決算１５４万
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１,５６０円なのです。ところが、今回の予算では

１６０万円なのです。本当にわずかなのですよ。そ

うすると、今、副町長の言う燃料費の高騰というこ

とだけで、この日の出公園の管理の光熱水費の対比

をした場合、非常に温度差がある。認識の不足があ

るのか、もしくは日の出公園管理はそういうこと

で、節減に努めながらやっていくというのか、この

点が、その１、その２、その３の三つの施設と、そ

れから日の出公園の管理費予定額との差が非常にあ

るのですけれども、その点、見解をもう一度伺いた

いと思います。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ９番中村議員の御質問に

お答えします。 

 交際費の関係については、議員のほうからもお話

がありましたように、決して金額の多寡に応じて、

金額の非常に過少な年は一切やっていなかったとい

うことではございません。できる限り、そういう関

連の費用がかからないような方法で、テレビ報道の

そういう取材を受けるとか、そういうことは努力し

てきたつもりでございます。 

 ただ、多少かかっても、営業ＰＲをすることが結

果につながりますので、もしくはＰＲをしないと結

果も生まれないということでございますので、これ

はしっかり、現場の常務とも、そういう、多少の費

用はやむなしということで、力点を置いていること

をひとつ御理解いただきたいと思います。 

 それと、光熱水費の関係、これは、以前、日の出

公園につきましては、展望台のトイレにつきまして

も、浄化槽を公共下水道につないだというようなこ

ともございまして、そういうことも含めて、関係の

費用に大きな変動があることもございます。これ

は、一概に、施設ごとに、ここで私も、冒頭申し上

げましたように、詳細のデータを持ってきてござい

ませんので、詳細に申し上げることはできませんの

で、私の言っていることが一概に、その施設ごと

に、的を射た答弁になっているかどうかは、ちょっ

と私も自信がございませんので、何らかの形で議員

のほうに詳細をお伝えできればというふうに考えて

いるところでございます。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 １１番渡部洋己君。 

○１１番（渡部洋己君） 白銀荘のことで１点お伺

いします。 

 予算のときにも出ていたのですが、ヒートポンプ

ですか、これ、ことし導入ということなのですけれ

ども、結構費用、１億円以上だと思ったのですけれ

ども、これは、どうなのか、先ほど副町長が言って

おった光熱費の高騰などもあって、それを温泉熱利

用ということで、それが大きな目的なのか、それと

も、今言われている地球温暖化対策ですか、両方兼

ねてだと思うのですけれども、そこら辺はどの程

度、何年ぐらいでペイするのか、ちょっとお教え願

いたいなと思います。 

○議長（西村昭教君） 今の質問についてはちょっ

と、関連性が薄いと思いますので、今の光熱費とい

う部分で少し絞って質問いただければありがたいと

思いますけれども。再度、よろしいですか。 

○１１番（渡部洋己君） それでは、光熱費、かな

りかかるのはわかるのですけれども、そこら辺、

ヒートポンプを入れたのと比較というか、恐らく、

温泉ですから酸化しやすいといいますか、それで部

品の交換というのも早くなるかなと思うのですけれ

ども、そこら辺、考えた場合にどうなのか、ちょっ

と教えていただきたいなと思います。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） １１番渡部議員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 今、ヒートポンプ等の効果も含めて計算している

本当に真っ最中でございます。その中で、効果も含

めてであります。ただ、もちろん水質等も含めて分

析をしながら、基本的な機械の耐用年数は１５年と

言われているのですけれども、それがどのように影

響するかも含めて、設計ができ上がった中で今検討

している最中でありますので、もうしばらく時間を

いただきたいと思っております。 

○議長（西村昭教君） 確認しますけれども、これ

の光熱費については、当初のヒートポンプを想定し

ない費用計上ということでいいのですね、理解とし

ては。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（前田 満君） 今、それぞれ、２

２年度の計算で上げている光熱水費等については、

現状での計算ということで御理解いただければと

思っております。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 今回の白銀荘の件について

お伺いいたします。 

 また、全体的に、いわゆる社員と臨時職員の賃金

の、一般会計等においても大体何人ぐらいそれぞれ

のところで配置されているのかということはありま

すので、せめて必要最小限、それにかかわった資料

を別途添付するなり何なりして、白銀荘のどこに正

社員が何人いて賃金職員が何人いるのか、その他も

そういう感じにぜひやっていただきたいと思います

が、この点、答弁願います。 

 それともう一つ、白銀荘で、いつも聞くのです

が、ことしの戦略的な位置づけということでお伺い
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したいと思うのですが、あそこは非常に自然が豊か

でありまして、今、この間、いろいろなイベントな

んかも開催されておりますので、その効果等はかな

り、入浴の日帰り客がふえたりだとかという形で、

実質、そういう影響というのはあるのだと思います

が、そこら辺はどういうふうに、その効果があるの

かお伺いしたいのと、さらに、自然を散策するとい

う形の、やはり自然を生かした、散策を取り入れ

た、いろいろな企画を組んだらいいのではないかな

と思うのですが、今回、社教なんかでかんじきで歩

こう会だとかやっていますので、そういうものも含

めた、やはり独自の企画も行う必要があるのではな

いかなというふうに常日ごろから思っております。 

 それで、今回、こういう状況の中で、独自の、い

わゆるＰＲ作戦を行いたいという形で掲げられてお

りまして、旅行会社だとかそういうところにも積極

的に行っていきたいという形のＰＲの予算費も計上

されておりますが、具体的にお聞きしたいのです

が、どういう目標を設定しているのか。ここを押す

ことによって、どのぐらいの客の入り込み数を想定

しているのか。これは水ものですから、ここを押し

て、例えば１,０００人ぐらいとした場合、５００

人来るかどうかわかりませんが、少なくとも企画と

いうのはそういう想定のもとに立てられて、やはり

いろいろな旅行代理店と交渉するのだと思うのです

が、そういう意味で、この白銀荘の、他の旅館とも

提携するという話ですが、どういうような企画を

練っておられるのか、もう一度詳しく、詳細につい

てお伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢議員の御質問に

お答えします。 

 まず、それぞれのお預かりしている施設の維持管

理のための人的配置の状況等については、以後、報

告の時期につけられるようなことで、ひとつ前向き

に検討してまいりたいと思います。 

 それと、イベントの効果でございますけれども、

特に白銀荘については、今回も２２年度の計画とい

う形で入り込み人員の目標を持ってございます。た

だ、非常に残念でございますけれども、なかなか、

過去にあったように、計画を大幅に上回るような成

果を得るということは非常に困難だということで大

変苦慮しているところであります。 

 しかしながら、私どもお預かりしている白銀荘に

ついては、町から、少なくとも山へ向けて１８キロ

上っていったところの施設でございますので、非常

に他の施設から見るとハンデがございますが、その

反面、今、議員がおっしゃられるように、非常に魅

力のある地域だというふうに思っているところであ

ります。 

 そういう中で、年間を通じまして継続的にイベン

ト、施設独自でやるというよりは、ここ近年は十勝

岳温泉の４施設共同で、年間を通じまして限られた

イベントをやってございます。これは、やった効果

は実績成果につながっていると思ってございます。

今後も、そういうイベントを基本として、右肩下が

りの状況を何とか食いとめたいという形で努力をし

たいというふうに考えているところであります。 

 新しい、発想を変えた企画については、少し言い

わけになりますけれども、あの施設そのものが宿泊

を中心にした施設でございませんので、日帰りを主

に、あの施設、もしくはあの周辺の自然の中に来て

いただくというようなイベントになるかと思います

ので、今、自然の中で散策するとか、そういう健康

に絡めた、そういう企画というものは受けるかと思

いますので、関係の団体、あるいは町内の関係の施

設、業者はもちろんでございますけれども、そうい

う連携の中で、あの施設、あの自然を生かすことに

なればというふうに思ってございます。 

 あと、外向きには、今、いっときは非常にきれい

で感じのいい施設だという高い評価をいただいてい

たわけでありますが、先ほど申し上げましたよう

に、非常に遠方にありますことから、なかなか、再

度来ていただくことについては、今の経済状況等を

考えると非常に厳しいのかなと思いますが、いずれ

にしても、あの自然の魅力、それから温泉、源泉１

００％の天然露天ぶろもございますので、ああいう

ものをしっかり皆さんに伝えることができるよう

な、そういうＰＲに特化してやっていくということ

が基本でございます。ただやっているような、大き

なことはなかなかできませんので、先ほど申し上げ

ましたように、町民の方を中心に、あの自然の中で

ゆっくり、自然を満喫していただきながら温泉につ

かっていただくというようなことを中心にやってい

くことが、我々、今、公社としての力量かなと思い

ます。 

 いずれにしましても、町を中心にしまして町内の

関係団体、機関とそういう連携をとりながら、少し

でも利用増加につながるように努力をしたいという

ふうに考えているところでございます。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって法人の経営状況報告の件を終わります。 

 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午前１０時２５分 休憩 

午前１０時４４分 再開 
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────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、再開い

たしたいと思います。 

─────────────────── 

◎日程第８ 町の一般行政について質問 

○議長（西村昭教君） 日程第８ 町の一般行政に

ついて質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次、発言を許しま

す。 

 初めに、２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 私は、さきに通告してあり

ます３項目５点について質問いたします。 

 まず、１項目めは、産婦人科常勤医師退職に伴う

旭川での出産の場合の交通費、町独自の助成につい

て。 

 旭川で出産する場合の交通費助成を。 

 富良野協会病院の産婦人科常勤医師が３月３１日

に退職されましたが、９月以降の出産を控えている

方には旭川の病院を紹介しているようであるが、今

後、協会病院に常勤の産婦人科医師が着任されるこ

とになるのか、見通しとしてはどうなのか。めどが

つくまで、これらの人に対して町独自の交通費の助

成など考えられないか、町長にお伺いいたします。 

 ２項目めは、空き店舗、商店街動向調査後の早急

な商店街支援対策の取り組みを。 

 国の緊急雇用対策創出推進事業の一環として１名

雇用し（６月１日から２３年１月３１日まで）、商

店個別訪問調査事業を行うことになりましたが、商

工会としても会員の減少や店舗の減少など今後の課

題等も掌握していると考えます。今後の調査でさら

に詳細に動向が見えてくると考えますが、１点目

は、空き店舗対策としての支援等、利用して店舗を

出店する場合の補助を考えてはどうか。 

 ２点目は、店舗老朽化のリフォームに対する支援

等を打ち出してはどうか。 

 ３点目は、店舗を廃業された方の空き地を借用し

てのイベント、朝市やフリーマーケット等に対する

支援を。 

 市街地活性化に対する振興条例制定が必要であ

り、早急な商店街支援策を考えるべきではないか、

町長にお伺いいたします。 

 ３項目めは、保育料基準額の区分の細分化で保育

料を支払いやすくしてはどうかについてでありま

す。 

 町内には保育所の施設が、中央保育所、上富良野

町西保育園、わかば愛育園があります。これらの保

育所の保育料の基準額は、１階層は生活保護による

被保護世帯となっており、３歳児未満も３歳児、４

歳児以上の場合ゼロ円、２階層から８階層に分かれ

ているが、富良野市の場合は、１階層は生活保護世

帯と同じゼロ円であるが、階層の区分が２階層から

１４階層までになっており、非課税世帯３歳児未満

を比較すると、上富良野町は８,５００円、富良野

市は４,３２０円で、３階層は１万２,９９０円、上

富良野町は１万８,５００円で、富良野市のほうが

安くなっている。 

 この２階層から５階層の区分のところを富良野市

のように、所得税の額が５,０００円未満、所得割

の額が５,０００円以上となっており、６階層から

は１,５００円未満から８,５００円未満となってお

り、上富良野町の場合は４階層で４万円未満と一く

くりになっております。ここの部分を富良野市のよ

うに細分化できないか。このほうが保育料としても

支払いやすいのではないかと考えますが、町長にこ

の点をお伺いしたいと思います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番村上議員の１項目め

の、旭川で出産する場合の交通費助成をとの御質問

にお答えさせていただきます。 

 まず、今後の産婦人科医確保の見通しについてで

すが、現在まで確保に向け関係者が努力してきたと

ころであり、昨日、常勤医師１名の確保ができた旨

の連絡を受けたところであります。新たな体制の詳

細はまだ承知できておりませんが、町といたしまし

ては、妊婦の方々に対し、出産への不安感、あるい

は負担感の解消を早期に図る必要があることから、

上富良野町いきいき妊婦応援事業の取り組みによ

り、少子化対策の充実を図るために、本定例会の補

正予算に関係の経費を計上しておりますので、御理

解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの空き店舗商店街動向調査後の早

急な商店街支援対策に関する３点の御質問にお答え

いたします。 

 まず、商店街空き店舗及び商店街現況調査につい

てですが、商工会の会員数及び店舗数の減少が顕著

にあらわれているものの、平成１６年の調査以降、

実態の把握をしていないことから、町では北海道の

緊急雇用創出事業補助を受けて、商工会の御協力を

いただきながら、７月１日から臨時職員１名を雇用

し、実施しようとするものであります。 

 １点目の空き店舗対策としての支援についてです

が、この調査結果を踏まえ、商工会を初め商工業関

係者の方々の御意見、御提案をいただきながら、町

といたしましても、より実効性のある対策を見出

し、商工業の振興が図られるよう、さらに空き店舗

にならないような対策も含め、ともに協議を進めて

まいりたいと考えております。 
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 ２点目の店舗老朽化のリフォームに対する支援に

ついてでありますが、店舗等の新造改築につきまし

ては、商店街活性化資金などの融資制度を設けてお

り、それらの利子について助成を行っておりますの

で、リフォーム等を希望される事業者には大いに活

用願いたいと思っており、相談等につきましては、

商工会とともに応じてまいりたいと考えておりま

す。 

 ３点目の廃業された方の空き地を利用してのイベ

ント等に対する支援につきましても、１点目にお答

えしましたように、今回の調査結果を踏まえまし

て、商店街のみならず町全体の活性化策にも関連い

たしますことから、総合的な見地からの検討が必要

であると思っておりまして、今後においても検討し

てまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、３項目めの保育料に関しての御質問にお答

えいたします。 

 本町の保育料につきましては、平成１６年度まで

は年齢ごと、階層ごとに一定率の減額措置を講じて

おりましたが、以後、応益負担適正化の観点に立ち

まして、国が設定する徴収基準額に近づけるべく段

階的に見直しを図ってきました。 

 平成１８年度からは、国の保育料徴収基準額の９

５％に減額しており、階層区分についても国の基準

額表に準じた階層に設定しております。 

 本町の保育料徴収基準額表は、現在、国の徴収基

準額表を準用する考えを基本としており、村上議員

御質問の階層区分を細分化する考えは現在持ち合わ

せておりませんので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） １項目めの旭川で出産する

場合の交通費助成の件でございますけれども、即、

この６月議会で妊婦さんについては対応しようとい

うことで、こんなに早く対応というのは、今までに

私、何回も一般質問させていただいておりますけれ

ども、初めてでございます。 

 そういったことで、大変評価をいたしますけれど

も、協会病院に産婦人科医師の見通しは難しいとい

うことで、今回、行政としてもこのようなことを考

えていただいたと思うのですけれども、私も３月３

１日で産婦人科医師が退職されると。さて、困った

なと。選択肢がなくなりまして、旭川での出産とな

りますので大変だろうということで、いろいろと助

成なり支援が必要だということで質問させていただ

いたわけですけれども、６月１１日に調印されまし

て、産婦人科医師が着任されたということは、地域

のセンター病院でもありますし、第２次医療圏とい

うことで、院長も大変努力されたと思うのですけれ

ども、沿線の各首長も努力された結果ではないかと

思うのですけれども、今回の妊婦さんに対する応援

施策ですけれども、これは、主に今回、旭川で出産

する場合を考えての交通費、ＪＲで行きますと、旭

川１,６２０円掛ける１４回、妊婦さんが生まれる

までに１４回受診いたしますので、それらを考えま

すと２万２,６８０円かなと。そのものが主なもの

でないかと思うのですけれども、こういうふうに医

師が決まりましたことによるこの施策ですけれど

も、ちょっと確認させていただきたいのですけれど

も、来年の３月まで変更することなく対応するのか

どうか。また、どこから医師が、こういう運びで、

その経緯はどうだったのか、ちょっとお尋ねしたい

と思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番村上議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、今回、いきいき妊婦応援事業を御提案させ

ていただきますまでの経過につきましては、もう議

員御承知のとおりでございます。 

 加えまして、昨日でございますが、不在になって

おります産婦人科の常勤医師の確保ができたという

ことで、まだこちらにお見えではございません。８

月１３日以降の診療をというようなお話ができてい

るというふうに伺っております。 

 札幌で開業なさっていた先生というふうに伺って

おります。その程度しかまだ情報としては入ってお

りませんが、近々、富良野エリアの広域圏の医療に

関します会議がございますので、そこでまた新たな

情報はいただけるものかなというふうには思ってお

ります。 

 これと、今回、町が取り組もうとしている事業に

つきましての関係につきましては、私といたしまし

ては、春以降、妊婦の方々につきましては、富良野

の協会病院での診療、出産がかなわないということ

で、病院側も旭川のほうへ向けてのお話をしており

ますので、そういうような流れが、私はいっとき、

今、少し明るい見通しができたよと周知いたしまし

ても、そうかと、それではすぐまた協会病院のほう

へ戻ろうかというような、一度できた気持ちの中で

傾いた流れは、私としてはすぐ戻るというようなこ

とは非常に想定しづらいというような想定から、少

なくても１年ぐらいは協会病院の診療体制の推移を

見てからというような流れになるのではないかなと

いうふうに推察しております。 

 そういうことから、現在、御提案させていただい

ております事業につきましては、最小限度、平成２

２年度中は、お認めいただきました後には見直す予
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定はしておりませんので、御理解いただきたいと思

います。 

○議長（西村昭教君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ちょっと見通しが立たない

というようなことをお互いに考えていたと思うので

すけれども、それで、逆に今度は旭川で出産しよう

と思っている人も、今度こういう医師が来てくれる

ということになれば、この医師を守っていくという

意味からも、富良野では１６０人ぐらい出産を見込

んでいるそうですけれども、上富は１５０人ぐらい

と、こういうことで、逆にこの医師を守っていくよ

うな、富良野の協会病院で出産していただけるよう

にという、逆に今度はこの医師を大切にといいます

か、大事に守っていかなければいけないというもの

もできてくると思うのですけれども、これについて

はあれでしょうか、各町村で負担金とかという話が

また出てくるのではないかと思うのですけれども、

その点についてはいかがですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番村上議員の御質問にお

答えさせていただきますが、８月以降、新たな医師

を迎えての、その後の圏域としての協力体制、ある

いは協会病院としての圏域に対する協力の求め方等

については、全く今、そういう会議がなされていな

いものですから、何らかの協力要請はあるのかな

と。それと、富良野協会病院で健診、出産をしてい

ただきたいというような協力要請も、一般論として

は多分、病院を経営する側としては、これはやっぱ

り、そういうお願いもあるのかなと思いますけれど

も、まだ具体的な、診療体制を守っていこうという

ことでの御提案がいただいておりませんので、きょ

う現在申し上げられるのはこの程度かなということ

で御理解いただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） いずれにしましても、上富

良野独自の妊婦さんに対する応援施策は、やっぱり

妊婦さんにとりましても、経済的な負担ですとか不

安等を少しでも解消していただけますし、昨年の１

０月１日に出産一時金が３８万円から４２万円に、

４万円上がったのですけれども、うまくできていま

して、結局、４万円上がってよかったかなと思った

のですけれども、結構出産費用が、何と４２万円か

かるそうで、一つも残らないというようなことで、

紙おむつ等も１カ月に６,０００円かかるとか、い

ろいろな要素がありますけれども、こういったとこ

ろで、上富良野町が子育て環境の充実に力を入れて

取り組んでいくというあらわれと、このように受け

取っております。 

 今後、これに対しましてはまた、よろしくお願い

したいと思います。 

 それから、２項目めの空き店舗の商店街の動向調

査に伴う１点目の空き店舗対策としての補助の件で

ございますけれども、今回、国の緊急雇用創出事業

として１名雇用して調査をするということにつきま

しては、現在の商店街を、状況を把握することから

始まると思うのですけれども、生かされた調査とな

りますように、調査項目も、通行の人が何時間、時

間を切って調べるとか、それから購買力がここ５年

ぐらいかなり落ちてきていると思いますので、そう

いったことも調査項目に入れていただいて、ただ空

き店舗が幾らあるとか、後継者がいるとかいないと

か、そういったことでなくて、工夫した調査にし

て、生かされた調査にしていただきたいと思いま

す。 

 それで、今回、地産地消も考えて、何か産業をつ

くっていくのだということでございますけれども、

こういった空き店舗を利用してＰＲしたり販売した

りすることもいいと思うのですけれども、何か、聞

いておりますと、上富良野町は、いざ借りて何かを

しようと思いますと、家賃が非常に高いということ

を聞いております。それで、今、町としても実効性

のある対策を見つけ出すということでございますけ

れども、町長のお考えの中に、もう少し具体的なメ

ニューがあればお聞きしたいと思うのですけれど

も、いかがですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番村上議員の商店街の活

性化策等についての御質問にお答えさせていただき

ます。 

 御案内のように、近年、特に空き店舗が目立って

きているということで、非常に私も寂しい思いをし

ている１人でございます。これは、このままやはり

放置しておくということは、町といたしましても、

これはあってはならないことですし、そういう今後

の、私は空き店舗対策という、先ほどのお答えでも

申し上げましたが、ネガティブに発想するのではな

くてポジティブな発想というのが必要かなと思って

おりまして、まず、もちろん現況をしっかり、今回

の雇用対策におきましては、私が想定しております

のは、個々の個店の皆さん方に直接伺って、将来の

お店の経営の差し支えない程度の方針、あるいは後

継者等の見通しとか、そういったものについて少し

突っ込んだ調査をさせていただきたいなと。それに

よって、今、個店の皆さん方が抱えておられる課題

だとか、あるいは問題、それからさまざまな点が少

しは浮かんでくるのかなということで期待をしてお

ります。 

 そういったことと同時に、空き店舗にならないよ
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うな、今、手を打つことによって、今、工夫をする

ことによって、空き店舗になること、あるいは営業

をやめることにならないような、そういう対策もあ

わせてその中から生まれて、アイデアなり手法が見

出せてくるのではないかなというふうに期待してお

ります。 

 そういうことで、今、どういう業態、業種を想定

しているかということはございませんが、いずれに

いたしましても、まだまだ、農業分野におきまして

も６次産業化というのが国の大きな方針として今回

打ち出されておりまして、我が町におきましても、

まだまだ商売になる商材はいっぱいあると思ってお

りますので、そういった今までにない新しい結びつ

きと業態を、商売を活性化させていける私はチャン

スはあると思っておりますので、そういったことを

今回の調査で実態を明らかにして、そして課題を整

理して、次の展開に結びついていくようなことを町

全体として、イベントに空き地を利用してはとの御

質問にもお答えしておりますけれども、町全体とし

てこれは取り組みが必要だということで、商工会さ

んとも本音の議論をこれからさせていただきたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） そういったことは大切だと

思いますけれども、一つには商工会との協議を綿密

に行うことだと、一番にそう考えるのですけれど

も、今後、この調査と並行して、来年の１月に終わ

るということですので、かなり時間もかけてやるわ

けですけれども、何回ぐらい新しい発想を、いろい

ろ、町全体としてとおっしゃるわけですけれども、

１回目は大体いつごろを考えておられるのか、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番村上議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 この調査等を踏まえて、その後の行動計画につき

ましては、今、どういうスケジュールでという組み

立ては持ち合わせておりませんが、こういうよう

な、町の現状というものは私なりに認識しておりま

して、既に観光協会さん、あるいは商工会さん、そ

れから農協等も含めまして、トップ会談はもう、は

るかに２回開催させていただいておりまして、それ

ぞれ目的を持って、このたびは農商工連携というも

のを、まず目先、大きなテーマとして、共通課題と

して協議をしていこうということで確認し合ってお

りますので、既にそれらともリンクして進めていき

たいと考えておりますので、またいろいろな皆さん

方からも御意見等をいただければありがたいなとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願いした

いと思います。 

○議長（西村昭教君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） それでは、２点目の店舗老

朽化のリフォームに対する支援についての件でござ

いますけれども、これにつきましては、商店街活性

化資金の融資制度がありますので、これを活用して

いただきたいということでありますけれども、利子

については町で助成しているということであります

けれども、私が質問していますのはこういったこと

ではございませんで、以前に執行いたしました、平

成１３年から５年ぐらいかけて新増改築しましたと

きに、１,０００万円以上かかるものにはそれらの

２分の１、５００万円の町からの補助、そういうの

を出しまして、３０件ほど店舗が新しくなっており

ます。こういったものを第２弾の考えとして、町の

振興条例を策定しまして、老朽化した店舗のリ

フォームについても、こういった補助金を出すとい

うことは考えられないのかどうか、こういった質問

でございますので、その点についてどのように考え

ておられるのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 村上議員の店舗等の老朽化

に伴いますリフォームについて支援をというような

御質問だと思いますが、今、議員が御発言にありま

したように、町といたしましては平成１３年から１

８年まで、５年間に約４億円弱の総事業費をもちま

して、活性化につながる補助事業を展開してきたと

ころでございます。その事業が終了いたしまして３

年しか経過しておりませんので、今お話にありまし

たリフォーム等に、条例化も含めまして支援が必要

かどうかということにつきましては、これは、先ほ

どからお話ししております調査等も充分に参考にし

ながら、そういうような潜在的な、まだリフォーム

等をして次の展開に向けて頑張ろうというような内

容が浮かび上がってくれば、これはもう、町として

も願ってもないことですから、それはそういうよう

な動向を踏まえた上でまた改めて判断なり検討をさ

せていただきたいと思っておりますので、御理解い

ただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ぜひ、よく町長は、行政主

導でなくて、大いに観光協会からも、商工会から

も、町民からも、この町をどうすればいいか、商店

街活性化のためにという、こういうものを欲しいの

だということをおっしゃいますけれども、そう言っ

ている今はもう、こういう経済状況でございますの

で、空き店舗どころか、廃業された方が全部建物を

壊して、このごろ空き地にぽつぽつと商店街もなっ
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てきておる状況がありますので、もう待ったなしだ

と考えますので、今は既にいろいろ立ち上げて、検

討してらっしゃるということでございますので、空

き地を利用したイベントにつきましても、そういっ

た総合的な感じで取り組んでいただきたいと思いま

す 

 それでは、次の３項目めの保育料の階層の細分化

についてでございますが、拡大してまいりました、

ちょっとわかりにくいかと思いまして。 

 それで、国の基準額表に準じた階層に設定してい

るとおっしゃいますけれども、今はそういう時代で

はありませんので、昔と違って、ホームページを見

れば一目瞭然、近隣市町村の保育料がわかります

し、そうしますと、富良野市は、ここにありますよ

うに１４階層に分かれておるわけでございます。私

が申し上げているのは、ここの、上富良野町は４万

円未満のところが一区切りになっていますけれど

も、富良野市ではここを５段階に分けまして、１,

５００円未満から４万円未満と、こういうふうにい

たしているわけでございます。それで、東川町を見

ますと、東川町は、調べてみますと、ここの４階層

のところが３,０００円未満から４万円未満と、３

区分に分けてあるわけなのです。 

 わかば愛育園と西保育園については調べておりま

せんけれども、中央保育所に至りましては、今、８

５名入園いたしておりますけれども、ここの４階層

の４万円以上のところに該当する人は、たった３名

ぐらいしかいらっしゃいません。この４万円未満の

階層の方がほとんどを占めております。多分、わか

ば愛育園に行ってらっしゃる方も、それから西保育

園に行ってらっしゃる方も、そういった層が多いの

ではないかと思うのです。ここのところをもう少

し、４万円未満一くくりにしないで、富良野市のよ

うに５段階に細分化しますと、保育所に預けてらっ

しゃる父兄の方も、保育料なんかも納めやすいので

はないかと、こういうことであれなのですけれど

も、国の基準がこうだからというような、今はそう

いう、経済状況、大変悪うございます。 

 御存じかと思いますけれども、年収も、国民も、

町民もですけれども、一様に平均年収が３００万円

を切っているというような状況にありますので、こ

こが一番、私は、これの上のほうは考えておりませ

ん。４１万３,０００円以上のところは、富良野市

もそれ以上になっておりますので、ここのところを

もうちょっと、３段階ぐらいに細かくやることはで

きないのかどうかということで、考えていただきた

いと思って質問しているのですけれども、その点に

つきまして、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番村上議員の保育料の件

に関しましての御質問にお答えさせていただきま

す。 

 まず、最初のお答えで答えさせていただいており

ますが、富良野市、あるいは他町村との比較もただ

いまお尋ねでございますが、まず、当町といたしま

しては、保育料全体を国の基準から５％減じている

ということで、既に保育料に対する支援はさせてい

ただいているなというふうに理解をしているところ

でございます。 

 また、階層区分の区切り方を、富良野市の例を示

しておられますが、４万円以下の区分を細分化する

というようなことでの御提案でございますが、確か

に、その年、その年の状況の中では、プラス要素に

なる人、あるいは減額要素になる人は出てくること

は、現象としては理解できます。しかしながら、所

得構造というものは非常に変化要素が多いことと、

そして、国で示しております階層区分に準じて町が

設定していることに対して、私といたしましては、

それが親御さんにとって、特にその階層区分の細分

化がなされていないことによる負担感を生じさせて

いるというふうな理解はしておりませんで、国の基

準に準じた階層区分で御負担をいただくことで御理

解をいただいているというふうに考えております

し、また、それ以上の階層区分、試算等をいたしま

しても、親御さんの全体の負担軽減に必ずしも結び

つくというような試算もできない部分もございます

ので、当面、このような国の基準に準じた階層区分

でこれからも御負担をいただくというふうに考えて

おりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 村上和子君。 

○２番（村上和子君） 余り現状をよく理解されて

いないのではないかと思います。 

 自治体によって保育料には差があるのはわかりま

すけれども、決して８階層の区分分けの方法が一番

いいということでもありませんし、今、国の基準が

こうだからとか、そういった時代ではありません。 

 それで、やっぱり収入や子供の年齢によって、ゼ

ロ歳から２歳までは高くて、３歳以上は高いという

のはわかりますけれども、収入とか子供の年齢とか

によって差があるというのは、これはある程度納得

できますけれども、その町村、町村で、今はもう本

当に昔と違うというのは、情報が公開されておりま

すので、ホームページというのはもう、一目瞭然で

わかりますからね。 

 そういったことで、同じ収入なのに住む場所に

よって保育料に差があるというのは、住みかえをし

たほうがいいのではないかと、極論を言いますとそ
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ういうことになってしまうのですけれども、もう一

度、よく保護者の、１８年前と、ここ４年、５年と

いうのは非常に経済状態も悪いわけですし、預けて

いらっしゃるお子さんの御父兄の方が大体この４階

層、課税対象の、お金が４万円未満の方が大変多い

のだということですから、行政としてはそこのとこ

ろを、５,０００円、あるいは３,０００円から１万

９,０００円、あるいはその上の２万８,５００円と

いうふうに区分を細かくして考えていくというの

も、この８階層が今のあれに充分間に合っていると

いうようなお考えというのは、町長、やっぱり

ちょっと、もうちょっと現場を知っていただきたい

と思うのですけれども、今後についてちょっと、も

うちょっと考えを変えていただきたいと思うので、

いかがですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番村上議員の保育料につ

いての御質問に再度お答えさせていただきますが、

私といたしましては、まず、考え方の基本、一番の

根っこのところは、私は、保育料の軽減も一つの子

育てを応援することにもつながってくることは理解

もできます。しかし、私としては、１点、１点、例

えば保育料が安い町はここだと、あるいは医療費助

成が多い町はここだと、そういうように、その

時々、都合のいい町へ点々と移り渡って子育てをす

るという、そういうことが現実にできるのであれ

ば、それは、そのホームページ等を見て都合のいい

ところへ、そこで子供を育てるということは、仕組

み上あり得るかと思いますけれども、現実には私は

ないと思っております。 

 私は、子育てというのは、生まれる前から学業を

終えるまで、子供をどのように安心に、そして育て

ていっていただけるかという、トータルで私は子育

てというものは常に心の中に置いておりまして、例

えばで申し上げますが、ファミリーサポートのよう

な、そういう仕組みも一方では必要でしょうし、

今、議員がお話のような保育料の軽減も、それは安

ければ安いにこしたことはないわけですが、しか

し、私としては、町を預かる立場としては、皆さん

の貴重な税金でどのように子供たちを育てていこう

かということに思いをいたすわけでございますの

で、一つ一つの箇所を見ますと、軽減してあげても

いいかなというような判断も、方法としてはあるか

と思いますが、私としては、トータルとして子育て

をどのようにしていくかということを皆さんととも

に組み立てていきたいなというふうに考えておりま

すので、保育料の階層基準を見直すことは、現在は

持ち合わせていないということで御理解いただきた

いと思います。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、２番村

上和子君の一般質問を終了いたします。 

 次に、６番今村辰義君の発言を許します。 

○６番（今村辰義君） 私は、さきに通告してあり

ます２項目について御質問させていただきます。 

 まず初めに、「定住移住施策の具体的な促進を」

でありますが、第５次上富良野町総合計画による人

口の将来予測は、我が町でも現在の減少傾向が続く

と、平成３０年には１万１,５００人程度に人口が

推移することが予想されるとうたわれています。こ

れは、本町に駐屯する自衛隊構成の大規模な配置移

動による人口変動の動きを取り除いた推計でもあり

ますということも述べられています。 

 基本構想で目標人口を、産業振興による雇用機会

の創出、子育て・成長環境の充実や健康で生活し続

けるための保健福祉施策を進め、毎年新たに４０人

の定住者、移住者確保を目指し、平成３０年の人口

目標を１万１,９００人とするとしています。しか

し、それを反映する基本計画は、新規定住の促進と

いたしまして、年間の町への新規定住者数を４０名

と、数値目標のみを示し、年間４０名の人々をいか

にして移住、定住してもらうのかとの具体的なもの

がまだ示されていません。第５次総合計画の計画と

いうことです。 

 また、全国各地から本町への移住者や移住に関す

る問い合わせが増加しているとあります。そこで、

その問い合わせの現況について、及び定住・移住促

進の具体的なプランについて、私は、定住・移住促

進のかぎの一つは、すばらしい景観に思いを寄せる

町外等の人々の心を酌み取ることであろうというふ

うに思っております。これがキーポイントの一つと

考えています。そして、平成３０年度に人口目標を

１万１,９００人とする、この総合計画に変わりは

ないのかについての３点について、町長にお伺いい

たします。 

 続きまして、２項目めでありますけれども、「現

地積でのパークゴルフ場コースの増設を」でありま

す。 

 平成１５年に開設した日の出地区のパークゴルフ

場は、当時の町議会の意見により、３コース２７

ホールに決定した経緯があるということは私も承知

していますが、近年の大きな大会は、国際大会公認

の４コース３６ホールで行われますので、町ではそ

の手の大会を、もちろん催すことはできません。も

し町でこの種の大会が開催できれば、当日はもちろ

んのこと、コースになれるために数日前から練習に

訪れる人も多くなると思われ、宿泊、飲食など経済

効果が大いに期待でき、さらに観光客の増加にも寄

与すると思われます。 
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 現実には、富良野沿線での大会となると、６コー

ス５４ホールのパークゴルフ場がある隣の町などで

開催されます。町はみすみす経済的かつ観光的恩恵

を手放していると言っても過言ではないと私は思っ

ております。 

 パークゴルフの有識者の方に聞くところによりま

すと、現在の３コース２７ホールのコースは動かさ

ないでそのまま、そして使用しながら、すなわち閉

鎖することなく、現地積のままで練習用グリーン

や、あるいは道路等を活用しまして、４コース３６

ホールに改造することができるそうであります。現

地積よりふやさないのだから用地取得のお金もかか

りません。経済的な効果、観光客の誘致、町民の健

康増進などの観点からも、ぜひコースの増設に踏み

切るべきであるというふうに思いますが、いかがで

しょうか。教育長と、議長に許可をいただきまし

て、予算執行者でありますので、町長の見解も後ほ

どお聞きしたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番今村議員の１項目めの

移住・定住対策に関する３点の御質問にお答えさせ

ていただきます。 

 １点目の移住・定住に関する問い合わせの現況に

ついてですが、平成２１年度で２１件、そのうち実

際に移住された方が３戸４名となっております。ま

た、平成２２年度につきましては、現在までの問い

合わせが８件、移住された方が１戸２名となってお

ります。 

 ２点目の定住・移住の具体的なプランについてで

すが、現在は平成１９年度に作成した頑張る応援プ

ログラムの定住・移住プロジェクトに沿いまして、

移住総合窓口の設置、移住用ホームページの設置、

移住準備住宅の確保等の事業について取り組んでい

るところであります。 

 私は、移住・定住施策に重要なことは、自治基本

条例に示されております、住んでいてよかった、こ

れからも住み続けたいと思えるまちづくりを進め、

町民はもとより町外からも移住してみたいと思える

まちづくりを推進することが移住・定住施策の根幹

をなすものだと理解をしているところであります。 

 このようなことから、本年度において、子育て支

援、産業振興、雇用対策等の面から、包括的に議論

を進める組織内プロジェクトチームを設置して、実

効ある移住・定住の促進に向けた具体策の検討作業

に着手したところであります。具体的には、このプ

ロジェクトチームにおきまして、魅力ある移住情報

をホームページへのリニューアル、移住・定住体験

住宅情報の提供等について改善、検討を加えた上

で、より戦略的な移住・定住推進プランを策定し

て、各施策を総合的に推進してまいりたいと考えて

おります。 

 ３点目の総合計画の人口目標を１万１,９００人

とすることに変わりはないかという御質問でござい

ますが、私といたしましては、前段申し上げました

各施策を積極的に推進していく考えでありますの

で、総合計画で人口目標として定めました１万１,

９００人については、現時点において変更する考え

はありませんので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ６番今村議員の２項目め

の、現地積でのパークゴルフ場コースの増設をとの

御質問にお答えさせていただきます。 

 パークゴルフ場は、平成１５年４月に３コース２

７ホールでオープンし、現在に至っておりますが、

建設の際に、設置するホール数については、当時の

町議会からも多様な御意見を賜り、最終的に２７

ホールに決定した経緯にあります。 

 今後のパークゴルフ場の増設についてですが、教

育委員会といたしましても、建設の際に申し上げて

おりましたように、町民の健康づくり、触れ合いの

場として、初心者を含めたパークゴルフ愛好者の拡

大を図り、さらにパークゴルフ場の普及促進を図る

上からも、９ホールを増設して３６ホールとするこ

とについては大変望ましいと考えているところでご

ざいます。 

 しかしながら、現地積で既存ホールをそのまま利

用し、９ホールの増設を行いますと、当然、１コー

ス当たりの面積が狭くなり、現状、開放感のあるも

のが圧迫感を感じるコースになってしまうことが懸

念され、さらには安全性に新たな課題が生じると思

われます。大会を誘致できることによる経済効果も

大変魅力でありますが、現在利用されている町民の

皆さんが健康づくりなどのために安全で快適にプ

レーを楽しんでいただくには、現状のゆとりのある

コースを維持していくことがベターだと考えており

ますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） それでは、１項目めの再質

問をさせていただきます。 

 現在は平成１９年度に作成した頑張る地方応援プ

ログラムの定住・移住プロジェクトに沿って取り組

んでいるということであります。ただ、私はこれを

見たら、１９年度から２１年度までですよね。第５

次総合計画が２１年度から３０年度まで、２１年度

はちょっと重複しているのですけれども、定住・移
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住プロジェクトによりますと、年間の移住人員目標

は８０名になっているのですよね。総合計画では毎

年４０名、合わせて１０年間で４００名というふう

に判断しているのですけれども、こちらでやってい

るのと逆に、非常に８０名というのは苦しかったと

思うのですけれども、いずれにしても、１点目の御

質問で確認しました、２１年度はどれだけ移住・定

住されたのかという話では、全く目標は達成されて

はおらないと思いますが、平成１９年度に作成され

た頑張る地方応援プログラム、これでまず２１年度

はいかれたのか、人数です、８０名でいかれたの

か、第５次総合計画でいかれたのか、まずここから

お聞きしたいというふうに思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番今村議員の移住・定住

対策についての御質問にお答えさせていただきます

が、２１年度につきましての目標戸数をどのように

策定して取り進めてきたかということのお尋ねでご

ざいますが、１９年度からスタートいたしておりま

す応援プログラムにつきましての年間８０名という

のは、私の認識といたしましては、これは策定した

当時の目標というふうに掲げさせていただいており

まして、実際、定住の実数として念頭に置いて事業

を展開してきている数字としては、私は４０名とい

うような目標を掲げて２１年度は経過してきたとい

うふうに理解しております。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） 私も、非常に町は前向き

で、非常に積極的に数値を上げられているなという

ことは物すごくうれしいといいますか理解できま

す。 

 ただ、非常に厳しいというのは、たしか予算特別

委員会か何かで同僚議員が言われまして、それでな

くてもいいよというようなことも発言されたと思う

のですが、私もそう思っています。だから、現実に

立脚したことでいかなければいけないと思うのです

けれども、実際に４０名のところ４名しか２１年度

は来られなかったということなどを考えると、やは

り、根本的に変えていかなければいけないだろう

と。そして、これから戦略的なプロジェクトチーム

を立ち上げてやっていくのだということですよね。

戦術的よりももっとハイレベルのことであるという

ふうに思うのですけれども、そこで、私なりに町長

に確認しながら提案していきたいということなので

すけれども、まず確認したいのは、富良野沿線、美

瑛からずっと、上富、中富、富良野あたりで、観光

客だとか移住したいなと思っている人たちが、どこ

が一番景観がいいと思われていると町長はお思いで

すか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番今村議員の御質問にお

答えさせていただきますが、これはもう、言うまで

もなく、私は、この美瑛・富良野エリアにおきまし

て、上富良野町の景観がどこにも勝っているという

ことは自信を持って言えると思っております。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） どうもありがとうございま

す。本当に、当たり前のことを質問いたしまして。

私も全くそう思っておりますし、ここに移住してお

られる何家族かの、複数の人たちに聞いても、やは

り同じことを言われます。 

 話はまず戻りますけれども、町の定住プロジェク

ト、１９年から２１年度の計画によりますと、移住

を希望される方の多くは、市街地域よりも周辺の良

好な景観と田園環境に恵まれた場所を求める傾向に

あると、これをひとつ覚えておいてください。要は

定住・移住するのであれば、市街地ではなくて景観

とか田園風景がいいところに行きたいと、町もこう

やって分析して書いておりますよね。そういうこと

であります。 

 もう一つ、これは町長に対するお話になると思う

のですけれども、この上富良野町というのは、定

住・移住しようと思っている人にすごい優しいので

すよね。この理由はわかりますか。お願いします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番今村議員の御質問にお

答えいたしますが、景観のよさは、これは先ほど申

し上げましたが、自信を持っておりますし、景観に

魅力を感じて、上富良野に興味を持っていただいて

いるということは推察できますが、あと、ほかにま

さっている点が、もし私のわからないところであれ

ば、ぜひ御教示いただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） 急な御質問でまことに戸惑

われたと思いますけれども、これも私だけの考え方

ではなくて、いろいろな、実際に定住・移住されて

いる人たちの話も聞いたところを合わせますと、非

常にやっぱり上富良野町というのは、町長がもう、

どこの場所でも言われているように、３本柱、４本

柱の中に自衛隊の町であると言われていますよね。

いわゆる自衛官の多くは、はっきり言ってよそから

来ている人間です。その人間と長い年月接している

町民の方々は、よその人に対して非常に優しい。そ

こが非常に魅力的だそうです。隣の町は冷たいそう

です。移住・定住しようと思っても、非常に冷た

い。なぜ上富良野町は優しいのか。そこに原因があ

るのではなかろうかということであります。これも

一つ覚えておいていただきたいなと思います。 
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 それで、本当に私が提案したいなと思うのは、質

問の最初にも書いていたのですけれども、定住・移

住の促進のかぎの一つは景観であるというようなこ

とを申しましたが、やっぱり移住されている人の家

に行って、実際に風光明媚な十勝岳連峰を見ました

が、非常に景観がいいですね。だから、土地の再利

用というのですか、市街地区域を広げたらいけない

というのも総合計画に書いてありますよね。それと

逆行する話でもあるのですけれども、やはり、町に

は景観のいい小高い丘等がいっぱいあります。ただ

し、そこは大体農地なのです。農業委員会等の承諾

というか、お話を農業委員会としながら許可をもら

う、あるいは農地を宅地に転用するのであれば２年

ほどかかりますよね。そういった長い目でも見なけ

ればいけないのですけれども、あるいは休耕地が非

常にあると思うのです。だから、そういったところ

の利用というか、景観の非常にいいところを宅地造

成してホームページで紹介すると、これはすごい来

ると思うのです、非常に。 

 上富に来る人たちは、上富の町の商店街の空き

地、家だとかそういったところに入るという気持ち

は余りないと思います。非常にそして積極的な人た

ちが多いです。定年が終わってから来ますよね。そ

ういった人たちの人材的能力という活用の面から

も、非常に、農地の宅地転用というのですか、総合

計画に若干逆行しているところがあるのですけれど

も、町長が言われました戦略的なプロジェクトチー

ムを立ち上げると、そこに私は希望を見出しまし

て、戦略的な観点から見るのであれば、当然、見直

していただければ、それも考えていただけるかな

と。これを考えていただきたいというふうに思うの

ですが、いかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番今村議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 多くのところで今村議員と考えを共有できる部分

はございます。ただ、現在、御案内のように、移

住・定住につきましては、ホームページ等をごらん

になったら、もう既に御案内でしょうが、全国が人

口減少に伴って地域が疲弊するということを防ごう

ということで、競って移住・定住策を打っておりま

す。そういう中で、私は、ただ上富良野は景観がい

いからいらしてくださいという、そういうことでは

もう、及ぶものではないというふうに考えておりま

す。 

 そこで、私は戦略的と申しましたが、上富良野に

移住・定住を呼びかける中で、どういう人、どうい

う階層をターゲットにするかと。例えば第一線を退

かれて、定年後の余暇を田舎でゆっくりのんびり暮

らしたいという人をターゲットにするのか、あるい

は都会に疲れ果てて田舎で仕事をしたいというよう

な、仕事もセットで来ること、そういう方をター

ゲットにするのか、あるいは、また別な目的を持っ

た方をターゲットにするだとか、そういったこと

を、すべてを満たすというような準備は、町として

は、今の財政状況を考えると、到底かなうものでは

ありません。 

 ですから、町としてはどういう移住目的を持って

来られる方に対応できるかということをよく調査し

たりしなければ、ただ、今、今村議員がおっしゃい

ましたような、そういう景観のよさと、町から

ちょっと離れた場所でという、農地を転用して云々

ということ、それは不可能ではないと思っておりま

す。ですから、そういうことも一つの方法としては

当然思い浮かんできますが、そういったことを充分

整理して、上富良野の移住・定住についてはこうい

う方を町としてはお迎えいたしますというように、

戦略的にこれから練っていかないと、ただ大ぶろし

きを広げて、さあ、皆さん、景観がすばらしいので

おいでいただきたいだけでは、これは組み立ってい

かないのではないかなということで、今、今村議員

がおっしゃいましたようなことも、これからぜひア

イデアとしてお寄せいただければありがたいと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） 私も、もちろん景観だけを

推し進めるということではありません。それがキー

ポイントの一つであろうということであります。 

 非常に、定年退職者の移住される人を予測して、

実際に移住されますと、経済的な効果も、家を建て

るのであれば、土地と家で３,０００万円ぐらいし

ますよね。それで、二、三十年そこで当然生きられ

るはずですから、考えたらまた五、六千万円落とし

てくれますよね。合わせたらすごいと思うのですよ

ね。当然、家を建てるということは、建築業界に

とっても非常にいい話ですね。だから、そうなって

くるとやはり、先ほど景観のいいところというのも

ひとつ非常に、上富良野町を売り出すポイントの一

つではなかろうかというふうに思っております。 

 町長はそうやって考えていくのも一つであるとい

うことでありますけれども、ぜひ、このプロジェク

トの中でこの考え方も取り込んで、考察していただ

きたいと思うのですが、どうでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番今村議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 今村議員が先ほどお話ししておりましたような、
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そういう工夫も、これは大いに検討する価値のある

考え方でございます。まず景観を生かすということ

は、これは大前提でございますし、そして、例えば

今村議員がお話のような、一定程度、仕事に区切り

をつけた方々をターゲットにするということであれ

ば、やはり少し人込みから離れて、のんびりと暮ら

したいと。ましてやそれに多少なりの畑等もあれ

ば、もうこれはなお言うことなしということでござ

いましょうが、当然、町といたしまして、そういう

方をお迎えすることに対しまして、インフラ整備も

整えなければならないというような、また一方では

そういうハードルもございますので、ぜひ、これか

ら、本当に実になる移住・定住対策を、戦略的にプ

ロジェクトチームにおいて構築してまいりたいと思

いますので、ぜひお知恵をかしていただきたいと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） わかりました。 

 では、質問を変えます。 

 ２項目めの現地積でのパークゴルフ場コースの増

設をと。 

 狭くなって、ゆとりあることができないのは安全

管理上という話を教育長はされました。もっともだ

ろうなという観点もするのですけれども、私が議員

になってからでも、去年の３月の定例会、おととし

の３月の定例会、同僚議員が２回、パークゴルフ場

の増設を質問されていますよね。そのときの答弁

は、真剣に考えて、第５次総合計画に反映するよう

に頑張りたいとか、あるいは用地を拡大収得するの

は、やっぱり予算上は非常に困難であるとか、たし

かそういうような答弁だったですね。あるいは、そ

ういった１４年度の議会での議決のいきさつ等もあ

るということも言われていますよね。 

 いろいろあるのですけれども、そして今回は、で

は、用地を拡大しないで現地積でやったらどうかと

いうと、今度は安全管理の話が出てきたわけ。実際

に、ではパークゴルフ場を増設する気は全くないの

か、話を聞く耳がないのか、そこをまずお聞きした

いと思います。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ６番今村議員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 今回の御質問の内容は、現地積の中でということ

でお答えをさせていただきました。我々も、この図

面を見ながら、どのような形がいいのかというとこ

ろもきちんと把握しながら、今の状況の中で、やは

り対応していかなければならないというふうに思っ

ているところでございます。 

 前提に申し上げましたように、終始我々も、９

ホールあれば、町民の皆さん方の健康増進について

は広くできるのかなというふうに判断をしてござい

ます。その中で、やはり町内の、町民の方は若干ふ

えてきている利用者数になってございます。全体か

ら含めますと、今、２１年度で３万人という形で、

人数的には減ってきている状況でございます。 

 そういう状況の中で、今の状況の中で４コースと

ることは、面積的には可能ですけれども、現在、３

コースでその形が設置されてございますので、そう

いう状況の中で、先ほど御答弁させていただきまし

たように、やはり、これからその中でつくっていく

ことになると、管理上はやっぱり難しい部分がある

のかなというふうに、今、この地積の中ではちょっ

と難しい。 

 それと、御質問のとおり、管理用道路もつぶして

という形では、面積的にはとれるかもしれませんけ

れども、これから管理していく部分については、そ

れをつぶすことよりもなかなか難しい状況でござい

ます。 

 前段戻りますけれども、やはり、ここのゴルフ場

は、今、３コースになってございますけれども、あ

る程度ゆとりのあるコースのレイアウトという形で

造成されてございますので、そういう意味からも、

やっぱり健康づくりから考えていきますと、やはり

開放感があったり、安全性があったりということ

で、うちのパークゴルフ場につきましては、バリア

フリー化していますので、障がい者の方でも、お年

寄りの方でもスムーズにプレーができるという一つ

の特徴もございますので、そういう状況の中から、

今後、このコースの中で利用していただきたいとい

うところが、我々が今思っているところでございま

す。 

 最終的にふやす考え方はあるのかないのかという

ところで、今お話しさせていただきましたように、

この利用人口がどんどん推移的にふえていく傾向で

あれば、我々としても町長部局にお願いしながら

やっぱり対応していかなければならないというふう

に、今現在の中で考えている状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） 使用人口がふえていくとい

うのは、目減りしていく可能性がありますよ、今の

ままでは。だから４コースにして使用人数の増大を

図るという発想があるのではないですか。現状のま

までいったら、よそのところにとられますよ。そし

て、大きな大会はもう上富で開けないのですから。

４コース３６ホールのところに行ってしまうわけで

すよね。 
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 経済効果も大変魅力的であるのですよ。なぜ総合

的に、パークゴルフ場だけではなくてやっぱり、考

えないのですか。考えなければいけないですよ。経

済的な魅力があると言っておきながら、だけれども

安全管理上問題があると、狭くなると、そう言われ

ますけれども、ここに有識者と書いてありますけれ

ども、まさしく多くの人たちの声があるわけです

よ。よそに行ったら、もっと狭いところなんかいっ

ぱいあると。残っているところでもう１コースは絶

対つくれるのだと。安全管理上もそんなに問題はな

い。つくるときに安全管理上があれば、そのときだ

けそこにネットを張ればいいではないですか。そし

てつくってしまえばいいではないですか、３コース

はそのままできるようにして。 

 いろいろ手があると思うのです。これ以上の手は

ないですよ、もう。面積を縮小したら、本当はコー

スが減るのだから。同じ面積で、用地取得のお金も

かからない。かかるのは、砂利がありますから、砂

利のところにちょっと土を入れるとか、芝も、予備

の芝もあるではないですか。グリーンも練習用グ

リーンとかいろいろあるではないですか。そんなに

かからない。もう、これ以上の手はない。やはり、

時代の要望にこたえなければいけないと思うので

す。 

 １４年のときは、それは議会がどういういきさつ

なのかはっきりは知りませんけれども、否決したと

思いますよ。しかし、それから１５年、１９年と２

回選挙がありまして、過半数の人が、そのときにい

ない人が占めているではないですか。賛成した人

も、先輩の議員も複数おられますよね。そういった

現状であります。 

 日の出公園の臨時駐車場の件は、町長が現状に変

化がないから同じ条例は出さないというようなこと

を言われましたけれども、パークゴルフ場の現状に

ついては完全に変わっているではないですか。だか

ら、余りいこじにならないで、初心に戻って、ぜひ

検討してもらいたいと思います。それが一つ。 

 それと、現場は見ましたか。パークゴルフ場を３

コースから４コースにできるという人の意見を聞い

てやりましたか。図上プランだけでできないと言っ

ているのですか、どちらなのですか、はっきりして

ください。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ６番今村議員の御質問に

お答えいたします。 

 まず、最初のお話でございますけれども、今おっ

しゃる話もあるのでございますが、やはり、最終的

にやっぱり、管理上の話にはなってくるのだなとい

うふうに思います。それはネットを設置して、でき

ないことは、僕もないと思います。でも、それが本

当のパークゴルフ場のコースかといったら、ちょっ

と、そこは僕は違うのだなと。もう少しこれを大々

的に、この地積の中でやるのであれば、全体のやっ

ぱりレイアウトも考えながら入っていかないと、な

かなか、我々管理している側としてもやっぱり管理

上問題が最初に出てきますから、そこのところは

やっぱり、大変危惧するところだというところで御

理解を賜りたいと思います。 

 それと、現場の声のお話の中でも、我々も聞いた

中であえて、今、今村議員が言われたような形のお

話をされる方もいらっしゃいますし、現状のままで

もいいというお話をされる方のお話も聞いてござい

ますので、だからそのままでいいという話ではござ

いませんけれども、その中で、町内少しずつ若干は

人口的に伸びていっていますけれども、そういう状

況の中で踏まえて出てくるのであれば、またあえ

て、次の段階として考えていかなければならないと

いうふうに私は判断しているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） 一つ、現場を確認したのか

どうか。プランをつくって、計画して、まず現場に

行きますよね。そして、問題点を発見したら、また

帰って、直して、また見に行きますよね。それの繰

り返しだと思うのですけれども。現場はもちろん頭

に入っていると思います。では、その４コースにで

きるという人の意見をなぜ聞こうとしないのです

か。私は、そういうアドバイスを受けているから

知っているのです。なぜ私に、どこのどなたなのか

聞こうとしないのですか。なぜ現場を確認しようと

しないのですか。その答弁がまだないですね。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ６番今村議員の質問にお

答えさせていただきます。 

 できるというお話の方からの話は聞いてございま

す。あくまでもできるというだけの話で、その形が

どういう形だということのお話は、一応できるとい

うお話は聞かせていただいておりますけれども、た

だ、どういう形でというところのお話は、今言われ

たように、お互いに詰めるというようなお話はさせ

てもらっていませんけれども、できるというお話は

聞かせていただいております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） ちょっと時間が気になりな

がら質問するというのはあるのですけれどもね。 

 ぜひ、１週間以内でも、あしたでもいいですか

ら、現場を確認したいというのであれば、私も調整
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したいと思うのですよね。ぜひ、現場を確認して、

できると。 

 １コースは５００メートル以内というのはわかっ

ていますよね。あと、短いのははっきり決まってい

ないですよね。だから、できると。先ほども言いま

したけれども、よそにはもっと狭いところもいっぱ

いあるということです。予備も芝もあるし、そう

いったところを確認してほしいと思います。 

 事後、何時間後に現場に確認に行くという気があ

るかどうか教えてください。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ６番今村議員の御質問に

お答えいたします。 

 現場は、お互いに見に行くことは何も、私もやぶ

さかでございませんし、先ほど申し上げましたよう

に、あくまでも当初の、うちの、やっぱり日の出

パークゴルフ場につきましては、先ほど言いました

ように、ある程度、建設当時のゆとりあるような

コースづくりという形で一つコンセプトを持ってい

ますので、何回もお話ししていますけれども、そう

いう状況の中で、健康づくりも含めながら、やっぱ

り広い場所で、安全性を確保できるような形という

ことで初めはなってきてございますので、そのこと

だけ御了解を賜りたいというふうに思います。 

 現場を見ることについては、私はやぶさかではご

ざいません。一緒に回って、お互いに確認をしたい

というふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） 議長、町長に御質問してよ

ろしいですか。 

○議長（西村昭教君） この趣旨に関して。 

○６番（今村辰義君） はい、趣旨に関して。 

○議長（西村昭教君） １回だけ質問してくださ

い。 

○６番（今村辰義君） では、町長に御質問いたし

ます。 

 先般も町内のパークゴルフ大会があって、町長が

その場で、１５０名ほどおられたと思うのですけれ

ども、皆さんの下からの意見というか、ボトムアッ

プというのですか、意見があれば大いに考えたいの

だというような発言をされたそうでありますが、先

ほどから私の質問、教育長の答弁等をお聞きになっ

ていたと思われますが、私はこれ以上の案はないと

思うのですよね。用地の購入等、非常に予算が厳し

いから無理だという過去の答弁がありますよね。だ

から、そういう、用地も買わない。安全管理上も、

もっと、他のパークゴルフ場は狭いところが物すご

くあるらしいのですよ。３コースから４コースにし

たって、そんなに問題はないだろうと。１００％な

いとは、それは言い切れませんよ。 

 ネットを張ったらどうのこうのという話が、で

は、シーズンオフにすればいいではないですか。あ

るいは終わってから、明け方までの、薄暮、薄明の

時期を使ってやっていってもいいではないですか。

非常に、ボランティア的にやろうという人もいます

し、その人は、この近辺の主任指導員でもあるので

すよね。やっぱり４コースにしたいという声をよく

聞くと。あるいは、パークゴルフの関係の会長と

か、その人たちも言っているではないですか。町民

の声が非常に今は上がってきているわけですよ。そ

ういったことを踏まえて、町長、私の質問をどう思

われますか、御質問いたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番今村議員のパークゴル

フ場のコースの増設についての御質問にお答えさせ

ていただきますが、実は私も、日の出のパークゴル

フ場を設置する当時の議員の１人として議論に参加

させていただいておりました。その当時のことも胸

にまだございますが、私は、日の出パークゴルフ場

の設置目的が町民の健康増進を図るということは、

今後も変える必要もないと思っていますし、変える

つもりもございません。そういう中で、教育長の答

弁の中にもありましたように、今の皆さんが大変御

利用いただいているという一つのポイントの中に

は、伸び伸びとしたコースどりであると、しかもバ

リアフリーであるということが、一方では上富良野

のパークゴルフ場の魅力を保っている大きな要因に

なっているのではないかなというふうに理解もして

いるところでございます。 

 近年、方々にパークゴルフ場が設置されておりま

して、やはり、コースどりというものそのものが一

つの大きな、お客様に魅力を持っていただく要因に

もなっているということ、それも一つ御理解いただ

きたいと思います。 

 それと、大きな私の判断のもととさせていただ

き、これからもそうありたいなと思っておりますの

は、やはり、これから高齢化時代を迎えて、仕事を

リタイアされたりする方が、健康増進のため、ある

いは、そういうコミュニケーションを図るための

ツールとして、パークゴルフがさらに、町民の中か

ら愛好者がふえて、コースに非常に窮屈、困難を来

すというような、私にとってはうれしい、そういう

状況が生まれてきたときには、これはもう、ぜひ皆

さん方に増設の御提案をさせていただいて、そして

健康増進のための場所としての位置づけは、これは

これからもそうあっていきたいというふうに思って

おります。 
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 ただ、産業の、あるいは、商工とは申しませんが

観光も含めました活性化のための施設かと申します

と、それは、今の段階で、そういったことを主目的

に設置されているパークゴルフ場があるというふう

に聞いておりまして、そういうところとあえて競合

して誘客を図るというようなことは、今、町の状況

からいって、そういう環境にないということで御理

解いただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） もう、町長には質問できな

いですよね。 

○議長（西村昭教君） はい。基本的な考えを聞い

たので。 

○６番（今村辰義君） では、教育長に質問いたし

ます。 

 今、言われましたけれども、やはり、総合的な、

よそのパークゴルフ場で、観光だとかの誘致等の目

的もあわせたものは競合するし、余りないというよ

うなことを町長は言われましたけれども、私は、そ

れは副次的というか、いろいろな面からの効果が出

てくる中の一つで、黙ってもついてくる効果である

と思っているのですよね。だから、そういった意味

で、重複するかもしれませんけれども、経済的なも

の、あるいは観光客の当然、増加にもつながってく

ると思うのですよね、よそから来るのですから。つ

いでに日の出山を見ていこうとか、どこか温泉に

入っていこうとか、何かジュースの１本でも買おう

かなと。泊まっていこうかな、などといろいろある

ではないですか。 

 そういったところを含めて、もう一度考えた上で

答弁してほしいのですが、私が言いたいのは、用地

を取得するお金はそんなにかからないですよ。入れ

る砂だとか、打つところの物だけ準備する。安全管

理上、狭くなるというのは、それはよそにもいっぱ

いあると言いましたよね。そういったところを考え

てやればやはり、町のために、副次的な効果も考え

れば、ぜひ私はやっていくべきだというふうに思っ

ております。最後に教育長の、それは考える、やら

ない、そういったところの考えを明確にひとつお聞

きしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ６番今村議員の御質問で

ございます。 

 やる、やらないの話はまた別に置きましても、

今、奇跡的に、現実的にも、先ほども言いましたよ

うに、一部、練習グラウンドや何かの部分につい

て、広く置いてあるようなところがございます。そ

こがほんの一部であって、あと、先ほどの管理道路

ですとか、あと、中に入っていっての、狭い中でも

やれるのではないかという話もあるのでしょうけれ

ども、今のレイアウト体制からいきますと、なかな

かやっぱり、もう１コース入っていくというのは、

これから現地、また見ていただくようなことにもな

ると思いますし、一緒にまた回ることになると思い

ますけれども、なかなかやはり難しい部分が、正直

言ってあるのかなというところは、今の段階ではご

ざいますので、先ほど言いましたように、これを全

部、レイアウトを１回仕切り直ししながらもう１

コースつくれというのであれば、当初言ったように

４コースというのは一つの考え方としてもあったの

でしょうけれども、そうなるとなかなか、今後の対

応としては難しい部分もあるのかなというふうに

思ってございます。 

 先ほど言いましたように、この地積の中では難

しゅうございますけれども、先ほど町長もお話しし

たように、これからやっぱり、町民の方々の一つの

健康づくりという中で、どんどん、やっぱり利用者

の人たちの方が多くなってくれば、また１コースと

いう形になってくるかと思いますけれども、そうい

う状況の中で今後の対応としても進めていかなけれ

ばならないなというふうに思うところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 以上で、６番今村辰義君の

一般質問を終了いたします。 

 昼食休憩といたします。 

 午後からの再開は、１時からといたします。 

 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午後 ０時０９分 休憩 

午後 ０時５９分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） それでは、午前中に引き続

き、会議を再開いたします。 

 午前中の一般質問に引き続き、１番岡本康裕君の

発言を許します。 

○１番（岡本康裕君） 私は、さきに通告しました

３点について、町長に質問いたします。 

 １点目、マイマイガ対策について。 

 昨年に異常発生したマイマイガの卵がふ化し、こ

としも幼虫となって、建築物の壁を初め広い範囲を

覆い尽くす事態になっていた。 

 平成２１年の第３回定例会において、マイマイガ

対策についての一般質問があった中で、町長は、自

衛策に関して有効な情報があるときは積極的に情報

提供していく旨の回答があった。また、町長と住民

会長との懇談会においても、マイマイガ対策として

街路灯の交換の話が出たが、町として街路灯整備は
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行わないとのこと。 

 今年度は、町民に対して防災無線による注意を促

す放送があったが、今後、より具体的な情報の提

供、幼虫の駆除等、積極的な方策をとるべきだと考

えるが、町長の考えをお伺いします。 

 ２点目、これからの上富良野観光振興について。 

 我が町上富良野は、秀峰十勝岳を東にいただき、

町花ラベンダーが咲き乱れ、食においては豚サガリ

を初めとする新鮮な農畜産物があり、我が町を観光

する人々を魅了している。 

 近年においては、東アジアを中心とする観光客が

増加の傾向にある。特に中国において、７月には個

人ビザが大量に発給され、中でも人気の高い北海道

富良野地域の入り込みが見込まれている。 

 我が町のこれからの観光において、中長期の観光

ビジョンを明確にし、我が町を訪れる人々におもて

なしの心を持って接することができるようなことが

必要と考えるが、町長の観光に対する考えをお伺い

いたしたいと思います。 

 ３点目、次代を担う若者の連携について。 

 我が町には、農業・商工業後継者、役場職員、自

衛官など多くの青年が在住しています。また、職域

における青年活動も活発に行われています。 

 しかし、それぞれの活動は盛んでも、横の連携が

希薄であるように感じられます。町を元気にするた

めには、上富良野に住まう青年たちがこれからの上

富良野を語り合う場が必要と考えるが、町長の見解

を伺いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番岡本議員の１項目めの

マイマイガ対策に関する御質問からお答えさせてい

ただきます。 

 一昨年の夏頃から大発生いたしましたマイマイガ

は、ことしも町内各所において幼虫が大量に発生し

ております。町の対応といたしましては、５月の連

休以降、町民の皆様からマイマイガの問い合わせが

あり、これまでも防災無線を通じて駆除の周知を行

うとともに、東町公営住宅や日の出公園展望台、島

津公園駐車場、トイレ、駅前駐輪場、児童館、保育

所等の公共施設での駆除を実施したところでありま

す。 

 今後、町内広範囲での発生が予想され、引き続き

各家庭や事業所での取り組みも不可欠と思われます

ので、さらに防災無線と広報６月号でマイマイガに

ついての情報提供と駆除の周知をいたしたところで

あます。 

 これからも、各家庭や事業所においては、幼虫や

卵の駆除などにより自己防衛に取り組んでいただく

ことを基本として、そのための有効な情報は積極的

に提供してまいりたいと考えておりますので、御理

解を賜りたいと存じます。 

 なお、マイマイガ対策としての街路灯の電球交換

につきましては、昆虫に対する誘引性の低いナトリ

ウム灯への交換も考えられますが、他の水銀灯の街

路灯に移動するだけと考えられ、問題の根本的な解

決には結びつかないことから、町といたしまして

は、街路灯電球の交換について助成等を行うことは

予定しておりません。 

 次に、２項目めの観光振興についての御質問にお

答えいたします。 

 委員御発言のとおり、上富良野町には十勝岳を初

めとする恵まれた自然景観や、豚肉を初め新鮮で安

心できる農畜産物が豊富にあり、他の地域にはない

魅力的な観光資源を有していると認識しているとこ

ろであります。 

 私も議員と同様、おもてなしの心を持って訪れた

方々に接することが大切との考えは同じでありま

す。それが観光を通じて町の活性化につながるもの

であり、あわせて中長期的な観光ビジョンを示して

いくことは重要であることから、今後、行政や観光

事業者を含め多くの関係者から多様な御意見をいた

だきながら協議を重ね、ビジョンを描くとともに、

富良野、美瑛を中心とした広域圏とも密接に連携を

図り、安定した観光振興を目指していきたいと考え

ておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、３項目めの次代を担う若者の連携について

の御質問にお答えいたします。 

 議員御発言にあるように、当町における農協、商

工会、役場と職域における青年活動は、それぞれの

団体において活発に行われていると思われます。ま

た、業種や職域を超えて活動をしているリフレッ

シュマイタウンかみふらのや、あるいは北の大文字

等のイベント活動を通じての交流もなされておりま

す。 

 今後は、さらに青年や女性の交流の輪を広げ、ま

ちづくりに参加していただくことは大変大きな力に

なると思われ、町といたしましては、それらの交流

が進むためのきっかけづくりや支援をしてまいりた

いと考えておりますので、議員にもお力添えをいた

だければ幸いに存じます。 

○議長（西村昭教君） １番岡本康裕君。 

○１番（岡本康裕君） マイマイガ対策についてで

ありますが、広報でタイミングを同じくして、６月

の１０日号ということで、マイマイガ、最終ペー

ジ、後ろ、１５ページです、町民に対しての周知、

取り扱いの注意ということで載っておりますが、

ホームページでも町報、丸く写っているところでは
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ありますが、帯広市、池田、音更といったところで

は一つ進んだ情報を発信しておりまして、卵のとり

方とかの工夫、例えばペットボトルの５００の底を

切って、そこではぐようにとると手も汚れないよ、

しかもお金がかからないよといったような、ちょっ

とした工夫、そういったところを掲載している自治

体もあるようでございます。 

 我が町も、そういったところとリンクしたり、例

えば林業試験場等も、マイマイガに対して詳しい情

報が載っておりますので、そういったところを今

後、ホームページに掲載するような考えはないかど

うか、お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番岡本議員のマイマイガ

対策についての御質問にお答えさせていただきま

す。 

 議員ただいま御発言いただきましたような有効な

情報の収集、あるいは提供、これは今後もぜひ積極

的に取り組ませていただきたいと思います。また、

そういうような個々具体的に、有益な情報等があり

ましたら、また担当のほうへもぜひお寄せいただけ

れば、早速活用させていただきたいと思いますの

で、ぜひ御協力も賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １番岡本康裕君。 

○１番（岡本康裕君） 一歩進んだ対策として、お

隣の美瑛町は、カメムシの被害が今あるそうです。

そして、カメムシ対策としまして、薬剤を散布する

噴霧器等を町が所有し、町民に貸し出すといったよ

うな行政サービスを行っているということがありま

す。中に入れる噴霧する殺虫剤は、これは自己負担

ということで、そこは個人持ちというか、住民の方

が持つということだそうです。 

 同じ美瑛町ですけれども、マイマイガ対策とし

て、町に駆除の要請があった場合は個別に対応する

ということで、行政サービスが行われているそうで

す。 

 今、１センチぐらいまでの幼虫は市販の殺虫剤で

対応できるという情報でありますが、美瑛町に関し

ましては、もう大きくなって木にぶら下がっている

ような、いわゆる毛虫ですね。毛虫を駆除すると

いったようなことで、回覧で回っているということ

で、日にちは１４日です、月曜日から２日間程度と

いうことで、集中して駆除という行政サービスを

行っているようですが、我が町、上富良野として

も、そういった対策は今後考えておられるのかどう

か、お伺いします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番岡本議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 お隣の町での対応等については、私も承知はして

おりませんが、現在、防除機等を町が用意いたしま

して、それを使っていただいてというようなこと

は、現在そういう考えは持ち合わせておりません

が、カメムシ等の発生がどの程度、当町においてあ

るのかということは私承知しておりませんが、マイ

マイガについて言えば、年周期の発生というような

習性があるということも聞いておりますので、近々

終息するのかなという期待感も持っておりまして、

現在のところ機械等を用意して町民の皆さん方に御

利用いただくというような、そこまでの対応は考え

ておりません。 

 ただ、先ほどの繰り返しになりますが、町民の皆

さんがみずから取り組むことによって軽減ができる

ようなことについては、積極的に情報も提供してま

いりたいと思っております。また、加えまして、公

共施設等においての、そういう、卵があったりとい

うような箇所があれば、それは積極的に駆除してま

いりたいというふうに考えております。 

○議長（西村昭教君） １番岡本康裕君。 

○１番（岡本康裕君） 先ほどの町長の答弁でいた

だいたのですが、街路灯の電球等の交換についての

助成は行わないという答弁をいただきましたが、い

かなる制度も使えないのかということで今お聞きし

たいと思いますが、例えば住民自治の部分の、住民

自治奨励事業の生活環境整備事業の中で、地域の安

全、防犯事業というところに、これは該当するので

はないのかなと思って、そういう制度を見せていた

だきましたが、そういったところでも対応しないと

いうお答えでよろしいかどうか、お伺いします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番岡本議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 現在、多分、自治会活動に対する助成制度を利用

できないかということかなというふうに思います

が、それは、どのように活用されるかはそれぞれの

地域で御判断いただくということでございまして、

ただ、マイマイガ対策のために街路灯の電球交換等

を行うというような、それが主目的ということにな

りますと、これは、すぐ、では御利用くださいとい

うことになるかどうかということは、判断をしなけ

ればならないというふうに考えております。 

○議長（西村昭教君） １番岡本康裕君。 

○１番（岡本康裕君） 富良野市の例なのですけれ

ども、住民会の要望で、マイマイガ対策として防犯

灯設置補助金４０万円ということが、今月、６月の

議会に計上されているそうなのですが、そういっ

た、今、町長が言われたお答えの中で、そういった
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ことは考えないということでよろしいかどうか。今

後、考えるあれもないのかどうかという。マイマイ

ガ、先ほども、生態としては何十年に１回、大量発

生ですぐ消えてしまうという、ちょっと、変な話、

不安定な発生状況だったり、常にあるという対応で

はないと思うので、ちょっと迷うところかと思いま

すが、そういう対策はなしということでよろしいか

どうかお伺いします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 岡本議員のマイマイガに対

します対応につきましてお答えさせていただきます

が、最初のお答えの中でも述べさせていただいてお

りますが、例えば、私が耳にしている情報といたし

ましては、お隣の中富良野町は、国道沿いの街灯を

誘引性の低いものに取りかえた経緯がございます

が、では、中富良野町の市街の密度がその分低下し

たかというと、現実にはそうはなっていないという

ことで、非常に地域の中の、逆にハンデを持つとこ

ろも生じたというようなことで、一概にそれが解決

策の、有効だというかどうかは疑問だというような

ことも実は伺っておりまして、町におきましても、

大変、町民の皆さん方には御苦労もおかけいたしま

すけれども、やはり、いっときの時間の経過も、防

除対策はとりながらも、ある程度時間の経過という

ものも見ていく必要があるのではないかなというふ

うに理解しておりまして、個々の街路灯の取りかえ

等については、現在、念頭に置いていないというこ

とで御理解いただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） １番岡本康裕君。 

○１番（岡本康裕君） ちょっとあれですけれど

も、観点を少し変えまして、今、国が取り組んでお

ります地球温暖化対策ということで、国や道がいろ

いろなメニュー、省エネだとか新エネということ

で、そういった国や道のメニューを使って、街灯の

省エネ化という切り口からやっていくという方法、

それが結果としてマイマイガ対策にもなるという、

結果論ですが、そういった見方はできないかどうか

お伺いします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番岡本議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 ただいま御質問ありました省エネ化という観点か

ら、これはもう全く次元が、私は別だと考えており

ます。 

 今の菅内閣におきましても、既に報道発表もされ

ておりますけれども、環境関係等については、将来

の新産業として、非常に成長分野として期待すると

いうようなことで、重点施策に国もこれから掲げて

いくそうでございます。当然、町といたしまして

も、そういった新たな産業分野として、町の活性化

の要因になるというような観点から、そういう街路

灯整備だとか、それだけではなくて省エネにつなが

るようなさまざまな、それはこれからも積極的に、

多分、研究をしていく分野になるというふうに考え

ておりますので、その一環の中でそういう声が多く

なってくれば、これは当然、検討の課題になると思

います。 

○議長（西村昭教君） １番岡本康裕君。 

○１番（岡本康裕君） 今、水銀灯が立っている地

区の住民の方、非常に御苦労されて、マイマイガの

卵をとるところから、殺虫剤をかけてという。タイ

ミングとして、今、どこかへ行って、成長して、７

月、８月には帰ってくるのではないかという、これ

ははっきり、そういったことは言えない状況ではあ

りますけれども、そうなった場合、自助の限界、卵

をとる、毛虫の幼虫をやるというのは限界だと、水

銀灯の周りに住まう方々がそうおっしゃられて、で

きれば自己負担において水銀灯の球をかえたいとい

う、そこぐらいまで切実に思われている住民の方も

中にはいらっしゃるのです。そういった場合、自己

資金を投じて電球をかえるということに関しては、

これはいいという発想でよろしいかどうか、お伺い

したいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番岡本議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 個人で、自費をもって、自己防衛のために電球を

取りかえるというようなことにつきましては、ルー

ル上、それが認められることなのかということは、

今現在、私は判断する材料を持ち合わせておりませ

んが、ルール上、それはオーケーだということであ

れば、それは許されるものかなというふうに考えて

おります。 

○議長（西村昭教君） １番岡本康裕君。 

○１番（岡本康裕君） そうなった場合、そのまま

でいいという住民の方、それから、自費を投じてで

も電球をかえて、色を、はっきり言ってしまえば白

色からオレンジ色にということでなってしまうので

すけれども、そうなると、景観として、オレンジと

か白とかという、景観がばらばらになってしまうと

いうような、違う問題が起こってきますが、その辺

は町長、どうお考えでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） そういうものは景観上は、

褒められた姿ではないなというふうには思います。 

○議長（西村昭教君） １番岡本康裕君。 

○１番（岡本康裕君） 褒められたものではないけ

れども、かえることに関してはやぶさかではないと
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いう回答でよろしいかどうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 岡本議員の御質問にお答え

いたしますが、ルール上、それがよしとするという

ことであれば、それを町として制御する方法がない

とすれば、それはもう、いたし方ないことでござい

ます。ただ、少し大局的な面から見て、協働のまち

づくりをこれからしようというときに、そういうよ

うな地域づくりが、その地域で了とするのであれ

ば、それもやはり一つの考え方なのかなというふう

には思います。 

○議長（西村昭教君） １番岡本康裕君。 

○１番（岡本康裕君） 行政としましては、情報を

最大限提供していただいて、町民がみずから、自助

という部分、または共助という部分で、マイマイガ

対策に関してはやっていけるような情報提供はして

いただきたいと、そのように思っております。 

 続きまして、観光振興についてお伺いします。 

 町長が観光振興するということで、平成２１年の

１１月８日から１３日の期間、上海、北京、韓国プ

ロモーションのトップセールスということで、町長

は富良野・美瑛観光推進協議会の訪問団代表という

立場で、５泊６日間、中国のほうにトップセールス

をされたわけですが、町長の言った手応えといいま

すか、海外における北海道なり美瑛、富良野、我が

町上富良野という手応えに関して、ひとつお聞かせ

いただきたいと、そのように思っています。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番岡本議員の観光の分野

に対します御質問にお答えさせていただきます。 

 昨年１１月、富良野・美瑛の観光エリアで、上

海、北京のほうにトップセールスをさせていただき

ました。御案内のように、中国の今の経済成長は、

まさに目を見張るものがあるということをまず実感

いたしました。ただ、それはごく、中国の中でも沿

岸部に接する一地域というようなことで、一例を申

し上げますと、上海の駅に１人で出かけないでくれ

というふうな注意を受けたにもかかわらず、私、実

は行ってまいりました。非常に、身に危険を感じる

ような、背中に大きな荷物をしょって、職を求めて

地方から出てきている人で本当にあふれかえるぐら

いおりました。 

 ですから、本当に中国と観光を通じて結びつきを

深めていくということは、これは上辺だけではでき

ないなということをまず実感に思ったことと、富裕

層につきましては、我々の想像をはるかに超える富

裕層がいると。しかも沿岸部だけで約１億人ぐらい

いるというふうに伺っております。そういう中でや

はり、北海道に対するあこがれと申しましょうか、

非常に大きいということも方々で感じました。 

 それで、私ども接させていただいたのは富裕層の

方々が主体でございますが、まず、北海道というイ

メージが、富良野・美瑛という認識は本当にわずか

でございます。北海道というイメージです、ほとん

どの方が。そして、千歳空港のそばだろうというよ

うなことで、旭川空港というのは全然、認知度はあ

りません。そういう中で、富良野・美瑛エリアに、

幾つか中国の富裕層の方々が求める観光像というの

は、まず、中国では少ない、景観は当然ですけれど

も、温泉があることが望ましいと。そして、個人ビ

ザは今は出づらいですから、観光ビザで、大勢の団

体で見えるということが前提になりますので、大勢

宿泊できるところでなければならないと。それか

ら、お金を持っていますので、東京で買い物をする

ことがなければ、それがステータスだそうでござい

まして、この三つがうまく絡むような、そういうプ

レゼンテーションをしてほしい、企画をしてほしい

というようなお話を方々で聞きました。 

 そういうことで、御案内のように、西川市長が中

心になって、つい先日も中国のほうへ行ってまいり

まして、週２便かな、観光用の臨時便がこれから運

行されるというような計画が調印されたと聞いてお

ります。大変うれしいことだなと思っております

が、非常にそういうことで、３,０００万人とも４,

０００万人とも、海外旅行をしたいという層がいる

と聞いておりますけれども、なかなか、富良野・美

瑛へ足を向けてもらうということは、大変ハードル

が高いと。ましてや旭川空港等をやはり利用した

ルート設定でなければ、非常に美瑛・富良野という

のは、単発では難しいなということを実感してまい

りました。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １番岡本康裕君。 

○１番（岡本康裕君） そうですね、私も少し勉強

させていただいたのですが、まずは東京だと。東ア

ジアの方々が第１回目に来る日本は東京、大阪、京

都。２回目に来ると、少し地方に広がりを持たせ

て、北海道は３度、４度目ぐらいに、じゃあ、行っ

てみるかといったような、今のところ富裕層の方々

に対しては、そういったような認識、日本におけ

る、全体としてという認識とお聞きしております。 

 ちょっと事務的な話になってしまうのですけれど

も、トップセールスをやられて、報告書があると思

いますが、関係各団体等に報告書が回っていますか

どうか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田 満君） １番岡本議員の御

質問にお答えさせていただきます。 
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 町長からの報告書等につきましては、当然、富良

野・美瑛の圏域の中での今回の行動だったというふ

うに理解してございますが、当然、広域のほうへの

報告ももちろん入っています。それから、当然、そ

のメンバーとしては町の観光協会等も入っています

ので、観光協会のほうにも、そういう部分では伝

わっているというふうに我々は理解しております。 

○議長（西村昭教君） １番岡本康裕君。 

○１番（岡本康裕君） まちづくりの重要なポイン

トだと思いますので、情報共有というところを、今

後ともいろいろ、情報が入ったり出たりすると思い

ますが、やっていただきたいと思います。 

 トップセールスについては、今年度は予定はある

のかどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番岡本議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 ２２年度については、予定はございません。 

 それから、情報提供の部分については、富良野の

経済部の部長が、我々の、それぞれの感じたものを

ペーパーにしてくれておりまして、非常に、今申し

上げたようなことを、要点をうまく表現した報告書

ができておりますので、ぜひ、提供いたしますの

で、ごらんいただければなと。 

○議長（西村昭教君） １番岡本康裕君。 

○１番（岡本康裕君） 現時点でいろいろ、トップ

セールスもされて、今までの、国内の観光というこ

とでも御尽力されておりますが、現時点において、

今、見てきた海外、特に東アジア等、これからの国

内、今まで継続している国内の観光というところ

を、町長はどれぐらいの比重、五五なのか、六四な

のか、海外とか、国内とかというのを、もしあれば

お伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番岡本議員の御質問にお

答えいたします。 

 率直な私の気持ちといたしましてはやはり、６０

％も７０％も、やはり国内の観光客を美瑛・富良野

エリアにお招きしたいというのが私の胸の内でござ

います。 

 海外につきましては、特に東アジア、中国が中心

になりますが、については、まだそういう、私ども

のほうの受け入れる環境整備がまだ充分整っていな

いなというふうに考えておりまして、今回、西川市

長等が中心になっていただいた、旭川空港へ臨時便

を飛ばしていただけるという、これは、実は昨日も

西川市長と一緒でしたが、ぜひこれは、何とかこの

芽は伸ばしたいなというふうに考えているところで

ございまして、国のほうでもビザの発給基準を下げ

まして、少し所得水準を下げた形でなっております

ので、少しはこちらのほうに足を向けてくれる人が

ふえるのかなというふうに考えております。 

 それと、非常に、今回、旭川空港がそういうこと

で、ルートに乗れるというようなことであれなので

すが、私どもとしましては、この富良野・美瑛エリ

アとしては、千歳空港を、これがやっぱり北海道の

ハブですから、そういうことで強く国交省のほうへ

もお願いもした経過がございますが、やはり防衛省

が、航空自衛隊が管制しているということで、これ

また高いハードルがございまして、そういって行き

詰まっていたところ、西川市長がそういうルートを

開いてくれたということで、これから改めていろい

ろ要望もあろうかと思いますので、極力こたえるよ

うに努力してまいりたいと思います。 

○議長（西村昭教君） １番岡本康裕君。 

○１番（岡本康裕君） 町長も御努力されて、いろ

いろ考えられていると思います。 

 一町民という立場から見ていますと、商工会に観

光協会も入っていますし、少し出入りするのです

が、観光に関する事務の部門と情報の部分が、漏れ

伝わるところによると、なかなかうまく、タイムラ

グが出てきたりして、お互い、観光班も観光協会も

御苦労なされているという、客観的な目で見せてい

ただいて、そのようなところがあるのですけれど

も、今後、情報等を事務の一元化として、観光班を

観光協会に出向させるとか、出向いて一緒に事務を

するとか、情報を一元管理するといったような、そ

ういった大胆なお考えはないかどうか、お伺いした

いと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 岡本議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 むしろ私が、今、御質問のありましたような件に

つきましては、ぜひ町のほうから御提案させていた

だきたいというような心境でいるのが私の疑わざる

気持ちでございます。 

 先ほど、どなたかの御質問でもお答えしたと思い

ますが、町は、あらゆる分野で、戦略として、もう

これからは、とにかく自治体間の競争ですから、や

はりしっかりとした戦略がなければうまく機能しな

いと。そのためには、今、議員がお話のように、組

織のあり方も、やはり規定の、現在の組織でいいの

かということをしっかりと検証して、もし、私は個

人的に、それぞれの組織の、例えば、表現が適切で

はないかもしれませんが、プライドだとか、独立心

だとか、そういう時代ではないと。もう本当に町が

一つとなって取り組む姿勢、戦略として、そういう

姿に私も持っていきたいと考えておりますので、ま
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たそのときはいろいろ御指導賜ればというふうに思

います。 

○議長（西村昭教君） １番岡本康裕君。 

○１番（岡本康裕君） 町長の口から戦略という言

葉が出て、非常に今、心強く感じております。 

 先ほど、１回目の答弁でいただきました観光ビ

ジョンを今後、たくさんの方と協議してつくってい

きたいということで、私、観光ビジョンということ

は、よって立つべき基本構想みたいな、そういった

イメージがあるのです。いろいろ外的要因、為替の

変動でありますとか疫病ですとかということも含め

ますと、幅は少し持っておいて、しかし、一本通っ

た、上富良野の観光としての柱は、これはぜひ押さ

えておくべきだと。ぶれは少しあっても、基本的に

はこういくといったようなことを、観光ビジョンと

いうことは、僕はそう思っているのですね。その辺

のところ、町長の観光ビジョンをつくるといった気

持ちといいますか、私は基本構想と思っているので

すけれども、町長はどう思われていますか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番岡本議員の御質問にお

答えいたします。 

 観光ビジョンについての考え方でお答えさせてい

ただきたいと思いますが、まず、上富良野の持ち得

る観光資源と、それを生かした、観光を事業として

どういうふうに展開していくかと、そして、それを

さらに町の活性化にどう結びつけていくかというこ

とは、非常に、先ほど申し上げましたが、戦略的に

考えていかなければならない。 

 私は、この十勝岳連峰を基本とした、四季彩のま

ちと、文字どおり四季を１００％生かした、そうい

う観光、反対といたしまして、私が選択肢の中に入

れていない部分としては、例えばかつてのような

テーマパークを設けたりとか、そういうようなこと

で誘客をするという考えは、私の発想の中には持ち

合わせていない。むしろ自然をそのままに生かした

中で、これからまさに国が目指そうとしている健康

志向の、それを正面に打ち出した、そういう観光。

とにかく、食べ物と、景観と、そして四季がはっき

りしている。これはもう、コストをかけなくても、

四季もはっきりしていますし、景観も変わりません

ので、それを逆手に生かして、それを売りに、そう

いう中で、ほかの地域との差別化をどうやって図っ

ていくかと。 

 観光のプロでありませんので、具体的にどういう

案かということは今申し上げるものは持っておりま

せんけれども、これから、先ほどお話しいたしまし

た観光協会だとか商工業者だとか、そういった専門

の知識を持っておられる方々の知恵をかりて、町と

してのビジョンを策定していきたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １番岡本康裕君。 

○１番（岡本康裕君） 私も常々いろいろ思って、

自然を売りにというところと、動かしがたい山や景

観というのも、これはもう絶対活用すべきだし、逆

に言えば、それを見に来られている観光客の方も多

いのではないかと。 

 あと、沿線での取り組みだとか全体的な部分で、

スポーツをメインにした、例えばヘルシーマラソン

ですとか、ゴルフ場跡地を利用したクロスカント

リーだとかという、そういったことも取り組んだら

どうかななどと個人的には思っているわけです。そ

うすると、それが結果として滞在型にもなったり、

遠くから来られる方は泊まらなければできないとい

うスポーツだったりもしますので、そういったとこ

ろにも結びつけていったらどうかななどと個人的に

は思っております。 

 それで、町長の答弁があった観光ビジョンという

のは、おおむねどれぐらいの期間で協議してつくろ

うと思っているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 岡本議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 これは、例えば１年間で完成品、あるいは２年を

かけて完成品と、そういうような具体的な期間設定

は、私は今のところ持っておりませんが、いずれに

いたしましても時間がかかっていいことになりませ

んので、できることであれば、まず大くくりなレイ

アウトを先につくるとかフレームをつくる、それか

ら中身をつけて、枝葉をつけていくというような、

そういう段階もありましょうし、それはもうこれか

ら、町の中で、早速、個々具体的に計画するように

ということで指示もしてありますので、これから皆

さん方にお示しできるようなものができていくと思

いますので、いつまでにということはちょっと今、

御返答申し上げかねます。 

○議長（西村昭教君） １番岡本康裕君。 

○１番（岡本康裕君） 時間をかければいいという

ものでもないし、余り簡単につくってしまってもと

いうところもありますので、その辺のところは実効

性のある、より具体的で内容の濃いものをと考えて

おります。 

 その観光ビジョンなのですが、時期はちょっと、

今はわからないということなのですけれども、第５

次総合計画の７９ページのような観光計画というく

くりがあります。ちょっと読みませんけれども、そ

ういうものを策定しということが５総で書いてあり
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ますが、今、町長の答弁があった観光ビジョンと、

ここに載っている観光計画はイコールということで

よろしいか、いや、そうではないのだというのか、

どちらかだと思いますが、そこのところをお伺いし

たいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 岡本議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 観光計画につきましては、町の行政運営の中で観

光行政というものをどういうふうに位置づけていく

かというように押さえているというふうに理解して

おります。今、議員が言われておりますビジョンに

つきましては、それは、もう少しかみ砕いて、実効

性をメーンとした、戦略も伴った、そういうものが

ビジョンかなというふうに私は理解しておりまし

て、これが全く別に機能するのでは、これはまたま

ずいので、それは一体的に機能させるようにはしま

すけれども、ビジョンというものは、もう少しフレ

キシブルな、戦略的なものをイメージしたものかな

というふうに理解しております。 

○議長（西村昭教君） １番岡本康裕君。 

○１番（岡本康裕君） では、イコールではないと

いう押さえでよろしいでしょうか。 

 それでは、次に、「次代を担う若者の連携につい

て」について御質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 きっかけづくり、支援をしていくと、先ほど町長

の答弁をいただきましたが、具体的に何か今構想が

あれば教えていただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番岡本議員の青少年の育

成についての御質問にお答えさせていただきます。 

 具体的には、こういう形というものは持ち合わせ

ておりませんが、イメージとしては、私は、いろい

ろな領域の若い人たちが、いろいろな機会で若い人

たち、あるいは女性の方々と接する機会がございま

すが、非常に純粋で前向きな、明るい考えを皆さん

お持ちだということを、町長に就任いたしましてか

ら何度もそういうことを肌で体験しております。ま

ちづくりにその人たちの力を生かさないということ

は、もう全く、これは不幸でございます。 

 ですから、そういう意味におきまして、どういう

きっかけがいいのか。例えば現在ある北の大文字だ

とか、そういうことをスタートラインにしてもいい

ですし、あるいは、みずからそれぞれの若い人たち

の、どなたか旗振りをしていただいてネットワーク

をつくって、いろいろなところに勉強に行きたい、

あるいはいろいろな経験もしてみたい、そういうよ

うなことに対して、もしネットワークをつくりたい

と言えば、そういうお手伝いもすることもいいで

しょうし、いろいろ、知識を高めること、見聞を広

めることにお力をかすのもいいでしょうし、とにか

く若い人にパワーをつけなければ、これからのまち

づくりはできないということから、私も大いにこれ

は力を入れていきたい領域だというふうに考えてお

ります。 

○議長（西村昭教君） １番岡本康裕君。 

○１番（岡本康裕君） 先ほど町長の答弁にもあり

ましたリフレッシュマイタウンや北の大文字に、私

は育てられた側の１人でございまして、一遍にいろ

いろな、上富の若者の方々、私は商売をやっていま

すから商工会に所属していましたが、農家の方とも

会えましたし、自衛官の方も手伝っていただいたと

いうことで、こういうきっかけというのはこういう

部分なのかなということもあります。 

 それで、余り深くかかわってしまうと、これは僕

の意見なのですけれども、深くどっぷりつかってし

まうと、事務局をやってくれだとか何だとかといっ

て、行政主導になってしまうのがちょっと懸念され

るので、その辺のバランスだとか工夫というのはこ

れ、必要ではないかなということを考えていますの

と、若者間のネットワークの、情報のやりとりだと

か、共有だとか、協働という、自治基本条例みたい

になってしまいますけれども、そういったところ

で、上富にいるともう、知らない若者はいないとい

うようなのが実は理想で、それで、けんかもしたほ

うがいいと、若いうちに。ぼこぼこにけんかをした

ほうが仲直りも早いのではないかといったことも考

えております。 

 少しでも仕掛けというのがちょっと必要なのかな

という、きっかけづくり、支援という部分です。い

ろいろ、今はワールドカップも開催されて、日本が

１対０でカメルーンにきのう勝ちました。ああいっ

たような、例えばパブリックビューイングを庁舎内

でやるとか、駐車場でやるとか、そういったような

きっかけで、だれもが一堂に、同じ方向を向いて頑

張れるみたいな、それがひいては町のため、もっと

言うと我々のためにもなる、住まう町民のためにも

なるのだというようなことを僕は考えております

が、何かきっかけなのですよね、本当に。今、町長

の答弁がありましたけれども、具体的なものはない

けれどもということで、僕は大文字やリフレッシュ

と言いましたが、町長の青年時代という、何か活動

にヒントがあるかもしれないと思うので、青年時代

はどういう活動をされていたかというところも

ちょっとだけ、アドバイスとかきっかけをつくりた

いので、お聞きしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 
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○町長（向山富夫君） １番岡本議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 私の青年時代はもう、ただただ飲んで歩いている

だけでございまして、そういう中からできた友達が

今日を支えてくれて、また指導していただいたとい

うことで、岡本議員も御質問の中にありましたけれ

ども、けんかもしました。やっぱりそれは財産に

なっていますね。ですから、行政がきっかけをつく

るというのは、これはナンセンスだと私は思ってい

ますので、やはり、１人というわけにはいきません

けれども、２人、３人の人が、どのようなきっかけ

でも、いろいろ体験、経験してみたいというような

ことがあれば、どしどし町のほうへも声を寄せてく

ださいと、そういうアプローチは町はできると思い

ますので、それと、先輩方がやっぱりそういうきっ

かけをつくってあげるというような機運はやっぱ

り、ぜひ積極的につくっていただきたいなと思いま

す。 

 とりわけ、我々が育った時代より今の青年たち

は、１人で楽しめるという、そういう条件ができて

おりますので、非常に交わりがなくても時間がうま

く使えると。我々のころはそういうものがなかった

ので、とにかく人と交わっていなければ楽しく過ご

せなかったということがあります。ですから、むし

ろそういう環境をつくってやることのほうが、そう

いうことも一つの方法かなというふうには考えてお

ります。 

○議長（西村昭教君） 以上で、１番岡本康裕君の

一般質問を終了いたします。 

 次に、５番米沢義英君の発言を許します。 

○５番（米沢義英君） 私は、さきに通告してあり

ました４点についてお伺いいたします。 

 一つ目は、介護施設の設置についてお伺いいたし

ます。 

 上富良野町には特別養護老人ホーム５０床、グ

ループホーム９床、老人保健施設２９床などが設置

されております。入所を希望しても、現在の介護施

設では充足できないという問題も見受けられ、町外

の介護施設に入所せざるを得ない状況になっている

というのも実情であります。 

 町では、在宅介護を基本に置いているために、介

護費用がふえるなどの理由から、町の介護保険計画

では近隣の広域の介護施設を活用することを基本と

しているという状況があるということも要因となっ

ています。 

 しかし、上富良野町の人口推計では、平成２６年

度には高齢者人口が２６％になると推計されていま

す。虚弱な高齢者がふえるという状況の中では、現

在の介護施設では入所を希望する人を受け入れるに

は当然限界があると考えます。また、今以上に在宅

サービスの充実及び介護施設の確保をしなければな

らないという状況にもなってくるということは当然

考えられます。 

 町長は、今後の特別養護老人ホームや、あるいは

グループホームなどの増床計画について、どのよう

にお考えなのか、お伺いいたします。 

 次に、グループホームほーぷについてお伺いいた

します。 

 道内のグループホームでは、火災が発生し、人員

配置などを含めた防災管理体制の問題点が指摘され

るという状況になっています。上富良野町にも認知

症対応型のグループホームが設置されております

が、スプリンクラーはまだ設置されていないとの話

であり、平成２４年度までには設置するということ

で、国の補助を活用しながら設置したいとの説明で

ありました。今、そういうことも含めて、グループ

ホームほーぷの現状について、どのようになってい

るのかお伺いいたします。 

 また、スプリンクラーを設置する場合、設置費用

の全額が補助対象にならないと聞きますが、当然、

町の介護施設として位置づけているのであれば、そ

れなりのスプリンクラー設置に対する補助を検討す

るのも必要ではないかと考えますが、この点につい

てもどのようにお考えなのか、お伺いいたします。 

 二つ目には、ほーぷは認知症対応型のグループ

ホームとして、２ユニット、１９人の入所者を受け

入れることを目標に開設されています。しかし、い

まだに９人の入所しか受け入れられていないという

状況があります。今後、認知高齢者がふえる傾向に

ある状況下においては、在宅を充実して、ほかの地

域の介護施設に頼るというのも一つの方法でありま

しょうが、しかし、必要最小限の町での認知高齢者

に対する施設の受け入れ体制を整備することも、ま

た一方の対策ではないかと考えますが、今ある９床

をさらにふやして、さらにもう１床、２ユニットと

いう形の中で、グループホームとして認める考えが

あるのかどうなのか伺います。また、認められない

とすれば、その利用についてもお伺いいたします。 

 次に、富良野協会病院の産婦人科の閉鎖の問題に

ついてお伺いいたします。 

 富良野協会病院は、周産期母子医療センターで、

富良野地方唯一のお産を取り扱う病院となっており

ます。しかし、常勤医の確保ができなくなるという

形の中で、８月で富良野協会病院の産婦人科が閉鎖

するということになりました。 

 富良野地域での平成２０年度の出生数は、年間３

４７人、富良野協会病院では１６２人、上富良野町

では年間の出生数は１１１人で、うち２８人の方が
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富良野協会病院でお産をしているという状況にあり

ます。それ以外の方は、旭川を含め地元に戻りお産

をするなどという状況がうかがえます。 

 平成２年度の上富良野町の妊婦届け者数は１２０

人とのことで、富良野協会病院の産婦人科の閉鎖に

伴う町の当面の対応としては、早期の受診や定期的

な妊婦健診、安全な出産を支援するなどという点で

は大変よろしいかと思いますが、旭川での出産に向

けての健診などに対する交通費の助成など、当面の

対策としては支援することには否定しませんが、い

ずれにいたしましても、富良野地域におけるお産を

扱う産婦人科がなくなるということは、近隣の母子

の健康を守るという立場からも重大な問題だと考え

ます。 

 さきの答弁では、１人産科医が確保できたという

状況があるという報告もありましたが、いずれにし

ても、当然、１人では２４時間の産婦人科に耐えら

れないという状況もありますので、今後、そういう

問題も含めて、富良野圏域としての取り組み、ま

た、町としてどのような対応をされるのか、お伺い

いたします。 

 次に、子供の医療費無料化枠拡大についてお伺い

いたします。 

 今、子供の健康や子育て支援をする、あるいは定

住化対策などとあわせて、子供たちの医療費の無料

化枠の拡大を実施する、あるいは検討するという自

治体が広がってきております。例えば比布町では、

中学校を卒業するまでの医療費の無料化を昨年度か

ら実施しています。中富良野町では、この８月から

実施するとのことであります。いずれの自治体でも

共通しているのは、子供の健康を守り、少しでも元

気で地元で暮らしてもらいたい。子育てを応援、支

援し、定住あるいは移住が少しでも前向きになれば

との思いからだそうであります。 

 そこで、お伺いいたしますが、上富良野町では小

学校卒業までの医療費の無料化を実施した場合と中

学校までの医療費の無料化を実施した場合の必要経

費の試算をして、今後の対応を検討すべきだと考え

ますが、いかがでしょうか。 

 上富良野町にも子供の医療費の無料化を拡大して

もらいたいとの声があり、町はこの問いかけに対し

て平成２３年度中に検討したいとのことであります

が、しかし、具体的な方向については一切示されて

いないというのが実情であります。子育て世帯に対

する医療費負担の軽減、あるいは移住、定住化対策

の一環としても、その方向性をしっかりと示すべき

だと考えますが、町長の見解を求めます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの介護施設に関する御質問にお答

えさせていただきます。 

 議員御発言のように、平成２３年度までの第４期

介護保険事業計画におきましては、介護施設の増

設、新設は盛り込まれておらず、町内における特別

養護老人ホーム、グループホーム、老人保健施設等

は、現行定員の範囲で取り進めることとなってお

り、緊急的な施設入所に対しましては、町外施設も

視野に入れて対応することとしております。 

 本町の将来人口推計からも、高齢者人口が確実に

増加しますので、特に介護予防に重点を置くととも

に、在宅サービスにつきましても一層充実していく

ことが大切と考え、取り組んでまいります。 

 介護施設サービスの提供に当たりましては、施設

を整備する上で多大な投資が必要となり、さらに、

施設利用者が増加することに伴って町民の介護保険

料負担も増してくることから、要介護者の状況や今

後の見通しを立て、将来の方向性を見定めた上で増

床計画について必要性等を検討してまいりたいと考

えております。 

 いずれにいたしましても、この点について、各関

係課において横断的に検討するよう指示をしている

ところでありますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

 次に、２項目めのグループホームほーぷに係る２

点の御質問にお答えいたします。 

 御質問の、本町に設置されているグループホーム

ほーぷは、認知症対応型であり、平成１８年９月に

町が指定し、１ユニット９床で運営されておりま

す。 

 １点目のスプリンクラーの設置については、消防

法令の一部改正により、小規模施設においても設置

が義務づけられており、経過措置により、平成２４

年３月３１日が設置期限となっております。 

 御質問にありますグループホームほーぷでは、ス

プリンクラーがまだ設置されておりません。スプリ

ンクラーの設置には国の補助策が講じられておりま

すので、町独自の補助策は考えておりません。 

 ２点目の残りの１ユニット９床につきましては、

現時点におきましては介護職員育成等の体制が十分

整わず、望ましい介護サービス提供水準に達してい

ないことから、指定するには至っておりません。 

 本町においても、今後、高齢化が進み、対象者が

増加していくことから、残りの９床をグループホー

ムとして活用する必要性が高まってくるものと思っ

ております。そのため、町として当該施設が必要な

サービスを提供する上での信頼度や資質向上を図る

ため、これまでもこのグループホーム設置事業者と
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の間で継続的に協議しており、望ましいサービス提

供体制が整うことを期待しているところでありま

す。 

 次に、３項目めの富良野協会病院産婦人科の閉鎖

に関する御質問にお答えいたします。 

 議員御発言のとおり、２次医療圏域に産婦人科医

がいなくなることは非常に大きな問題となることか

ら、現在まで富良野協会病院を初め北海道や沿線市

町村各関係機関が連携の上、圏域の産科医療体制確

保に向けさまざまな要請行動を行ってきたところで

あり、昨日、富良野協会病院より、常勤医師１名の

確保ができた旨の連絡が入りました。近年、産婦人

科医師を目指す学生が大きく減少し、北海道全体の

産婦人科医師数は３００人余りと極めて少ない上、

半数以上が札幌と旭川に集中しており、圏域の医師

確保のめどは立たないのではと心配しておりました

が、ひとまず安心したところであります。 

 なお、ハイリスク患者への対応は、これまでと同

様に圏域外へ紹介されるようでありますが、詳細に

つきましては承知できておりません。今後は、具体

の診療体制など充分に見きわめる必要があると認識

しているところであります。 

 次に、４項目めの子供の医療費に関する御質問に

お答えいたします。 

 乳幼児等の医療費助成につきましては、北海道医

療給付事業と連携して、給付対象者を拡大しながら

助成措置を講じているところであります。 

 平成２０年６月の第２回定例議会におきまして、

上富良野町乳幼児の医療費助成に関する条例の一部

改正を御議決いただき、同年１０月１日から、町単

独事業として、３歳未満児と住民税非課税世帯の３

歳以上就学前児童の初診時一部負担金についても町

が助成をして完全無料化し、子育て世帯の医療費の

負担軽減による子育て支援対策を進めているところ

であります。 

 さて、議員御質問の、中学校あるいは小学校まで

医療費の無料化を実施した場合の経費の試算であり

ますが、小学生の医療費を完全無料化した場合には

概算で約２,０００万円程度、中学生の医療費を完

全無料化した場合には概算で約１,０００万円程

度、小学生から中学校卒業までの医療費を完全無料

化した場合には約３,０００万円程度の新たな財源

が必要と試算しております。 

 今後の対応につきましては、少子高齢化の進展の

問題は、今後のまちづくりにとって非常に重要な課

題であると私も認識しておりまして、現在の医療費

軽減策の終了期限を平成２３年９月３０日までと規

定しておりますので、３年間の取り組み成果を踏ま

え、また、時代背景や対象者の状況等を考慮し、現

在、国と町が実施している子育て支援事業等とあわ

せて、就学期間中における医療費負担のあり方も検

討課題と考えておりますので、御理解を賜りたいと

存じます。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 再質問させていただきま

す。 

 介護施設の問題についてお伺いいたします。 

 町では将来に向けて、増床計画等については、そ

の必要性を検討してまいりたいということでありま

すが、しかし一方で、当然、こういう施設等が建設

されるということになれば、それにかかわる経費等

という形の中で、必要経費が当然かかりますから、

一方で、町が言うように、介護保険にはね返るとい

うことも当然考えられます。しかし、そういうこと

ばかりは言っておられない状況があるのだと思いま

す。 

 例えば、仮に町外にＩさんという人、Ｂさんとい

う人が入所していたとしても、当然、自治体間で、

その介護費用については上富良野町が持ちますとい

う形になっておりますので、当然、その部分の費用

は、その部分にかかって、今、積算の中に入ってお

ります。あと、そうなれば何がかかるかというと、

人員配置の問題だとか、建設した場合の建設費用の

問題だとかということになります。しかし、当然、

町のほうでは、そういうことは私が言う以上にはっ

きり押さえられて、当然、そういう方向も含めて、

包括的にこの問題点を練り上げて、検討されている

かというふうに思います。 

 いずれにしても、私が考えるのには、近い将来と

いうことでありますが、２３年度以降になります

と、今度は５期の計画を立てなければならない、も

う既に始めなければならないという状況にもありま

すので、そうしますと、当然、その必要性が、私は

あるのではないかというふうに思いますが、介護保

険にはね返るから、全く、そういうステージの上に

その問題が上げられないのかどうなのか。町長、こ

の点はどのようにお考えなのか。この点、明確にし

ていただきたいというふうに思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢議員の老人介護施

設についての御質問にお答えさせていただきます。 

 施設の必要性等の考えにつきましては、これはも

う、必要ないというような考えは全然持ち合わせて

おりません。むしろ、最初にお答えさせていただい

ておりますが、これから超高齢化時代を迎えようと

しておりますので、そういう中で、在宅介護を中心

として取り進めはいたしますが、しかし、在宅とい

えども、それぞれ御家庭で介護をされる、介護サー
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ビスが幾ら充実したとはいえ、やはりサービス事業

では超えられない課題も必ず私はあると思います。

そういったことも見きわめながら、町のもちろん負

担も考慮しながら、包括的に増床計画を進めるべき

かどうかということは、今後の推移を見きわめ、さ

らには在宅介護における実態も、それぞれ現場に充

分調査させまして、そういったものを総合的に判断

して、どういう方向性がいいかの検討を進めてまい

りたいというふうに考えております。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 町長も言葉の中にありまし

たが、当然、在宅事業では賄えない、いわゆるカ

バーできない、そういう問題点も当然あります。実

際、やはり、老夫婦であったり、虚弱なお年寄りの

方がお互いに見ようとしても、なかなか、認知症に

なっていることすらわからないという状況もありま

す。 

 そういうことを考えれば、確かに介護に行って、

訪問して、その人たちをカバーできるということも

できるでしょう。しかし、食事もできない、つくれ

ない、何もできないということになれば、本当に２

４時間の体制が必要になってきた場合に、その人

を、上富良野町の現状の中ではカバーできないとい

う問題が実際にはあります。そういうときに、必要

最小限でやっぱりそういう施設にいて、見てもらっ

たほうが安心だという、そういうケースもたくさん

やっぱり出てくるわけで、こういうことを判断した

場合に、一定部分、介護にはね返る部分があったと

しても、それは住民も納得できる部分ではないのか

なというふうに思いますが、その点も含めて、これ

は２３年度で終わりますので、どういうふうに町長

として、今後、具体的な指示を、どういうテンポで

出されるのか、お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきますが、先ほどのお答えと重複

いたしますが、施設介護にどうしても頼らざるを得

ないということが、今の町の老人の世帯の動向等を

考慮いたしましても、老人世帯の世帯数、あるいは

老人独居の世帯数を考えますと、在宅だけではカ

バーし切れるかというと、非常に、私といたしまし

ては心配なものを持っております。 

 しかし、先ほども申し上げましたように、それで

はどんどん施設を充実していけばいいかというと、

これもまたそうでもないというような一面もござい

まして、今後、新しい計画を樹立するまでの間は、

現場に充分その働きをしていただきまして、遠い将

来はともかくとして、次の計画の期間の中でどうい

うふうに組み立てをしていくかという見きわめだけ

はつけていきたいというふうに考えておりまして、

即それが施設整備にという答えになるかどうかとい

うことは現在申し上げられませんが、いずれにいた

しましても、介護を必要とする老人の実態をきちん

と確認いたしまして、それと、先ほど御答弁の中で

申し上げませんでしたが、在宅介護がゆえに、その

家庭の経済活動が足を引っ張られる、言葉はよくな

いかもしれませんが、そういうことも私は心配して

おりまして、少し、次期の計画までの時間の間に、

現場に充分、そういったことも含めて勉強させてい

ただきまして、次の計画に結ぶようにしたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） いろいろな、今回の介護保

険問題は、当然、二つの要因が、町長がおっしゃる

ようにあると思います。費用負担の問題はどうなる

かという問題、利用者負担と自治体の負担の問題等

があります。これは、今言われている国の介護保険

制度の補助率の引き下げと、あるいは施設整備等の

低さが全国でも共通の問題点になっているのです

が、ここに問題があるわけで、やはりこういう問題

も一方で解決しなければ、町長がおっしゃるような

問題も解決されないというのは私がよく知っており

ます。 

 そういうことも含めて、しかし、町としてもきっ

ちりとした介護計画を、指針、方向性というのは持

たないとだめでしょうし、いろいろ、対策としては

優良な福祉法人を誘致するというのもあるでしょ

う。なかなか今の段階では厳しいというのもありま

すが、そういうことも含めながら、いろいろと対策

を当然練るということも必要だというふうに考えて

おります。 

 いずれにしても、介護計画の中にはっきりやはり

位置づける、どういう方向でいくのかというところ

を載せない限り、ただ検討するというだけでは前へ

進まないというふうに考えていますので、こういう

問題を、町長おっしゃるように、関係する、いわゆ

る庁舎内で横断的に、やっぱり、本当に必要かどう

かも含めて検討すべきだというふうに、もう一度確

認したいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきますが、庁舎内におきまして、

私も昨年度から、上富良野の高齢者の実態をとにか

く１人残らずすべて把握してくれということは何度

も申し上げております。そういうことを踏まえて、

将来の老人に対する町の施策のあり方、当然、介護

も含めて、あるいは医療も含めて、重層的に構築し
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ていきたいなというふうに考えております。そう

いった中で積み上げた中で、仮に施設整備が避けて

通れない選択肢だとしたら、これは私も勇気を持っ

て町民の皆さん方に、御負担も伴いますよと、だけ

れども整備も避けて通れない実態にありますという

ようなことは、もしそういうようなことに至った場

合には、これはしっかりと説明してまいりたいとい

うふうに考えております。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 次に移ります。 

 グループホームほーぷについてお伺いいたしま

す。 

 今、全国的にも、道内においても、スプリンク

ラーの設置等については当然、消防法に基づいて設

置が義務づけられるという状況になっております。 

 グループホームほーぷに行って担当者の話を聞き

ましたら、２４年度までには設置したいという方向

性であります。同時に、国からの補助制度はありま

すが、全額は当然見られないという状況の話だとい

うふうに思いますが、そうしますと、町が福祉施設

として認めて、介護認定、いわゆるグループホーム

として認知しているのであれば、やっぱりどの福祉

施設とも同じように、もしもそれに対する補助策

を、町単独の補助もつけながら不足分を補うという

ことも必要なのだろうというふうに私は考えていま

すが、この点は、これはできないということであり

ますが、私は、そういう位置づけであるならば、町

が率先して、そういうものに対して補助を打ち出す

べきだというふうに思います。 

 例えばこの間も、各種のいろいろな幼稚園だとか

保育所も含めて補助策を出しています。ことしでき

ましたなないろニカラに対しても、そういう就労の

機会をということで補助策を出しております。 

 もう既にほーぷには９人の方がいて、もう一つの

９床のところには老人の方が日常生活をしていると

いうことになっています。万が一、ここでそういう

ことはないというふうに考えますが、惨事が起きた

場合に、それが設置されていないということで、そ

の被害に遭ったということになれば、打とうと思っ

ても打つ手がないわけですから、このことを考えた

ときに、そういう補助もあってはいいのではないか

というふうに私は考えるのですが、この点はどのよ

うにお考えでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢議員のスプリンク

ラーの設置助成につきましての御質問にお答えさせ

ていただきますが、これは、私といたしましては、

事業者としての設置義務というふうに位置づけられ

ておりまして、当然、事業を実施する事業者の責任

の範疇だというふうに理解しておりまして、こう

いった安全設備も整っていて、皆さんに、入所者に

信頼をいただく施設として機能するものだというふ

うに理解しておりまして、これは、事業者がみずか

ら、そのために国も補助施策を用意しておりますの

で、その中で取り組んでいただくことが、私は事業

者としての責任の範疇かなというふうに理解してお

ります。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） こういうものも経過がある

のだろうと思います。いわゆる二百九十何平米だ

か、一定の、小規模については国が補助を今までつ

けてこなかったと。今回、そういう惨事が起きて、

初めてこういったところにも補助がつくというふう

になった経過があるのだろうと思います。 

 そういうことを考えたときに、確かに、その事業

所の責任でやるということは、それは原則なのかも

しれません。しかし、そうすると、すべての施設が

対象の範囲になるのだろうと私は考えるわけなので

す。そうではなくて、町が９床であろうが１８床で

あろうが、とりあえずは９床を認めているわけです

から、それは町の介護施設の一環の施設として認め

たわけですよね、町長。そのことを考えたら、確か

に事業者の責任であるけれども、過去の補助政策の

いろいろな問題点もあった中で、今回新たにこの補

助が小規模であってもつくということになって、そ

れが全額恐らくつかないということなのだと思うの

ですが、そういうことを考えれば、行政が支援して

もいいのではないかというふうに思いますが、もう

一度考え方についてお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢議員のスプリンク

ラー助成についての御質問にお答えさせていただき

ます。 

 先ほど申し上げましたが、私といたしましては、

設置者、いわゆる事業者の責任の努力義務の範疇だ

と。しかし、そう申しましても、国においてはやは

り、こういう高齢者対策の一環として、国として助

成策を講じているということでございますので、そ

れは介護保険料、あるいはそういった、こういう事

業所の、何と申しましょうか、経営上の観点から、

国として一定程度の補助をしてあげることによっ

て、設置は事業所においてできるというような客観

性を持って補助基準というものは決められていると

思いますので、それは事業者の中で吸収できる範囲

だというふうに考えておりまして、町として、それ

にさらに新たに補助をという考えは現在持ち合わせ

ておりませんので、御理解賜りたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 
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○５番（米沢義英君） 全く話が、私は筋が通らな

いのではないかなと思います。認めたわけですよ

ね、指定したわけですよね、町が、介護施設ですよ

と。そうであるならば、当然、補助を出してもいい

のではないですか。あくまでもそうしたら事業所の

責任だということで、それは対象にならないという

ことにもなるのでしょうか。 

 私は、それがすべて町の基本的な部分があって、

冷たさだと思っているのです。前から言っているの

ですけれども、今始まった問題ではない。それで

は、ニカラの問題はどうなるのですか。あれは指定

して、出てきて、その必要性があって、町も認めた

わけですよね。その施設整備に対して一定の補助を

出していますよね。そうしたら、これはいいのです

か。これは別だということですか、これとは。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 同じ基準ですべてをはかるということは、私はな

じまないと。それぞれ事業目的、町の思い、事業の

思いにこたえていただく、あるいは町が今の取り組

みを重点的に取り組みをしようというような思い

と、あるいは事業者が事業を目的として上富良野町

を選ばれて、そして設置に至ったという、その仕事

の中身が高齢者福祉、あるいは障がい者福祉という

ことで、共通点はあったにしても、それぞれ目的を

持って、あるいはそれぞれ思いを持って事業に取り

組まれているわけでございまして、やはり町の対応

としましては、それぞれ個々の事案に対して判断を

して、そして町の考え方を示していくということ

は、何ら違った方向でないというふうに理解してお

ります。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 全く話が、私は理解できな

いのです。いずれにしても、出方の違いだとかいろ

いろあったにしても、町が公の施設として、そこを

使用してもいいですということで指定しているわけ

ですから、そういうことを考えたときに、当然、一

定部分の、全部出せだとか言っているわけではない

ので、その部分、私は、町の対策としてはいかがな

ものかというふうに考えます。 

 この点は、ぜひ見直していただきたい。考えその

ものを根本から変えていただきたい。私は、こう思

います。とりあえずそのことを言っておきます。 

 二つ目には、なぜ２ユニットを認めないのかとい

う問題であります。 

 いろいろ役場の方からもお話を聞きました。当事

者に行っても話を聞きました。いろいろ、私はうそ

をつくのが下手ですから、そのまま町で聞いたこと

を、知っていることを言いました。お世話する人た

ちが、非常にお世話が悪くて、そして介護する人が

やめたりだとか出入りが多いので、町としては、こ

ういう問題があるから、９床をもう１床認めたくて

も認められないのだと言っているということを私は

直接行ってお話ししました。それは認めました、向

こうも。 

 ただ、私たちも、一方では努力はしていないとい

うわけではないのだということを言っているわけで

すよ。そうすると、町のこれからの、いわゆる認知

症高齢者の方がふえるという状況の中で、当然、こ

ういう施設を活用することも必要だということを

言っているわけですから、あとは指導のやりとりの

問題で、いつまでにその問題を解決するのかという

ことを紳士的に、お互いが話し合うということを

やってきたのだと思うのだけれども、どうもここら

辺がすっきり私は理解できないのですよね。なぜ一

貫して認められないのかということをもう一度確認

しておきたいと思います。 

 道においてはもう既に、道の認可の範囲は終わっ

ていますので、あとは町がこの問題をどう解決し

て、どう指定するかということだけなわけですか

ら、それを紳士的にお互いに、やっぱりひざを突き

合わせて、お話しして、その解決の糸口をやっぱり

見つけ出すべきではないですか。そのことをちょっ

ともう一度お伺いしておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢議員のグループ

ホームの、もう片方の１ユニットの認可についての

御質問にお答えさせていただきますが、私のほうも

むしろ、現場から聞いている限りにおいては、非常

に親切丁寧にアドバイスをしたり、あるいは協議を

させていただいたり、取り組んでいるというふうに

理解しております。 

 どうして早く、町としても２ユニットで運営され

ることが望ましいわけですから、１日も早くその

サービスが充分行われるような体制整備にしていた

だけないのかなと。むしろ何もハードルがないわけ

ですから、そういう要件を満足させていただけれ

ば、町はいつでも認める意向を持っておりまして、

そういう意向もお伝えしてありますので、むしろ町

のほうの努力が足りなくて認める経過に至っていな

いということでは私は認識しておりませんので、御

理解賜りたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 担当者の方にお伺いいたし

ますが、何が問題でもう１床については認められな

いのか。これまでどういう話し合いをして、どうい

う改善点を指導してきたのかということをちょっと
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お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢議員の、

ほーぷの指導の面においての御質問にお答えを申し

上げたいと思います。 

 御承知のように、二つのユニットのうちの一つが

１８年のクラスでしたけれども、１ユニットの指定

ということで経過はしてきております。そこで、ス

プリンクラーの問題もあります。また、町が考えて

いる将来構想の中ではやはり、そういうユニットの

運営というものが望ましいわけでして、我々として

も、この二つ目のユニットをいつ判断していくかと

いうことが重要な課題として検討をしてきていると

ころであります。 

 そこで、いろいろ話し合いを充分、我々としても

対話を深めた中で、どういったサービス提供の内容

になってきているかということも充分把握をしなが

ら検討して、現在に至っているところでありますけ

れども、なおその施設内においては、介護従事者の

方が頻繁に入れかわってしまうと、それはなぜなの

かということも、この対話の中で問いただしている

ところであります。 

 入所者の方にとって、やはり安心して暮らせる、

生活を維持していく上で、やはり介護従事者の方が

毎月のように入れかわるということは、全く通常で

は考えられないことがあります。そういったことを

なくすように、私どももこの会社の代表の方と会い

まして、努力しようと、会社として、事業設置者と

しても、その中身の改善に努力をしてほしいという

ふうに話をしてきているところであります。 

 そういった目標を持って、２１年、昨年度ですけ

れども、経過をしてきた中で、この年度末を迎えた

中で、また一部の職員が入れかわったということを

私どもも聞きまして、非常に落胆をしている状況に

ありますが、なお事業者側の、理事者と申します

か、運営していく立場にある方との対話を深めた中

で、再度、私どもも、また目標を確認しながら話し

合っていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） そうすると、現状の９床に

おいても、入所されている方は、そういう状態であ

るがゆえに、適度なというか、介護がされているか

どうかというところも調べましたか。そういう状態

であれば、なかなか、やっぱり安心して介護が受け

られるというような状況にもないという問題にもな

ると思いますが、指定取り消しということにもなる

のではないですか、もしもそういうふうになった場

合。 

 そこまではいかないのだと思うのだけれども、い

ずれにしても、やはり問題点を逐次明らかにして、

包括支援センターにおいて、こういった部分の指導

も含めてできるわけですから、やはり介護がだめな

ら介護の手ほどきをやるだとか、できないのです

か、そういうこと。そういうことも含めて、きちん

とその対策を、やっぱりそれでもなおかつだめだと

いうことになれば、それは別な話ですよ。 

 ただ、向こうの経営状態もいろいろあるでしょ

う。人の配置もできないという問題も実態を聞いた

らあるということがわかりました。だからといっ

て、それを放置するということは絶対私自身許しま

せん。だから、そういうことも含めて、今後のあそ

この指導をきっちりと行いながら、本当に活用でき

る施設にしたいと町が考えるということであれば、

また、不足しているグループホームとして使えると

いうことであるならば、それを生かす方法も一つの

選択肢として、あなた方がいつも言っておられる民

間活力、そういうものを生かしながら、やっぱり少

しでも町の経費の負担軽減ができるでしょうし、そ

ういう対策も講ずるべきだと思いますが、この点お

伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 私の認識といたしましては、事業者に対しまして

は、親切に、丁寧に、対応について改善を図ってい

ただけるような、そういう対応はしてきていると思

います。 

 私は、上富良野に設置されておりますので、事業

者というより、むしろ入所者の方に充分なサービス

が受けられないような中で認めるわけにいかないと

いうことで、入所者が大前提でございますので、入

所者のことを考えるとやはり、改善すべきところは

改善をして、整備するところは整備してもらうこと

が第一義だと思っておりますので、それについての

対応は親切にしてきていると。これからももちろん

対応してまいりますが、それに１日も早く事業者が

こたえていただくことを願うのみでございます。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） そうしますと、粘り強く、

引き続き改善指導を行うということ、また同時に、

何が問題なのかということをやっぱり公にしていた

だきたいと。議会のほうにも、そういう問題点があ

るとすれば、個人の情報にかかわる部分は、これは

必要ないですよ。ただ、やっぱり介護のあり方だと

かケアの仕方が悪い、あるいは介護計画の立て方に

沿ったケアがされていないという問題があるとする

ならば、そういう問題はないですか。 
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○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ただいまの御質問

にお答え申し上げたいと思います。 

 昨年の状況を把握した中で、やはりケアプラン、

入所者の方のために必要な、維持するための計画と

いうものが不十分で、一時期計画が抜けていたとい

う時期も実はありまして、改善指導をしているとこ

ろであります。 

 現在は、人がかわったりはしておりますけれど

も、その辺のケアプランというものは立てられて、

その方のための、ふさわしい生活を送れるようにと

いう計画を策定しているところを確認しているとこ

ろであります。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） いずれにしても、継続的に

きちんと指導して、今入っている方がそのケア計画

に基づいてきちんと介護されていないということで

あれば、また大問題な話なのですから、やっぱりそ

ういうことも含めて、やっぱり指導というのが、当

然、町に求められてきていますし、当然、今までで

も、不十分かどうかわかりませんけれども、されて

きたということであるならば、さらにそれを活用で

きる方法も含めて、ぜひ検討していただきたいし、

もしも問題があれば、指定取り消しまで、そこまで

いく必要も出てくるのではないですか。そういうこ

とも視野に入れた中で、そうしたら入所している方

はどうなるのかという問題も含めて対処しなければ

なりませんが、そういうことも含めた段階に入って

いるのかどうなのか、含めてお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 暫時休憩します。 

────────────────── 

午後 ２時３８分 休憩 

午後 ２時５９分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、再開し

たいと思います。 

 先ほど米沢議員のほうから質問のありましたこと

につきまして、答弁いたさせます。 

 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢議員の御質問

に、私のほうからお答えをさせていただきたいと思

います。 

 グループホームほーぷの関係で、ちょうど昨年の

６月下旬でありますけれども、施設の運営上、少し

懸念する要素がありまして、当時の上川支庁と上富

良野町と合同で現地の立入検査をした経過にござい

ます。 

 当時の課題については、課題解決ということでご

ざいまして、さらに、本件の新たな９床の指定の関

係については、正式に事業者から町のほうに指定申

請にまだ及んでございません。まだ事前の、指導と

いいますか、そういう相談段階でございますが、町

長並びに担当課長から申し上げましたように、なか

なかスタッフの定着が、非常に懸念するということ

で推移を見守っていたところ、ここ直近にもそうい

う経過がございましたことから、さらに町のほうも

慎重に見守りながら、指定申請ができるような環境

になることを、また行政としてもしっかり事業者に

対しまして指導してまいりたいというふうに考えて

ございます。 

 そういうことで、今までの経過として御答弁をさ

せていただきます。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 内部的にもいろいろ問題が

あるということが明らかになってきました。 

 そこで、やはり道に対しても、行政としても当然

指導できない部分については、やはりしっかりと道

の指導も仰ぎながら、ぜひやってほしいというふう

には考えています。 

 また、ケア計画についても、実態としてはいろい

ろ、聞くところによると、本当になされていないと

いう問題、いろいろな問題は抱えています。いずれ

にしても、入所されている人がここで安心して入所

できるかどうかということが我々の見るべき視点と

して大事なところでありますので、そこをやはり的

を当てて、やっぱりしっかりとした指導と運営がで

きるようにしなければ、当然、入所者に対する、

やっぱり介護ができませんでしょうし、町としても

当然、認定も指定もできないということになります

から、そういう点も含めて、改めてもう一度、議会

のほうにも詳細についていろいろと報告していただ

ければというふうに考えておりますが、町長、この

点についてお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢議員のグループ

ホームについての御質問にお答えさせていただきま

す。 

 議員ただいま御発言もございましたように、私と

いたしましては、入所者の方が充分な介護を受けら

れる、そういう環境整備がまず第一義でございます

ので、設置者、また町と、お互いが協議をしたり、

あるいは理解を深める努力をしたりいたしまして、

残りの１ユニットにつきましても早期に申請がなさ

れるような条件整備に、町も協力してまいります

し、そして上富良野町の介護がさらに充実していく

ようにお互いに努力して、そういう結果を生むよう

に、これからもお互い信頼関係を構築できるように

努力してまいりたいと思います。 
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 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 次に、富良野協会病院の産

婦人科の問題についてお伺いいたしますが、１人配

置されるということで、油断できない状態だと思い

ます。町長は、まだその詳細について、今後、この

１人の常勤医もどうなるのかわからないということ

の話でありますが、今後、またいろいろと広域圏で

話し合う機会があると思いますので、町長として、

やはり引き続き、常勤医の配置という形で、やっぱ

り対処すべき方向を示すべきだと思います。 

 確かに、一時的に旭川だとか補助策を設けたとし

ても、緊急で万が一、早期に診断ということもあり

ますが、やはり安心して近くでお産ができるような

体制づくりというのが一番ですから、この点、もう

一度確認しておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢議員の富良野協会

病院におきます周産期母子医療センターの医師の確

保等に関連いたします御質問にお答えさせていただ

きますが、常勤をしていただける医師の確保のめど

がついたということは、まず一つ、それは事実とし

て理解しているところでございます。 

 ただ、私といたしましては、かねてからも申し上

げておりますように、富良野社会事業協会の経営方

針、それから医師を派遣してくれております北大の

ウィンドというグループ、それと今回の名乗りを上

げてくれております新しいドクターの、それら三者

が一体となった診療体系についての協議はまだこれ

からでございますので、米沢議員お話しのように、

安定した診療体制がきちんと見えるまでは、私は、

今後も努力を続けてまいりますし、そういう姿を定

着させて、上富良野の妊婦の方が安心して協会病院

でこれからも分娩をしていただけるような、そうい

うことに対する努力はこれからもさらに進め、そし

て圏域としても、どういう支援をしながらそれを担

保していくかということもあわせて、これから課題

として押さえていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 子供の医療費の無料化につ

いてですが、２３年の９月３０日で現行の軽減策が

終了するということで、将来的には、これは非常

に、子育て支援事業として検討課題だということを

書かれております。 

 中富良野町に行って聞きましても、財政は苦しい

けれども、しかし子供の健康や安全、また移住・定

住策だとかを含めて、少しでも町に人が来られた

り、医療の負担軽減ができれば、本当にそれにこし

たことはないということで、苦肉の策でいろいろ

と、全庁的な討議も踏まえて実施したということを

聞いております。その担当者の熱意というのは相当

なものを感じました。 

 上富良野町においても、これだけのやっぱり人口

がいて、子供さんがいて、やはり待ち望んでいる声

がたくさんあります。そういう意味では、これをた

だ検討課題だけに終わらせることなく、これを確実

に実施するという方向での検討課題と押さえていい

のかどうか、この点をお伺いしておきたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 子育て支援の一環として、村上議員にも先ほどお

答えさせていただきましたが、町の子育て支援の中

のどういう部分に力点を置いて子育て支援をトータ

ルでやっていくかという、町によっては、今、議員

が御紹介していただきましたようなところに力点を

置いてやるという施策も、これも一つの方法かと思

います。 

 町といたしましては、次の新しい節目を迎えると

きに、子育て支援の中でどういうところにアクセン

トをつけていくかということも検討してまいります

し、今ここで言われておりますようなことも一つの

検討の課題としては当然上がってくると思いますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、５番米

沢義英君の一般質問を終了いたします。 

 次に、７番一色美秀君の発言を許します。 

○７番（一色美秀君） 先刻提出してあります商店

街活性化対策について、次の３項目について質問い

たします。 

 まず一つ、担い手サポート奨励金交付について。 

 農業、商工業に従事する後継者の育成と確保のた

め、１人当たり２年間総額４８万円を支給するとあ

るが、後継者そのものが非常に少ない現状にあり、

もっと対象者を拡大して、親子関係でなく第三者で

あっても助成が受けられるよう制度の内容を拡充す

べきと考えるが、いかがでしょうか。 

 次、２項目め、地元商店の利用について。 

 町長、町議、職員に対するボーナス支給の半額

を、地元生産の米を購入する券、商工会発行の商品

券で支給する。この点について検討する考えはない

か。 

 ３項目め、人材センターの設立について。 

 魚屋、呉服屋、靴屋、本屋など、「屋」のつく昔

ながらの個人商店が姿を消しております。このまま

では本当に、商店街はゴーストタウン化する。 
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 高齢化社会を迎えて、密接したサービスを提供で

きるのは個人商店であります。これまで上富良野の

生活の発展の中で果たしてきた役割もあり、時代の

変革があっても消え去る存在であってはならないは

ずでございます。新しい時代を迎えて、その存在感

を示すときが必ず来ると信じております。 

 そのため、当事者が出資し、各専門分野の人材を

発掘し、登録して人材バンクを設立する。各店は、

定期的に利用し、後継者不足の解消と店の活性化と

戦力アップを図ると。その一環の助成として、町よ

り資金面の支援と、その組織づくりのため、官と民

が一体となって取り組む考えはないか。 

 以上３項目について町長にお尋ねいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番一色議員の商店街活性

化対策に関する３点の御質問にお答えさせていただ

きます。 

 １点目の担い手サポート奨励金交付についてであ

りますが、この制度につきましては、農業及び商工

業に従事する産業後継者の育成、確保を図るため、

奨励金を交付し、支援することにより、本町の持続

的な産業振興発展に寄与することを目的としており

まして、平成２１年４月１日から実施しており、平

成２１年度においては、農業関係で３名、商工業関

係では１名への交付を実施しております。 

 対象者につきましては、町内に住所を有する者

で、今後２年以上にわたって居住見込みのある、農

業及び商工業の自営に専業として新規に従事する満

４５歳以下で後継者として認められた者としており

ます。 

 このようなことから、対象者は親子関係のみと限

定はしておりませんが、後継者として認定された方

に限られることとなっており、また、制度も始まっ

たばかりであることから、現時点においては制度の

変更については考えておりませんが、今後の推移を

見きわめ、変更の必要が生じた場合には検討してま

いりたいと考えておりますので、御理解を賜りたい

と存じます。 

 ２点目の、地元商店の利用拡大に向けて、町長、

町議、職員に対するボーナス支給の半額を、地元生

産の米を購入する券や商工会発行の商品券で支給し

てはとの御質問についてでありますが、地方公務員

法第２５条第２項の規定によりまして、職員の給与

は、法律または条例により特に認められた場合を除

きまして、通貨で直接職員にその全額を支払わなけ

ればならないと定められていることから、議員の御

提案につきましては対応が不可能であります。 

 ただ、日ごろから職員に対しましては地元での購

買について奨励をさせていただいているところであ

りまして、今後も引き続き行ってまいります。 

 なお、全町的にも、プレミアム商品券事業などを

通じまして、地元購買の機運が高まり、活性化につ

ながっていくことを願っておりますので、御理解を

賜りたいと存じます。 

 次に、３点目の人材センターの設立についての御

質問にお答えさせていただきます。 

 事業者である各店が出資して人材バンクを設立

し、各専門分野の人材を発掘し、登録していただ

き、各店が定期的に活用して、後継者不足の解消と

商店の活性化と戦力アップを図るため、その一環と

して、人材バンク運営面において町の支援をとの御

質問かと思いますが、議員が提案のように、事業当

事者が出資して人材バンクを設立されるに至った場

合には、資金面での支援や組織づくりへの協力につ

いて検討させていただきたいと考えておりますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ７番一色美秀君。 

○７番（一色美秀君） １項目めの担い手サポート

奨励金交付についてと３項目めの人材センターの設

立についての件につきましては了解いたしましたの

で、再質問は控えさせていただきたいと思います。 

 ２項目めの地元商店の利用についてであります

が、町長、町議、職員のボーナス支給の半額を、地

元生産の米を購入する券と商工会発行の商品券で支

給する、この点について、地方公務員法の規定によ

り対応が不可能とのことでありますが、本当に不可

能なのか。この点について、町長に答弁をお願いい

たします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番一色議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 先ほどもお答えさせていただきましたが、地方公

務員法によりまして、特別な事情がない限りはそう

いう対応がかなわないということで理解しておりま

して、さらにその法律の中身については現在お答え

するものを持っておりませんのでお答えできません

が、法律の趣旨からして、そういうことが原則的に

できないということで理解をしております。 

○議長（西村昭教君） ７番一色美秀君。 

○７番（一色美秀君） 町長、それから町議、職員

は、町民の税金で賄われております。いかに町民の

暮らしがよくなるようにすることが最大の責務であ

ります。 

 今回のこの意見も、私個人のものではありませ

ん。ある町民より提示されたものであります。町民

の意見を吸い上げ、前向きに検討し、実現すること
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が私たちの使命であると考えております。 

 法の規定により対応が不可能とは、言語道断であ

ります。法とは、私は、最高規範のものではなく、

人間としてあるべき姿の最低ラインを決めたものだ

と考えております。時と場合、時代の変化によっ

て、よりよいもの、選択肢をふやすものであり、そ

のために特例があり、首長の専決権があり、条例の

制定により改革が認められているわけであります。

町民の意見をもっと尊重しなければならないと思い

ます。 

 なぜならば、地産地消と叫ばれておりますけれど

も、いまだに実現されておりません。町民よりいた

だいたものを町民に還元する。この内部循環型経済

をつくることこそ小さな町が生き延びていける最上

の方策だと思っております。 

 ただ、皆さんはこのようにおっしゃいます。商工

会の商品券をもらっても、買う物がないと。ちょっ

と待っていただきたい。上富良野にもおいしい米が

あります。うまい果物が、野菜がたくさんありま

す。さらに、ちょっとした規格外を利用していただ

ければ、どんなに安いことか。ただ、皆さんは、傷

物、見栄えの悪い物は敬遠いたします。 

 町長が、町議が、職員が、地元の生産物、商店を

利用すれば、生産者は、商店は、どんなに喜ぶこと

でありましょうか。より頑張って、おいしいものを

つくろう、いいものを提供しようと努力するはずで

あります。町民よりいただいた税金を一部返すこと

により、農家の方の力になり、商店も生き返ること

でありましょう。そういった仕組みをつくること、

このことこそ行政の大きな仕事であります。 

 そういった意味において、町長に再度質問いたし

ます。本当に不可能なのか。検討する余地があるの

かないのか、この案件についてお答えをいただきた

いと存じます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番一色議員の御質問に再

度お答えさせていただきます。 

 法律的に可能か不可能かという点に対しまして、

これは、法律を読む限りにおいて、特別な事情と認

められない場合には不可能だというふうに私は理解

しておりまして、そのような考えでこれからも位置

づけてまいりたいと思っております。 

 それと、他方、地元の商業の活性化、あるいは地

産地消、これとは、私は切り離して考えるべきだと

いうふうに理解をしておりまして、それぞれ、地元

で商品を購買する、あるいは地元の産物を利用する

ということは、これは、もちろん、冒頭のお答えで

も申し上げておりますけれども、職員に対しまして

は、私みずからも含めまして、地元で購買をすると

いうことは、これは常々申し上げておりますし、少

なくともそういう努力は職員もしてくれているとい

うふうに理解しております。 

 町全体で、町民全体がそういう、お互いに町内の

中でお金が循環していくような、そういう仕組みと

いうものは、これはこれからもずっと追い求めてい

かなければならない大きなテーマでございます。私

を含めまして職員の給与を直接、購買券のような形

で支給するということの思いと地産地消を含めまし

た商店街の活性化とは、これはすみ分けをして考え

ていくべきだというふうに考えておりまして、地産

地消、あるいは商店街の活性化については、これは

町内を挙げて取り組む大きな課題だというふうに理

解しております。 

○議長（西村昭教君） ７番一色美秀君。 

○７番（一色美秀君） これは例えの話なのです

が、もし職員のほとんどの方が、よし、協力しよう

と、やってみようと、そうなったときに、法令のた

めに、これはできないとお断りするつもりでござい

ましょうか。その点についてお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番一色議員の御質問にお

答えさせていただきますが、現時点で職員の皆さん

方に、私の思いとして、何割かの給与の対価を、金

銭をもってではなくて、そういう商品券、あるいは

購買券等をもって支給にかえさせていただきたいと

いうような提案を申し上げる気持ちは持ち合わせて

おりません。 

○議長（西村昭教君） ７番一色美秀君。 

○７番（一色美秀君） 今、例えばの話でございま

して、法律があるから絶対できないというものでは

ないと思います。これは特例がございます。そう

なったときにどのように対処するかということであ

りまして、私は、今後、議員報告会を通じまして、

この件について町民の意見を聞いていきたいと思い

ます。そのような形で対処したいと思います。 

 以上で、簡単ではありますけれども私の一般質問

を終わらせていただきます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、７番一

色美秀君の一般質問を終了いたします。 

 これにて、一般質問を終了いたします。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告           

○議長（西村昭教君） 以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 あすの予定につき、事務局長から報告いたさせま

す。 
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 事務局長。 

○事務局長（野﨑孝信君） 御報告申し上げます。 

 あす６月１６日は本定例会の２日目で、開会は午

前９時でございます。定刻までに御参集賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 以上であります。 

午後 ３時２５分 散会 
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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １２名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告           

○議長（西村昭教君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１２名でございます。 

 これより、平成２２年第２回上富良野町議会定例

会２日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告           

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（野崎孝信君） 御報告申し上げます。 

 議会運営委員長、総務産建常任委員長及び厚生文

教常任副委員長から、閉会中の継続調査として、配

付のとおり申し出がございました。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ５米 米 沢 義 英 君 

     ６番 今 村 辰 義 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 議案第１号平成

２２年度上富良野町一般会計補正予算（第２号）の

件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ただいま上程されまし

た議案第１号平成２２年度上富良野町一般会計補正

予算（第２号）の提案要旨について御説明申し上げ

ます。 

 １点目は、平成２１年度の各会計の決算確定に伴

います繰越金及び繰入金の補正であります。一般会

計における実質収支では、２億８３５万８,０００

円となったことから、当初予算の繰越金の計上額を

差し引いた１億７,８３５万８,０００円を補正する

ものであります。また、国民健康保険特別会計など

六つの特別会計において、翌年度へ繰り越しの手続

をとることに伴い、一般会計が繰り戻しを受ける必

要のあるものについて予算を計上しております。 

 ２点目は、演習場周辺農業用施設設置助成事業に

ついて、北海道防衛局との協議により、平成２３年

度に予定していた事業分を前倒しして実施すること

になったことから、所要の事業費を計上するもので

あります。 

 ３点目は、富良野医療圏域の地域周産期母子セン

ターである富良野協会病院の産婦人科医療体制の機

能縮小等に伴いまして、妊婦の方々の出産に向けた

不安感や転院に伴います経済的負担感の解消を図る

ため、緊急助成措置として上富良野町いきいき妊婦

応援事業を実施するため、所要の事業費を計上する

ものであります。 

 ４点目は、富原運動公園野球場での近隣の住宅や

歩行者及びジョギングコース等の安全対策として、

防球フェンス設置のための経費を計上するものであ

ります。 

 以上申し上げました内容を主な要素といたしまし

て、財源の調整を図った上で、さらには財源的に余

剰とする部分につきましては、将来に向けた公共施

設の整備などを支える財源として、公共施設整備基

金、ラベンダーの里応援基金及び十勝岳振興基金等

に、それぞれ一定額の積み立てを行うように補正予

算を調整したところであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分につきまして説明をし、予算の事項別

説明書につきましては、説明を省略させていただき

ますので御了承お願い申し上げます。 

 議案第１号平成２２年度上富良野町一般会計補正

予算（第２号）。 

 平成２２年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３億１０７万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ６５億３,９３４万７,０００円とす

る。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 
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 １、歳入。 

 １款町税８２８万円。 

 １４款国庫支出金８,１７８万７,０００円。 

 １５款道支出金２,２３２万７,０００円。 

 １６款財産収入５万円。 

 １７款寄附金７万９,０００円。 

 １８款繰入金９８８万９,０００円。 

 １９款繰越金１億７,８３５万８,０００円。 

 ２０款諸収入３０万円。 

 歳入合計は、３億１０７万円となります。 

 ２ページをごらんください。 

 ２、歳出。 

 ２款総務費１億６,０３９万３,０００円。 

 ３款民生費１８万１,０００円。 

 ４款衛生費４６０万円。 

 ６款農林業費１億５３９万１,０００円。 

 ７款商工費１,３７１万６,０００円。 

 ８款土木費２０２万８,０００円の減。 

 ９款教育費１,２７８万２,０００円。 

 １３款予備費６０３万５,０００円。 

 歳出合計は、３億１０７万円となります。 

 以上、議案第１号平成２２年度上富良野町一般会

計補正予算（第２号）の説明といたします。 

 御審議いただきまして、御承認いただきますよう

お願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） １０ページの関係でお尋ね

いたします。 

 すこやかロード関連事業助成ということで２０万

円、これに基づいて事業展開がなされているという

ことでございますけれども、すこやかロード関連事

業のこれは財団法人北海道健康づくり財団から補助

をいただくということになっております。 

 それで一つは、この財団に上富良野町から出捐金

ということで４８０万円出ているのですね、昨年の

平成２０年の決算報告書の末尾のほうに掲載をされ

ております。４８０万円出捐金ということで、１１

件、８７６万２,０００円あるうちの４８０万円と

いったら、約５５％を占めているのです。それで、

この健康づくり財団の事業内容と事業のメニューが

どういうものか、それをお聞きしたいのです。 

 というのは、これに基づいて事業を展開するとい

うことになると、あと何かメニューがあるのかなと

いう感じもするものですから、それがわかれば

ちょっとお知らせをしていただきたいと思うのが１

点。 

 それから２点目は、１２ページの関係です。ラベ

ンダーの里かみふらの応援基金ということで、基金

調書を見ると、２０年度は１,０４９万５,０００

円、２１年度は３９万円、２２年度の積立金は２,

０１０万９,０００円ということで、トータルで言

えば３,０９９万６,０００円ということですけれど

も、この中で個人で何件何ぼ、町として積み立てた

のは何年度で何ぼというようなことがわかれば、お

知らせをしていただきたいと思います。 

 次に、１６ページです。いきいき妊婦応援補助と

いうことで、一般質問の中でも若干ありましたけれ

ども、町長の答弁では、一昨日、協会病院に産婦人

科のということでお話を聞きました。ただ、これか

らいろいろ広域でお話し合いをするということです

けれども、特に私、心配するのは、いきいき妊婦応

援ということは結構なのですけれども、ただ、広域

救急医療対策負担ということで、町長も大分憤慨を

されたということで報告がありました。 

 というのは、広域救急医療対策で２０年度は９１

万円、２１年度は９１万７,０００円、しかし、２

２年度は３６２万８,０００円という多額な負担金

を強いられてということになると、これから広域で

協議をするということですけれども、当然、これら

の産婦人科の関係で今の富良野広域圏での妊婦、そ

れから出産の状況であれば、転院ができる状態でな

いということが報告されておりましたので、その関

係で、当然これらもある面で負担金が予想されるの

ではないかと思います。その点で、広域での協議が

進められてはおりませんけれども、基本的に町長の

姿勢等についてお尋ねをいたしたいと思います。 

 それから、次に、２４ページです。歳入の関係で

関連していたのですけれども、スポーツ振興費のノ

ルディックウォーキング北海道開催負担ということ

で、これは健康づくり財団から２０万円受けるとい

うことです。これらの地元の開催、９月１７日に開

催をするということでございましたけれども、これ

らの受け入れ団体の態勢等がどのようなっているの

か。それから、このフォーラムの開催内容はどのよ

うになっているかということでお尋ねをいたしたい

と思います。 

 それから、次に運動公園管理の関係です。野球場

の防球フェンス設置ということで、５月５日、上富

良野高校の野球の練習試合等で発生をしたというこ

とで、平成２１年１１月１２日の第１５回政策調整

会議の中で、このことも検討されているのですね。

防球フェンスの必要性についてということで検討が

必要なため、当面計画には掲載しないこととする

と。そして平成２５年度、実施設計１００万円、工

事費１,０００万円というようなことで政策調整会
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議の会議録に載っております。そして、この事故が

起きて、平成２２年度の第２回政策調整会議の中

で、これは５月２６日に開催されております。ク

リーンセンターの問題だとか、第５次総合計画の数

値目標の変更だとかというその他の中で、富原球場

の防球ネットの設置ということでございます。 

 実際に、前年度ある面では予知をされていたにも

かかわらず、平成２５年度で当面計画には掲載しな

いとするということが適切であったかどうかという

ようなことで、特に上富良野高校が公式野球の上中

からの卒業生が入学したということで、大きなあれ

になっているのは理解をしますけれども、富良野高

校、富良野緑峰高校に行っても全部高いフェンスが

あります。したがって、私は、ちょっと遅きに失し

たのかなという関連を持っております。 

 それで一つは、これの着工の工事期間はいつから

いつまでなのかということ、当然、きょうの議会で

決まれば、早期にされると思います。それがまず１

点と、もう一つは、上小、西小、上富良野中学校、

軟式野球ではありますけれども、ボールが飛ぶとい

うようなことで、上小も西小もそれぞれネットの

フェンスを設けています。あの状況を見ると、高さ

が、張っている状況がぴっと張っている状況ではな

いのですね、そうするとボールが出て行くからとい

うことで、防球のネットを設置をしていると思うの

ですけれども、小学校・中学校の態勢についても万

が一ボールが飛んでいく。軟球だから、そんなに影

響はないとは思いますけれども、例えば車が走って

いるうちにぶつかったとかということになると、加

速がついたりということで、非常に心配をされる面

があります。 

 ですから、今回この関係からいって、二つの小学

校、それから上富良野中学校のフェンスの関係も再

検証して、やはりぴしっとした態勢をとるべきでは

ないかなという気がいたします。その関係で、一

応、教育長の判断をお聞きをいたしたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ９番中村議

員の御質問にお答えいたします。 

 北海道すこやかロードの関連事業の助成団体とし

ての北海道健康づくり財団につきましての負担額及

び事業メニューにつきましては、後ほど詳細を調べ

た上でお返事するという形にさせていただきたいと

思いますが、４８０万円という金額には、町として

の負担はしておりませんので、ちょっとその中身と

かを調べてお返事させていただきたいと……。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番中村議員のただいまの

御質問、私のほうからもお答えさせていただきま

す。 

 相当過去になりましたけれども、それぞれ自治体

こぞって地域の健康の推進を図るというそういう主

たる目的で、それぞれが拠出をして組織を構成した

経過にあります。主たる目的はそうだと思います

が、詳細についてはちょっと私の記憶にはまだ定か

に残っていませんので、御容赦いただきたいと思い

ますけれども、当時４５０万円、議員がおっしゃる

ように計算資料で、出捐金の中で大きな額でありま

すけれども、そういう経過があったことは事実でご

ざいます。詳細については、今のところ承知してご

ざいませんので、即答しかねます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ９番中村議員のラベン

ダーの里応援基金の関係につきましての御質問にお

答えを申し上げます。 

 これまで町の経費分を１,０００万円積み立てを

行いながら、また個人からの寄附金９０万円強にな

りますが、今、議会で提案の２,０００万円を合わ

せまして３,０００万円ちょっとの基金になるとこ

ろであります。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 課長、内容を知らせてくれ

と。行政で積んだのと個人でやったの、それを聞い

ているのですね、内容を聞いている、わかります

か。 

 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） 失礼いたしました。 

 個人の寄付が３０件、９６万６,０００円でござ

います。また、町の積立額といたしましては、先ほ

ど申し上げましたように、過去には１,０００万円

積みまして、今議会で２,０００万円、合わせまし

て３,０００万円になるところであります。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 中村議員の広域の

センター病院にかかわます産婦人科の固定常勤医が

１名、昨日、確保できたという情報が入りまして、

その後において、今後、この負担のあり方等の沿線

においての協議がなされるものと思っております。 

 中村議員お話のように、こういう救急のケースに

おきましては、こちらの意に沿わない形で方向がな

されましたけれども、それらを十分踏まえまして、

沿線においての負担のあり方等についても、我々も

十分意を用いて当たっていきたいというふうに考え
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ております。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） ９番中村議員のノル

ディックウォークの関連の受け入れ態勢等の質問に

答えさせていただきたいと思います。 

 このノルディックウォーキングの北海道フォーラ

ム・イン上富良野につきましては、観光サイドのほ

うからも関与をさせていただいておりますので、私

のほうから説明をさせていただきたいと思います

が、基本的に９月１１日、上富良野で開催というこ

とで、約２００人程度の参加を見込んでおります。

その中で町外者の方が、約５０人前後来るという予

想をしております。そうした中で現在のところ、９

月１１日、実は１２日の日は富良野市のほうでもウ

オーキングがあるものですから、９月１１日の夜の

会食等については、上富良野町で懇親会を行ってい

ただくという予定をしております。 

 それから、当然、町外者の宿泊等につきまして

も、今、町内の観光温泉組合等々に実行委員会のほ

うから、受け入れ態勢も含めて依頼を来ているとい

うことで、まだ、確実な宿泊者数等々については詳

細決まってはおりませんけれども、そういう態勢を

組ながら観光面のほうでも応援をしていきたいとい

うふうに考えてございます。 

○議長（西村昭教君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ９番中村議員の御

質問にお答えいたします。 

 野球場の防球フェンスにかかわる部分の第１点目

としましては、政策調整会議でいろいろ議論された

部分、２５年の実施計画の計上等が図られていたが

という部分についてでありますけれども、基本的に

町としては、その状況を見ていくというようなこと

で、２５年度の実施を予定したところでございます

が、今回、５月５日の練習試合で事故がありました

ので、それにこたえるように前倒しする形で、安全

対策を図ろうとするものでございます。 

 ２点目の工期についてでございますけれども、工

期については今回議決をいただいて、７月の頭に入

札を行いまして、早期に防球ネットの完成を見るよ

うに予定しております。具体的な工期につきまして

は、７月から９月末を予定しております。ただ、実

質的な作業としては、最短で二月程度で終わる予定

をしております。資材の発注だとか請け側、すべて

発注してから物をつくるという状態ですので、工期

的にはある程度、余裕を見た工期としたいと思って

おりますが、実施においては早期に完成させるよう

に行っていきたいというふうに考えております。 

 ３点目の小中学校の野球のネットについてでござ

いますけれども、議員おっしゃいますとおり、現場

のほうを検証いたしまして、その実態等の把握をし

た中で、今後の対策を考えていきたいと思っている

ところであります。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 先ほどの健

康づくり財団の事業の内容について御説明させてい

ただきます。 

 大きくは、道民運動の展開に関する事業としまし

て１２事業、医療情報健康管理システムの普及に関

する事業としまして２事業行っております。 

 １点目の道民運動の展開に関する事業としまして

は、健康情報ライブラリー運動、健康づくり広報事

業、健康教育普及事業、食と健康づくりフェスティ

バル開催事業、禁煙運動普及事業、すこやかロード

認定事業、健康運動普及推進事業、健康づくり推進

地域支援事業、特定保健指導実践指導者育成研修事

業、糖尿病講演会開催事業、地域保健特別活動推進

事業、生活習慣病地域特性評価事業が１点目となっ

ております。 

 ２点目の医療情報健康管理システムの普及に関す

る事業につきましては、救急医療情報システム運営

事業、救急通報システム運営事業というふうな活動

の内容になっております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） まず、財団法人北海道健康

づくり財団の関係で、今、課長のほうから健康で１

２事業、医療関係で２事業ということで回答があり

ました。これらの関係で、今回すこやかロードとい

うことで、健康づくりの中の１２事業の中に一つが

入っているということですけれども、今までの財団

での関係で１２もしくは２事業の中で、上富良野町

として補助を受けた事業というのは何件あるので

しょうか、まず１点目お伺いしたいと思います。 

 それから、次にラベンダーの里の関係なのです

が、３,０９９万６,０００円の中の９６万６,００

０円が個人ということで、できれば多くの上富良野

出身者を含めて、これらの宣伝をやっていかない

と、町で一生懸命積み立てているのかというような

感じも受けると思いますので、その点の御努力をお

願いいたしたいと思います。 

 それから、防球フェンスの関係です。経過等も政

策調整会議の会議録を見て十分理解をして、私も野

球をやったり野球の審判をやったりして、軟式野球

にはこういう事例がなかったので、まさかというこ

とで考えたわけです。それで現実の問題として、５
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月５日に発生して、今回の補正ですぐということ

で、あそこの近隣に住む住民にも安心感を与えると

いうことで、速やかに着手されたことはよかったか

なというような気がいたします。 

 ただ、さっき後半で言った上小・西小・上中の関

係、富原球場の例を出して万が一事故が起きたら、

それはどうなのだということが言われると思うの

で、十分フェンスを、上中は土手があって、その上

に生け垣がありますから、我々の背からいっても２

メーター以上の高さになってはおりますけれども、

やはりある面で必要だなという気がするのです。そ

れから、上小・西小についても確かにネットは張っ

てはありますけれども、波打っているのですね。波

打っているというのは、端はきちっとやってないで

すから、西小の場合は、前やった白樺の木に引っか

けてというようなケースでもありますので、できれ

ば万が一事故が起きた場合、町民感情として富原球

場の例を教訓としてないのではないかということも

出てくると思いますので、できればきちっと張る態

勢、もう一つは、ある面で恒久的な対策的なことも

考えてやるべきでないかなという気がいたしますの

で、できれば前向きに検討する形で考えていただき

たいと思います。 

 それから、ノルディックウォーキング北海道

フォーラムですけれども、２００人参加、町外から

５０人ということです。この実行委員会の上富良野

町の窓口というものは、どこの団体か、もしくはど

なたがやる形になっているのか、その点お尋ねをし

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ９番中村議

員の御質問にお答えいたします。 

 健康づくり財団からの何回補助を受けたかという

御質問ですけれども、ここ数年の間に限定します

と、かみんのオープンの際の記念事業としまして講

演をいただいたときに、本州のほうから講師をお招

きしましたので、その時の費用とかは健康づくり財

団の健康づくり推進事業、地域支援事業を活用して

おります。あと、ヘルスコンダクターの指導者の養

成講習というのを町で行いまして、その際にも財団

のほうから助成を受けております。それ以外に、緊

急の医療情報の提供につきましては、救急医療情報

システム運営は、全道的に一円で行っておりますの

で、ここに関しては毎年、住民の活用がされるとい

う仕組みになっております。あと、禁煙運動ですと

か、健康教育の教材に関しましては、町が購入する

のでは非常に単品になりますので、多くが毎年、特

定健診会場での展示物ですとか、そういう貸し出し

用品の活用に関しては、定期的に活用をさせて、こ

この活用か国保連合会のほうの活用か、どちらかの

形で活用するというような形で活用させていただい

ております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ９番中村議員のラベン

ダーのふるさと応援基金の関係の御質問にお答えを

申し上げます。 

 現在、ＰＲの方法といたしましては、札幌かみふ

らの会、あるいは東京かみふらの会の方々に、パン

フレット等で御協力をお願いしている現状でありま

すし、また、インターネットを通じて、これらのサ

イトを開いているところであります。引き続きこれ

らの上富良野町を熱く応援しようという方々の熱い

思いを受けれるように、いろいろな面でＰＲをして

まいりたいと思ってございます。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） 中村議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 ノルディックウォーキング北海道フォーラム・イ

ン上富良野の実行委員会の態勢でございますけれど

も、基本的には北海道ノルディックウォーキング協

会が中心になりまして、さらに上富良野町のノル

ディックウオークの愛好会、それから上富良野町等

が、それぞれ主催・共催等を組んでおります。 

 なお、この大会等につきましても今回富良野圏域

の中で、１回目が美瑛町、２回目が富良野市、３回

目が上富良野町というふうに、それぞれ広域的な分

野の中でも進めている関係上、それぞれ美瑛町、富

良野市の観光協会等も関与していただきながら、こ

の実行委員会を形成しているところであります。 

○議長（西村昭教君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（服部久和君） ９番中村議員の御

質問にお答えします。 

 上小・西小・上中の防球ネット等の関係につきま

しては、先ほども申し上げましたように、現場確

認・検証を行って、その検証結果で整備が必要であ

れば、また議会のほうに御相談をしたいなと思って

おります。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 北海道健康づくり財団の関

係のことでございますけれども、町の平成２０年度

の決算報告書の末尾にあります出資による権利とい

うことで、出資の関係と出捐金の関係で、北海道健



 

― 53 ―

康づくり財団に４８０万円ということになっていま

す。４８０万円を含めて出捐金という１１件、８７

６万２,０００円は、出捐金は出資金とは別にして

戻ってこない金額ですよね。ですから、私は、でき

るだけ大いに活用を、特に北海道健康づくり財団に

は、うちの出捐金８７６万円の５５％が占めている

ということからすれば、できるだけ活用していただ

きたいということと、現在まで活用されている、そ

れから特に出版物の関係は、今、岡崎課長が言うよ

うに、ある面で全道一円地縁的にやればコストが下

がりますから、それは当然やっていただきたいと思

いますけれども、今後もこれらの関係の特に健康づ

くりの関係でのメニューが、こういうようなものが

あるということで、ある面で町民の皆さん方が、事

務方の皆さん方ばかりが知っているのではなくて、

こういうことの事業もありますよというようなこと

を、ひとつ情報を発信していただきたいなという気

がいたしますので、その点お願いをいたしたいと思

います。 

 それから、あとノルディックウォーキングの関係

なのですが、地元ではノルディックウォーキングの

愛好会があるということですが、愛好家がいれば会

長はどなたかいらっしゃると思いますし、先ほど事

務局はどこなのかと言っても答弁がなかったので、

一応、愛好会の組織人員と会長がどなた、それから

このフォーラムの事務局はどこなのかということ

で、ちょっと確認をさせていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） 今大会のノルディッ

クウォーキングフォーラム・イン上富良野の実行委

員会の窓口等につきましては、基本的に観光サイド

のほうから私どもの商工観光班が、役場側の窓口と

いうことでとらえております。 

 なお、ノルディックウォーク愛好会等につきまし

ては、代表としては、実行委員会のほうには代表で

平山さんという方が入っていただいておりますけれ

ども、組織の全体的な組織等については、私どもの

ほうでまだ把握してございませんので、後ほど資料

としては出したいと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ９番中村議

員の町民に健康づくり財団の事業がきっちり周知さ

れることということにつきましては、今後、さまざ

まな形で周知を行うような形をとっていきたいと思

います。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ９番中村議員の御質問に

お答えいたします。 

 詳細は少し、ここで即答しかねますが、当時の記

憶定かでなくて申しわけございませんけれども、組

織の基本財産を形成するために出捐金という形で拠

出してございますので、どういう形式でかはともか

く、組織がなくなったときに基本財産の分配に関し

ては、ケースによっては各自治体に戻るケースもあ

るのではないかなというふうに認識をしているとこ

ろでございます。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君) 何点か質問させていただき

ますが、まず、９ページ目の繰り越し、いわゆる２

１年度の決算に当たって総体的に余剰金が出て、そ

れを積み戻しする等々の予算も今回配置されまし

た。私、これ全部使えとは言いませんが、しかし、

余剰金の使い方としてどうだったのかという点を、

原因としてどうだったのかということをお伺いして

おきたいと思います。 

 本来でしたら、いろいろな住民からの要望があり

ますから、一つ一つ答えられないにもして細かいこ

とを言えば、学校への配当金の予算の増額の問題だ

とか、現場へ行きますと相当厳しい中で、配当予算

という形の中でいろいろとやられて、教育委員会の

ほうもその状況を見ながらふやしたりとかしても

らって、大変努力はされております。そういう予算

に、もう少し上乗せできなかったのかという問題、

あるいは細かい話ですが、住民サイドから言えば、

街灯を設置してほしいという問題から含めて、いろ

いろ地域の会館の修繕だとかという問題も含めて、

上がってきているというふうに思います。そういう

ところにこそ一定部分を余剰金という形で、すべて

を積み戻しするということではなくて、そういうも

のも含めて２１年度予算の中の当初予算の積み上げ

がどうだったのか、補正がどうだったのかというこ

とも含めて考えた場合、まだまだ住民に対する要望

にこたえきれていない部分があるのではないかと。 

 当然、お金ですから、その時々の収入・支出の割

合によっても余剰金が出たり出なかったり、緊急時

に予算が入ってくる場合には、当然、支出という形

で余剰金が出ない場合もあると思いますが、私、今

回こういう余剰金の決算の状況を見ますと、そう

いった部分で満遍にはいかないにしても、使い方の

問題として一部問題があったような気がしますが、

この点、どのようにお考えなのか、お伺いしておき

たいというふうに考えます。 

 次にお伺いいたしますが、きのうぐらいからもい
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きいき妊婦を応援という形で補助金、大変いいこと

で私、評価しております。来年度以降どうなるかと

いう問題が、はっきり見えてきておりません。この

予算をつけた段階においては、医師の確保というの

はできないということで前提でありましたが、当

面、きのうの答弁においては、１人、常勤医が確保

できたということでありますから、これは将来的に

どういうような扱いになるのか、この点お伺いして

おきたいというふうに思います。 

 次にお伺いしたいのは、１７ページの農業振興と

いう形で、農業振興今回２,２００万円、これは地

域の生き生き活性化事業という形で、芋の選果等の

予算に使われるということで聞いております。地域

の方が、こういう予算を持ってきて大いに活用する

という点では、非常にいいことだというふうに考え

ておりますが、この予算の計上するに当たって、事

業計画と道の直接の補助という形で、間接的な補助

という形になるかというふうに思いますが、計画等

はしっかりやられているのか。 

 それともう１点、いわゆるこれは例えば地域の行

政がこういうものに使うとした場合、こういう補助

が該当になるのか、あるいは環境整備等も含めて、

今の雪を使って保冷庫という形で特殊な、いわゆる

環境に配慮した芋の貯蔵庫だとか、キャベツの選果

だとか貯蔵するだとかという場合にもそういう一定

の評価があって、こういうものが採択される一つの

基準になっているのかどうなのか、その点について

もお伺いしておきたいというふうに思います。 

 次にお伺いしたいのは、そういうことも含めてと

りあえず全体的な考えとしてお伺いしておきたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ５番米沢議員の繰越金

等にかかわります質問にお答えを申し上げます。 

 基本的には３月定例会議会において、それぞれの

事業費等の確定見込み等を行いながら、適切な補正

予算等お願いして上程をいたしてございます。た

だ、年度末、あるいは決算終了時期にならなけれ

ば、歳入歳出等の確定ができないようなものもござ

います。また、ある事業等におきましては、特に扶

助費等におきましては、いつ対象者が発生するか医

療費等も含めまして、そのような不確定要素があり

ますことから、一定程度の予算額を維持していると

いう現状もございます。 

 今回の大きな繰越金の要素といたしまして、その

代表的なものは特別交付税がございます。これにつ

いては、３月末にならないと、額が確定しない仕組

みになってございまして、１億７,８００万円相当

に対しまして、特別交付税が７,６００万円ほど占

めている現状にございます。 

 先ほど冒頭お話いたしましたように、さらには一

定額、今後、対象利用者が出てくるような可能性の

あるような事業についても、一定額持つようなこと

がありますので、最終的には不用額として落とさざ

るを得ない状況は、毎年これら発生するものであり

ます。 

 以前の委員会等でもお答えをいたしましたが、必

ずこの金額を確保するために事業を縮小していると

いうことではございませんで、少なくとも必要な事

業については戦略的に、それぞれ年度ごとに事業予

算を立てながら、執行しながら、ただいま申し上げ

ましたような結果として今回、このような１億７,

８００万円程度の繰越金が発生したのだということ

で、御理解をいただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） ５番米沢議員の御質

問にお答えさせていただきたいと思います。 

 １８ページの農業振興施設等の整備事業というこ

とでございますけれども、本事業につきましては、

議員も御承知のとおり、地域づくりの総合交付金の

地域づくり推進事業という形の中で、今回につきま

しては、それぞれ町の農業者が営農集団を組ながら

きちっと事業計画を立て、さらに運営計画も立てな

がら、この事業を進めてきております。 

 なお、この事業自体の地域づくり推進事業につい

ては、今回は農業分野だけを対象として挙げており

ますけれども、事業自体については、それぞれ地域

的に広範囲にわたった事業の中で、基本的に先進的

なもの、あるいは特質的なもの等々については、採

択を受けれるというふうに聞いております。これは

上川総合振興局の中で、それぞれ提案したものを審

査いただいた中で、最終的な決定をいただくという

形をとる事業でございますけれども、今回の事業に

ついてもまだ交付決定は来てございませんけれど

も、基本的には来ることを見込みながら、予算を上

げさせていただいているということも御理解をいた

だきたいと思っております。 

 なお、この事業につきましては行政そのもの自体

が、各市町村自体も直接事業をそういう提案の中で

行おうとすれば、可能ということで認識していると

ころであります。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 米沢議員のいきい

き妊婦にかかわります御質問にお答えを申し上げた

いと思います。 

 今回提案しておりますいきいき妊婦応援事業であ
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りますが、今年度限り、２３年３月３１日までとい

う実施期間ということであります。そこで来年度以

降におきましてということでありますが、現在、子

育て支援を中心とした支援策、総合的な支援策につ

きまして来年度以降の展開に向けまして、構築して

いくように検討に入っているところであります。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君) 予算の問題なのですが、結

果的にはそういう回答になろうかというふうに思い

ますが、昨年来からも言いましたが、任意的な予防

の予防接種の問題の対象範囲を拡大できる財源があ

るわけなのですね、こういう問題も含めればです

よ。そういうところに対して、一定部分予算をつけ

る財源があったのではないかというふうに考えま

す。あとは、今後のことですから、そういうものも

含めて一定部分、還元できるものは還元していく必

要があると。町サイドからいけば、予算も十分還元

しているという形になると思うのですが、そういう

ものも含めて十分検討する余地があると思います

が、町長でも副町長でもいいのですが、この点につ

いては全く答えられないという形になるのか、当初

で予算組んでいるので、その点については全く答え

られないのか、今後十分考える余地があるのか。例

えば、細かい話でマイマイガで困っている方がいる

としますよ。そういうところに補助つけてほしいと

いうことも切実なのです。 

 きのうの答弁では、そこにつけないで、どこかに

移動するのではないかということなのですが、それ

はそうだと思いますが、住んでいる人たちにとって

は切実な問題ですから、そういうことも含めて対策

をどうするのかということで、一定部分そういう予

算措置もすれば、こういう財源を充てることが可能

ではいなかと。ただ積み立てして、財政の安定化を

図るということは、これは私自身否定しませんが、

今後そういうことも含めて十分検討する余地あると

思いますが、副町長でもよろしいですが、お願いい

たします。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢議員の御質問に

お答えします。 

 以前からも議員から、そういう御意見をいただい

ていますので、いろいろと申し上げている経過にご

ざいますが、改めて申し上げますけれども、今、担

当課長のほうから申し上げましたように、結果にお

いては、今、申し上げましたような経過から結果が

得たということであります。 

 結果としましては、今申し上げられますように、

億台の余剰金が出るということであります。これは

一概に結果だけで論じることについては、少し課題

があると思いますので、しっかり歳入におけますそ

ういう経過はどうだったのか、歳出においてどう

だったのか。そういうことをしっかりとらえて、住

民要望にどういう形でこたえることがいいのか、こ

れら慎重に判断をしなければならないと思います。 

 いずれにしましても、予算の審議の中でも申し上

げてございますように、歳入構造の多くが国や北海

道に対して依存する財源が主なものでございますの

で、歳入予算に当初予算で計上するときに、国なり

北海道が間違いなくそういう金額を交付するという

そういう裏というか、担保がございませんので、あ

くまでも手探りでやっている実態にございます。 

 ここ近年、特に三位一体改革後、交付税の縮減傾

向が少し戻ったと、これが恒久的にそれをきちっと

担保して恒常的に来るのかどうかについては、これ

は悩ましいところでありまして、各自治体それぞれ

裏はございません。物すごく緻密な計算式が用いら

れますので、その計算式も私どもがつくるのではな

く、全く私どもの手の届かない段階でいろいろな計

数を用いてコントロールしてございますので、当初

予算の段階で議員の皆さんとそういう精査して間違

いない角度での議論は、我々、提案する側としては

なかなかできないということでございますので、そ

ういう背景もひとつ御理解いただきたいと思います

が、結果として出てくる余剰金については、今、議

員が申し上げられますような分野に、どの程度財政

支出をしたらいいのかについては、町長は絶えず判

断をされていると思います。 

 いずれにしましても、恒常的になるであろう費用

に安易に財政出動しますと、その費用を支える財源

が途絶えたときに、結局はどこかでまた、そういう

政策を見直さなければならないということでござい

ますので、非常に難しい面あるかと思いますが、こ

の辺は慎重に判断していかなければならないと思い

ますし、議員がおっしゃるように、今までの流れを

変えていくという工夫は、我々の段階でも余地があ

ると思いますので、これらについて冒頭申し上げま

したように、歳入歳出それぞれいろいろと詳細点検

して、ぜひとも流れを少しずつ変えていくような努

力はしていきたいというふうに考えているところで

あります。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 これより、議案第１号を採決いたします。 

 本件は、討論を省略し、原案のとおり決すること
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に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第３ 議案第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 議案第２号平成

２２年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（中田繁利君） ただいま上程され

ました議案第２号平成２２年度上富良野町国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）につきまして、提

案の要旨を御説明申し上げます。 

 まず歳入につきましては、平成２１年度会計の決

算により平成２２年度への繰越額が９,２５６万８,

０００円と確定したことから、当初予算の繰越金

３,５００万１,０００円に、５,７５６万７,０００

円を増額計上し、所要の補正をするものでありま

す。 

 次に、歳出につきましては、平成２２年度の老人

保健拠出金及び介護納付金の概算拠出金の額が決定

したこと、及び平成２１年度の一般会計繰出金の金

額が確定したことにより、所要の補正をするもので

あります。 

 さらに、収支残額の５,６０７万４,０００円を予

備費に充当し、平成２２年度会計の不測の事態に対

応しようとするものであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書に

つきましては、省略させていただきますので御了承

願います。 

 議案第２号平成２２年度上富良野町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）。 

 平成２２年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５,７５６万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１４億２,０３１万１,００

０円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ９款繰越金５,７５６万７,０００円。 

 歳入補正合計は、同額の５,７５６万７,０００円

であります。 

 ２、歳出でありますが、５款老人保健拠出金２,

０００円の減。 

 ６款介護納付金２２万４,０００円の減。 

 １１款諸支出金１７１万９,０００円。 

 １２款予備費５,６０７万４,０００円。 

 歳出補正合計は、５,７５６万７,０００円であり

ます。 

 以上で、議案第２号平成２２年度上富良野町国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）の説明といた

します。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第２号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第４ 議案第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 議案第３号平成

２２年度上富良野町老人保健特別会計補正予算（第

１号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（中田繁利君） ただいま上程され

ました議案第３号平成２２年度上富良野町老人保健

特別会計補正予算（第１号）につきまして、提案の

要旨を御説明申し上げます。 

 まず歳入につきましては、平成２１年度会計の決

算により平成２２年度への繰越額が５１９万９,０

００円と確定したこと、及び診療報酬返還金が確定

したことから、所要の補正をするものであります。 

 次に、歳出につきましては、平成２１年度会計の

精算により、国庫支出金、国・道への償還金及び一

般会計繰出金の金額が確定したことに伴い、収支残

額を予備費に充当し、請求遅延の支払いと次年度の
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診療報酬の返還金に対応するよう、所要の補正をす

るものであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書に

つきましては、省略させていただきますので御了承

願います。 

 議案第３号平成２２年度上富良野町老人保健特別

会計補正予算（第１号）。 

 平成２２年度上富良野町の老人保健特別会計の補

正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５６万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ７１１万８,０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並び補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ３款繰越金７２万１,０００円。 

 ４款諸収入１５万９,０００円の減。 

 歳入補正合計は、５６万２,０００円でありま

す。 

 ２、歳出でありますが、３款諸支出金１１０万

８,０００円の減。 

 ４款予備費１６７万円。 

 歳出補正合計は、５６万２,０００円でありま

す。 

 以上で、議案第３号平成２２年度上富良野町老人

保健特別会計補正予算（第１号）の説明といたしま

す。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第３号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第５ 議案第４号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 議案第４号平成

２２年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（中田繁利君） ただいま上程いた

だきました議案第４号平成２２年度上富良野町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 まず歳入につきましては、平成２１年度会計の決

算により平成２２年度への繰越額が１７万９,００

０円と確定したことから、所要の補正をするもので

あります。 

 次に、歳出につきましては、平成２１年度の保険

料の精算に伴う広域連合納付金及び一般会計繰出金

の金額が確定したことにより、所要の補正をするも

のであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書に

つきましては、省略させていただきますので御了承

願います。 

 議案第４号平成２２年度上富良野町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）。 

 平成２２年度上富良野町の後期高齢者医療特別会

計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１７万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ９,６９８万７,０００円とす

る。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並び補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ４款繰越金１７万８,０００円。 

 歳入補正合計は、同額の１７万８,０００円であ

ります。 

 ２、歳出でありますが、２款広域連合納付金３万

４,０００円。 

 ３款諸支出金１４万４,０００円。 

 歳出補正合計は、１７万８,０００円でありま

す。 



 

― 58 ―

 以上で、議案第４号平成２２年度上富良野町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の説明とい

たします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第４号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第５号 

○議長（西村昭教君） 日程第６ 議案第５号平成

２２年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第

１号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ただいま上程され

ました議案第５号平成２２年度上富良野町介護保険

特別会計補正予算（第１号）につきまして、提案の

要旨を御説明申し上げます。 

 １点目として、本会計の２１年度分の精算を終え

て、平成２２年度会計への繰越額が確定したことか

ら、歳入歳出既決予算額に１,３７３万１,０００円

を追加し、予算総額を７億８,１３２万２,０００円

としようとするものであります。 

 ２点目には、繰越額のうち平成２１年度の給付に

かかわります国及び道並びに支払基金交付金の概算

払いに対する精算７８６万３,０００円と町一般会

計からの繰り入れに係る給付費の負担、給与費、事

務費の精算により繰出金２９９万８,０００円が確

定したことから、償還及び繰り出しを行うため、そ

れぞれの科目に計上するものであります。 

 ３点目として、今年度の介護保険特別会計の安定

対応に資するため、予備費として２８７万円を計上

するものであります。 

 以下、議案を朗読し説明といたします。 

 議案第５号平成２２年度上富良野町介護保険特別

会計補正予算（第１号）。 

 平成２２年度上富良野町の介護保険特別会計の補

正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,３７３万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ７億８,１３２万２,０００

円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並び補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 議決項目であります款の補正額のみ申し上げま

す。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ８款繰越金、補正額１,３７３万１,０００円。 

 歳入合計額、１,３７３万１,０００円。 

 ２、歳出。 

 ６款諸支出金１,０８６万１,０００円。 

 ７款予備費２８７万円。 

 歳出合計、１,３７３万１,０００円であります。 

 ２ページ以降の歳入歳出予算補正事項別明細書に

つきましては、説明を省略させていただきます。 

 以上、議案第５号上富良野町介護保険特別会計補

正予算（第１号）の説明といたします。 

 原案、議決くださいますようお願い申し上げま

す。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第５号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午前１０時１６分 休憩 

午前１０時３４分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第６号 

○議長（西村昭教君） 日程第７ 議案第６号平成

２２年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算
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（第１号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） ただいま上程され

ました議案第６号平成２２年度上富良野町簡易水道

事業特別会計補正予算（第１号）の補正の要旨につ

いて御説明申し上げます。 

 内容は、平成２１年度会計の収支精算差額を２２

年度会計に繰り越し、同額を一般会計へ繰り出すも

のとなっております。 

 収支差額の内訳につきましては、歳入側では使用

料の増を主要因とする収入合計８万２,０００円の

増額、歳出では電気料、修繕費、導水器購入費など

の執行残１７２万９,０００円の合計額である１８

１万１,０００円です。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第６号平成２２年度上富良野町簡易水道事業

特別会計補正予算（第１号）。 

 平成２２年度上富良野町の簡易水道事業特別会計

の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１８１万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ５,７３３万６,０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並び補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 以下、款ごとの補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 ３款繰越金１８１万円。 

 歳入合計、同額の１８１万円。 

 ２、歳出。 

 ３款繰出金１８１万円。 

 歳出合計、同額の１８１万円となっております。 

 以上、議決項目のみ御説明申し上げました。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第６号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第７号 

○議長（西村昭教君） 日程第８ 議案第７号平成

２２年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予

算（第１号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） ただいま上程され

ました議案第７号平成２２年度上富良野町公共下水

道事業特別会計補正予算（第１号）の補正の要旨に

ついて御説明申し上げます。 

 内容につきましては、平成２１年度会計の収支の

差額を２２年度会計に繰り越し、同額を一般会計へ

繰り出すものとなっております。 

 平成２１年度会計の収支差額の内訳につきまして

は、歳入の下水道使用料及び受益者負担金・分担金

を主要因とする１７２万円の増額と、歳出側では旅

費や消耗品費、委託費などの執行残１２５万１,０

００円の合計額２９７万１,０００円となっており

ます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第７号平成２２年度上富良野町公共下水道事

業特別会計補正予算（第１号）。 

 平成２２年度上富良野町の公共下水道事業特別会

計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２９７万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ３億６,４９３万７,０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並び補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 以下、款ごとの補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 ５款繰越金２９７万円。 

 歳入合計、同額の２９７万円。 

 ２ページへ参ります。 

 ２、歳出。 

 ３款繰出金２９７万円。 

 歳出合計、同額の２９７万円となっております。 
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 以上、議決項目のみを御説明申し上げました。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第７号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第８号 

○議長（西村昭教君） 日程第９ 議案第８号平成

２２年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計

補正予算（第１号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ただいま

上程されました議案第８号平成２２年度上富良野町

ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第１号）

につきまして、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、平成２１年度のラベンダーハイツ事業

特別会計の決算におきまして、繰越金が１,７１５

万９,０００円と確定いたしましたことから、当初

予算に計上している３００万円との差額１,４１５

万９,０００円を繰越金に補正するものでございま

す。 

 ２点目は、寝たきりの方等が利用されます特殊昇

降型浴槽用のストレッチャーが、長期使用による老

朽化により調子が悪くなったことから、更新整備費

用１７２万８,０００円の補正でございます。 

 ３点目は、後年度の施設設備の整備、維持・補修

等に要する経費の財源に充てるため、施設整備基金

に５００万円の積み立てを行おうとするものでござ

います。 

 ４点目は、収支の差を予備費に計上いたしまし

て、ラベンダーハイツ事業における利用者のサービ

ス利用状況に対処し、今後の施設運営に支障が生じ

ないよう、不測の事態に備えようとするものでござ

います。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第８号平成２２年度上富良野町ラベンダーハ

イツ事業特別会計補正予算（第１号）。 

 平成２２年度上富良野町のラベンダーハイツ事業

特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,４１５万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３億１３３万円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並び補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款の名称と補正額のみ申

し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ５款繰越金１,４１５万９,０００円。 

 歳入補正額の合計は、同額の１,４１５万９,００

０円でございます。 

 ２、歳出。 

 ２款サービス事業費１７２万８,０００円。 

 ３款基金積立金５００万円。 

 ５款予備費７４３万１,０００円。 

 歳出補正額の合計は、１,４１５万９,０００円で

ございます。 

 これをもちまして、議案第８号平成２２年度上富

良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第

１号）の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第８号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第９号 

○議長（西村昭教君） 日程第１０ 議案第９号上

富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
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 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ただいま上程させてい

ただきました議案第９号上富良野町職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例につきまして、提案

の要旨を御説明申し上げます。 

 地方公務員法第２５条第２項の規定により職員へ

の給与の支払いに当たり、給与の支給以前にその一

部を控除いたしますいわゆるチェックオフについ

て、その内容を明記するよう給与条例の改正をお願

いするものであります。 

 以下、議案の朗読をもって説明といたします。 

 議案第９号上富良野町職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例。 

 上富良野町職員の給与に関する条例（昭和３５年

上富良野町条例第１６号）の一部を次のように改正

する。 

 第２６条を第２７条とし、第２５条の次に次の１

条を加える。 

 （給与からの控除）。 

 第２６条、法律により特に認められた場合のほ

か、職員の支払うべき次の各号に掲げるものは、毎

月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から

控除してこれを職員に代わって払い込むことができ

る。 

 (1) 条例、規則に基づき職員が町に納付すべき使

用料等。 

 (2) 職員が北海道市町村職員福祉協会に支払うべ

き掛金。 

 (3) 職員が支払うべき職員互助会等の会費等。 

 (4) 団体取り扱いに係る生命保険料。 

 (5) 職員団体の組合費等。 

 (6) 前号に掲げるもののほか、職員から申し出が

あったもので、町長が特に適当と認めるもの。 

 附則。 

 （施行期日）。この条例は、平成２２年７月１日

から施行する。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第９号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第１０号 

○議長（西村昭教君） 日程第１１ 議案第１０号

上富良野町企業振興措置条例の一部を改正する条例

の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（前田満君） ただいま上程されま

した議案第１０号上富良野町企業振興措置条例の一

部を改正する条例につきまして、提案の要旨を御説

明申し上げます。 

 平成１９年６月に、地域経済の自立的発展の基盤

強化を図るため、企業設置促進等による地域におけ

る産業集積の形成及び活性化に関する法律（以下、

「企業立地促進法」）が施行されたことを受けて、

富良野・美瑛地域においても広域的な枠組みの中

で、産業集積及びその活性化に向けた一層の取り組

みを推進するため、平成２２年１月に、富良野・美

瑛地域産業活性化協議会が設立されました。 

 同協議会においては、企業立地促進法に基づき、

富良野・美瑛地域産業活性化基本計画を作成し、平

成２２年３月２５日付で、国の同意を得て、北海道

知事の承認を得たところであります。このことによ

り、指定集積業種に該当する事業者が、北海道知事

により企業立地計画の承認を受けて工場等を新・増

設した場合には、企業立地促進法に基づき固定資産

税課税免除の適用を行い、税制上の優遇措置を行う

ため、上富良野町企業振興措置条例の一部を改正し

ようとするものであります。 

 内容としましては、企業立地促進法に基づき、工

場等を新設または増設する事業者に対し、取得した

固定資産税に課税される固定資産税を免除する規定

を追加し、期間を３年間とし、当該年度に課税する

こととなる税額を免除するものであります。 

 また、承認を受けた富良野・美瑛地域産業活性化

基本計画につきましては、平成２６年度末までの５

年間と期間を定めていることから、平成２７年４月

１日に廃止されることとなります。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第１０号上富良野町企業振興措置条例の一部

を改正する条例。 

 第１条、上富良野町企業振興措置条例（昭和５９

年上富良野町条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

 第４条第１項に次の１号を加える。 

 (5) 企業立地の促進等による地域における産業集
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積の形成及び活性化に関する法律（平成１９年法律

第４０号）に基づき、固定資産税について課税の免

除の適用となる工場等。 

 第４条第３項中「第１項第４号」の次に「又は第

５号」を加える。 

 第２条、上富良野町企業振興措置条例の一部を次

のように改正する。 

 第４条第１項第５号を削り、同条第３項中「又は

第５号」を削る。 

 附則。 

 （施行期日）。１、この条例中第１条の規定は公

布の日から、第２条の規定は平成２７年４月１日か

ら施行する。 

 （経過措置）。 

 ２、第１条の施行日から平成２７年３月３１日ま

でに、第１条の規定による改正後の上富良野町企業

振興措置条例（以下「改正後の条例」という。）第

４条第１項第５号の適用対象となる工場等を設置し

た事業者に対する改正後の条例の適用については、

第２条の規定の施行後も、なおその効力を有する。 

 以上であります。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１０号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１２ 議案第１１号 

○議長（西村昭教君） 日程第１２ 議案第１１号

上富良野町農業振興資金融資条例の一部を改正する

条例の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（前田満君） ただいま上程されま

した議案第１１号上富良野町農業振興資金融資条例

の一部を改正する条例につきまして、提案の要旨を

御説明申し上げます。 

 上富良野町農業振興資金融資条例は、農業経営の

安定を図るため、施設の近代化と農業生産力の増強

を計画し、実践する農業者に対し、国、または道が

行う助成制度の対象とならない機械施設等の導入及

び基盤整備を実施しようとする場合に、資金面で支

援を行おうとするものであります。 

 このたび国の税制改正において、農業機械等の減

価償却資産の耐用年数等に関する省令が改正され、

耐用年数が最短で７年になったことから、農業振興

資金を利用する農業者の利便性に資するため、融資

期間を５年以内から７年以内にするとともに、融資

時期を毎年４月と１０月に限定したものを予算の範

囲内で、通年利用できるよう改正しようとするもの

であります。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第１１号上富良野町農業振興資金融資条例の

一部を改正する条例。 

 上富良野町農業振興資金融資条例（昭和５９年上

富良野町条例第５号）の一部を次のように改正す

る。 

 第４条第２号中「融資期間及び時期」を「融資期

間」に、「５年以内とし、融資の時期は毎年４月及

び１０月」を「７年以内」に改める。 

 附則。 

 １、この条例は、公布の日から施行し、改正後の

上富良野町農業振興資金融資条例の規定は、平成２

２年４月１日から適用する。 

 ２、この条例の施行の際、平成２２年３月３１日

以前に融資を受けている者の取り扱いは、なお従前

の例による。 

 以上であります。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１１号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 議案第１２号 

○議長（西村昭教君） 日程第１３ 議案第１２号

上富良野町営農改善資金融資条例の一部を改正する
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条例の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（前田満君） ただいま上程されま

した議案第１２号上富良野町営農改善資金融資条例

の一部を改正する条例につきまして、提案の要旨を

御説明申し上げます。 

 上富良野町営農改善資金融資条例は、第６次上富

良野町農業振興計画に基づき、農業奨励施策を積極

的に実践する農業者に対し、国、または道が行う助

成制度の対象とならない機械施設等の導入及び基盤

整備を実施しようとする場合に、資金面の融資の支

援を行おうとするものであります。 

 このたび国の税制改正において、農業機械等の減

価償却資産の対応年数等に関する省令が改正され、

耐用年数が最短で７年になったことから、営農改善

資金融資を利用する農業者の利便性に資するため、

融資期間を５年以内から７年以内に改正しようとす

るものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第１２号上富良野町営農改善資金融資条例の

一部を改正する条例。 

 上富良野町営農改善資金融資条例（平成６年条例

第８号）の一部を次のように改正する。 

 第６条中「５年以内」を「７年以内」に改める。 

 附則。 

 １、この条例は、公布の日から施行し、改正後の

上富良野町営農改善資金融資条例の規定は、平成２

２年４月１日から適用する。 

 ２、この条例の施行の際、平成２２年３月３１日

以前に融資を受けている者の取り扱いは、なお従前

の例による。 

 以上であります。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１２号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１４ 議案第１３号から 

◎日程第１７ 議案第１６号まで 

○議長（西村昭教君） 日程第１４ 議案第１３号

北海道市町村備荒資金組合規約の変更について、日

程第１５ 議案第１４号北海道市町村総合事務組合

規約の変更について、日程第１６ 議案第１５号北

海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、

及び日程第１７ 議案第１６号北海道町村議会議員

公務災害補償等組合規約の変更についての件を一括

して議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ただいま一括上程いた

だきました議案第１３号北海道市町村備荒資金組合

規約の変更について、議案第１４号北海道市町村総

合事務組合規約の変更について、議案第１５号北海

道市町村職員退職手当組合規約の変更について、及

び議案第１６号北海道町村議会議員公務災害補償等

組合規約の変更についての提案の要旨を御説明申し

上げます。 

 北海道の支庁制度改革に伴いまして、北海道総合

振興局及び振興局の設置に関する条例が施行された

ことから、これら４件の規約については、これまで

支庁が設置されていたことで規定されていた内容に

ついて、支庁が廃止されたことと合わせ、総合振興

局及び振興局が設置された内容に改めるものであり

ます。 

 また、北海道市町村総合事務組合規約と北海道市

町村職員退職手当組合規約につきましては、別表に

おいて組合加入団体の名称についても規定されてお

りますことから、幌加内町が空知から上川管内へ、

幌延町が留萌から空知管内へ移動したことと合わ

せ、その他一部事務組合等の区域間移動などにつき

ましても、規約を整理するものであります。 

 なお、変更規約の施行日につきましては、組合の

加入団体が各市町村となっている備荒資金組合規約

につきましては、北海道知事の許可のあった日から

となっております。それ以外の三つの規約につきま

しては、北海道も加入団体となっておりますことか

ら、総務大臣の許可のあった日からとなっておりま

す。 

 いずれにつきましても、地方自治法第２８６条第

１項の規定により、それぞれ組合からの協議に基づ

き、これら規約の変更をお願いするものでありま

す。 

 大変失礼いたしました。説明の内容の中で、幌延

町が、留萌から宗谷管内へ移動した訂正をお願いし

たいと思います。大変申しわけございません。 
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 以上、説明といたします。 

 御審議いただき、議決賜りますようお願い申し上

げます。 

議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の説

明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより採決いたします。 

 初めに、議案第１３号北海道市町村備荒資金組合

規約の変更についてを採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１４号北海道市町村総合事務組合規

約の変更についてを採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１５号北海道市町村職員退職手当組

合規約の変更についてを採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１６号北海道町村議会議員公務災害

補償等組合規約の変更についてを採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１８ 発議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第１８ 発議案第１号

議員派遣の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） ただいま上程をいただきま

した発議案第１号議員派遣の件について、朗読を

もって提案をさせていただきます。 

 発議案第１号議員派遣の件。 

 上記議案を次のとおり、会議規則第１４条第２項

の規定により提出いたします。 

 上富良野町議会議長西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員中村有秀。 

 賛成者、上富良野町議会議員岩田浩志。同じく上

富良野町議会議員米沢義英。 

 議員派遣の件。 

 次のとおり、地方自治法第１００条第１３項及び

会議規則第１２２条の規定により議員を派遣する。 

 記。１、北海道町村議会議長会主催の議員研修会

及び先進市町村調査。 

 (1) 目的、分権時代に対応した議会議員の資質向

上に資するため。 

 (2) 派遣場所、札幌市、由仁町。 

 (3) 期間、平成２２年７月１日から７月２日、２

日間。 

 (4) 派遣議員、全議員、１４名。 

 ２、議会広報特別委員会先進市町村調査。 

 (1) 目的、議会広報特別委員の資質向上に資する

ため。 

 (2) 派遣場所、道東方面。 

 (3) 期間、８月下旬。 

 (4) 派遣議員、議会広報特別委員、６名。 

 以上でございます。 

 御審議いただき、お認めいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより発議案第１号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１９ 閉会中の継続調査申出の件 

○議長（西村昭教君） 日程第１９ 閉会中の継続

調査申出の件を議題といたします。 

 議会運営委員会並びに各常任委員会から、会議規

則第７５条の規定により、各委員会において別紙配

付の申出書の事件について、閉会中の継続調査申し

出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員会からの申し出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員会からの申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決しました。 

 先ほど、議案の中で、一般会計補正予算の質疑の

中で、産業振興課長より補足説明がありますので、

許します。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（前田満君） 先ほど、９番中村議

員のノルディック愛好会の会の内容等についての御

質問についてのお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

 当会におきましては、実は社会教育関連の体協で

すとか、そういうところに加盟していない団体なの

ものですから、登録内容等については不明でありま

すけれども、昨年度の状況の中で会長については小

澤玲子さんという方、それから会員数については約

２５名ということで、そのうち指導者として２名が

いるということで承っております。 

 以上であります。 

────────────────── 

◎閉 会 宣 告           

○議長（西村昭教君） 以上をもって、本定例会に

付議された案件の審議は、すべて終了いたしまし

た。 

 これにて、平成２２年第２回上富良野町議会定例

会を閉会といたします。 

午前１１時１５分 閉会 
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